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島根原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可申請について 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定により，

下記のとおり島根原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可を申請いたします。 

 

記 

 

１．変更の内容 

 昭和４８年４月２６日付け４８原第４２５３号で認可を受け，昭和４９年３月１２日付け

４９原第９３９号，昭和５０年１０月２８日付け５０原第７８８３号，昭和５１年７月２９

日付け５１安（原規）第３５号，昭和５２年３月９日付け５２安（原規）第２１号，昭和５

２年５月３１日付け５２安（原規）第１３０号，昭和５２年７月６日付け５２安（原規）第

１８７号，昭和５４年６月１９日付け５４資庁第８３５３号，昭和５５年５月２２日付け５

５資庁第６４３０号，昭和５５年８月２９日付け５５資庁第１０６０１号，昭和５６年４月

２日付け５６資庁第３１０１号，昭和５６年６月１９日付け５６資庁第７５５４号，昭和５

６年８月２０日付け５６資庁第１０４４８号，昭和５７年２月２６日付け５７資庁第２５３

０号，昭和５７年７月３１日付け５７資庁第１０８８１号，昭和５９年５月１８日付け５９

資庁第６５６４号，昭和５９年１１月９日付け５９資庁第１２９６７号，昭和６３年１月２

９日付け６２資庁第１６３３８号，平成元年２月９日付け元資庁第３１０号，平成元年３月

３１日付け元資庁第３５０４号，平成２年３月２３日付け２資庁第１８７８号，平成３年１



 

 

月３０日付け２資庁第１４６４４号，平成４年１月２４日付け３資庁第１４１７９号，平成

５年６月２４日付け５資庁第６１９５号，平成５年１０月２７日付け５資庁第１１４４５号，

平成６年１月２７日付け５資庁第１４４６０号，平成７年１月２５日付け６資庁第１４３９

２号，平成８年５月２７日付け８資庁第４６７６号，平成１１年１月２９日付け平成１０・

１２・１８資第２５号，平成１１年６月１８日付け平成１１・０５・３１資第１０号，平成

１２年５月２３日付け平成１２・０５・１２資第７号，平成１３年１月５日付け平成１２・

０９・２０資第７号，平成１３年２月２３日付け平成１３・０２・１５原第１３号，平成１

３年３月３０日付け平成１３・０３・２３原第１９号，平成１３年９月１９日付け平成１３・

０９・０３原第１２号，平成１４年２月２５日付け平成１４・０２・０４原第３号，平成１

４年１０月２２日付け平成１４・１０・０２原第１０号，平成１５年１月３１日付け平成１

４・１２・２６原第１５号，平成１５年１０月２３日付け平成１５・１０・０３原第１４号，

平成１５年１２月１６日付け平成１５・１１・１８原第１６号，平成１６年５月２０日付け

平成１５・１２・２５原第４７号，平成１６年６月１４日付け平成１６・０６・０４原第１

９号，平成１７年１月２６日付け平成１６・１２・２７原第３７号，平成１７年４月２１日

付け平成１７・０４・０８原第１１号，平成１７年６月２８日付け平成１７・０６・１３原

第２６号，平成１７年１２月１２日付け平成１７・１１・１８原第１９号，平成１８年２月

２２日付け平成１８・０１・３０原第４号，平成１８年８月２４日付け平成１８・０７・０

４原第１６号，平成１９年１月２４日付け平成１８・１２・２６原第１２号，平成１９年８

月３１日付け平成１９・０７・３１原第２０号，平成１９年１２月１３日付け平成１９・０

９・２８原第２３号，平成１９年１２月１３日付け平成１９・１１・３０原第２６号，平成

２０年１月２１日付け平成１９・１２・２０原第３６号，平成２０年８月２２日付け平成２

０・０７・１１原第１７号，平成２０年１２月１２日付け平成２０・１０・３１原第１６号，

平成２１年１月１９日付け平成２０・１２・１６原第１３号，平成２１年８月３１日付け平

成２１・０８・０５原第１号，平成２２年１月２２日付け平成２１・１２・２５原第４号，

平成２２年９月６日付け平成２２・０８・０５原第３号，平成２２年９月２９日付け平成２

２・０９・１５原第２号，平成２３年２月２５日付け平成２２・１１・１９原第２号，平成

２３年４月４日付け平成２３・０３・０１原第５号，平成２３年５月６日付け平成２３・０

４・０８原第３４号，平成２３年５月１１日付け平成２３・０４・２２原第１４号，平成２

３年１２月２２日付け平成２３・１０・１９原第２２号，平成２４年６月２６日付け平成２

４・０５・２９原第２号，平成２４年９月６日付け２０１２０７３１原第８号，平成２５年

２月６日付け原管Ｂ発第１３０１０７００１号，平成２５年７月５日付け原管Ｂ発第１３０

７４５号，平成２６年１月９日付け原管Ｂ発第１４０１０９１号，平成２６年２月２６日付



 

 

け原管Ｂ発第１４０２２６１号，平成２７年５月１１日付け原規規発第１５０５１１６号，

平成２７年６月１７日付け原規規発第１５０６１７４号，平成２８年３月２４日付け原規規

発第１６０３２４１０号，平成２８年９月１日付け原規規発第１６０９０１２号，平成２８

年１０月２５日付け原規規発第１６１０２５４号，平成２９年４月１９日付け原規規発第１

７０４１９６号，平成２９年９月２７日付け原規規発第１７０９２７２号および平成３１年

３月５日付け原規規発第１９０３０５５号で変更認可を受けた島根原子力発電所原子炉施設

保安規定の記述を，別添の島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄

のとおり変更する。（ただし，下線は含まない。） 

 

２．変更の理由 

（１）原子力規制における検査制度の見直しに伴う変更 

  原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い，ならびに核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律の規定に基づき，および同法を実施するため，令和２年１月２３日付けで

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部の改正が行われるとともに，原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則が制定されたことから，島根

原子力発電所原子炉施設保安規定の関連条文の変更および新規条文の追加を行う。 

 

（２）組織改正に伴う変更 

  組織改正に伴い，以下の条文を変更する。 

  第１編 

   ・第３条（品質保証計画） 

   ・第４条（保安に関する組織） 

   ・第５条（保安に関する職務） 

  第２編 

   ・第１２５条（品質保証計画） 

   ・第１２６条（保安に関する組織） 

   ・第１２７条（保安に関する職務） 

 

（３）監査業務の見直しに伴う変更 

  監査業務の見直しに伴い，以下の条文を変更する。 

  第１編 

   ・第３条（品質保証計画） 



 

 

  第２編 

   ・第１２５条（品質保証計画） 

 

（４）関係法令等の遵守に係る活動体制の見直しに伴う変更 

  関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動体制の見直しに伴い，以下の条文を変

更する。 

  第１編 

   ・第２条の２（関係法令および保安規定の遵守） 

   ・第３条（品質保証計画） 

   ・第５条（保安に関する職務） 

  第２編 

   ・第１２３条（関係法令および保安規定の遵守） 

   ・第１２５条（品質保証計画） 

   ・第１２７条（保安に関する職務） 

 

３．施行期日 

（１）この原子炉施設保安規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

（２）組織改正に伴う，第３条，第４条，第５条，第１２５条，第１２６条および第１２７条の変

更については，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

（３）組織改正に伴う，第３条，第４条，第５条，第１２５条，第１２６条および第１２７条の変

更の適用までの間は，本規定中の用語について，以下のとおり読みかえる。 

本規定中の用語 読みかえ 

内部監査部門 考査部門 

内部監査部門長 考査部門長 

内部監査部門部長（原子力監査） 考査部門部長（原子力監査） 

 

以 上 



 

 

別 添 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １ -

変更前 変更後 備  考 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第２条の２ 第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令および保安規定の遵守

を確実に行うため，以下の活動を実施する。 

（１）社長は，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことをコミットメントするとともに関係法

令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの内

容について変更する。 

（２）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，関係法令および保安規定の遵守を

確実に行うための活動を統括する。 

（３）第４条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全文化

醸成基本要領」に基づき，関係法令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度

毎に策定し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（４）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第２条の２ 第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令および保安規定の遵守

を確実に行うため，以下の活動を実施する。 

（１）社長は，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことをコミットメントするとともに関係法

令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの

内容について変更する。 

（２）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，関係法令および保安規定の遵守を

確実に行うための活動を統括する。 

（３）内部監査部門長は，「原子力安全管理監査細則」を定め，関係法令および保安規定の遵守を確実

に行うための活動を統括する。 

（４）第４条（保安に関する組織）に定める組織（内部監査部門を除く。）は，社長のコミットメント

を受け，「原子力安全文化醸成基本要領」に基づき，関係法令および保安規定を遵守する意識を定

着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（５）内部監査部門は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全管理監査細則」に基づき，関係法

令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき

活動を実施し，評価を行う。 

（６）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

（７）内部監査部門長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２ -

変更前 変更後 備  考 

（安全文化の醸成） 

第２条の３ 第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，原子力安全を最優先に位置付け

た保安活動とするために以下の安全文化を醸成する活動を行う。 

（１）社長は，安全文化を醸成することをコミットメントするとともに安全文化を醸成する活動が行わ

れる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から安全文化醸成活動に対する提言を受けるため，社外有識者を中心とし

た「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置する。また，安全文化醸成

等に関する課題への対応業務を分掌する「原子力強化プロジェクト」を設置する。「原子力強化プ

ロジェクト」の業務分掌，職位および職務権限を「組織規程」に定める。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，安全文化醸成を推進するための活

動を統括する。 

（４）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応業務を統括する。また，「原

子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者会議から安全文化醸成活動に対する提言を受け

る。  

（５）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応状況を適宜有識者会議に報告

し，提言を受ける。有識者会議からの提言を社長へ報告し，社長の意見を踏まえて部所長（第５条

（保安に関する職務）第３項から第１１項に定める職位）へ安全文化醸成活動に反映することを指

示するとともに電源事業本部長へ指示の内容を通知する。 

（６）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応の有効性評価を行い，評価結

果を踏まえた次年度の活動計画について有識者会議へ報告して提言を受け，有識者会議からの提言

を踏まえ社長へ報告する。社長の意見を踏まえた次年度の活動計画について電源事業本部長へ指示

する。 

（７）第４条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全文化

醸成基本要領」に基づき安全文化醸成のための活動計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき活動

を実施し，評価を行う。 

（中略） 

（安全文化の育成および維持） 

第２条の３ 第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，原子力安全を最優先に位置付け

た保安活動とするために以下の健全な安全文化を育成し，および維持する活動を行う。 

（１）社長は，健全な安全文化を育成し，および維持することをコミットメントするとともに健全な安

全文化を育成し，および維持する活動が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミ

ットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から健全な安全文化の育成および維持活動に対する提言を受けるため，社

外有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置する。

また，健全な安全文化の育成および維持等に関する課題への対応業務を分掌する「原子力強化プ

ロジェクト」を設置する。「原子力強化プロジェクト」の業務分掌，職位および職務権限を「組織

規程」に定める。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，健全な安全文化の育成および維持

を推進するための活動を統括する。 

（４）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応業務を統

括する。また，「原子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者会議から健全な安全文化の

育成および維持活動に対する提言を受ける。  

（５）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応状況を適

宜有識者会議に報告し，提言を受ける。有識者会議からの提言を社長へ報告し，社長の意見を踏

まえて部所長（第５条（保安に関する職務）第３項から第１１項に定める職位）へ健全な安全文

化の育成および維持活動に反映することを指示するとともに電源事業本部長へ指示の内容を通知

する。 

（６）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応の有効性

評価を行い，評価結果を踏まえた次年度の活動計画について有識者会議へ報告して提言を受け，

有識者会議からの提言を踏まえ社長へ報告する。社長の意見を踏まえた次年度の活動計画につい

て電源事業本部長へ指示する。 

（７）第４条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全文化

醸成基本要領」に基づき健全な安全文化の育成および維持のための活動計画を年度毎に策定し，

活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（品質保証計画）

第３条 第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下の品質保証計画を定め

る。 

【品質保証計画】 

１．目的 

本品質保証計画は，発電所の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力発電所における安全のた

めの品質保証規程（JEAC4111-2009）」（以下「JEAC4111」という。）および関係法令に基づく品質マネジ

メントシステム（安全文化を醸成するための活動を行う仕組みを含む。以下「品質マネジメントシステ

ム」という。）を確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを目的とする。

２．適用範囲 

本品質保証計画は，発電所の保安活動に適用する。 

３．定義 

本品質保証計画における用語の定義は，下記に定めるものの他 JEAC4111 に従う。 

（１）原子炉施設

原子力発電所を構成する構築物，系統および機器等の総称のことをいう。（以下，本条において

同じ。） 

（２）原子力施設情報公開ライブラリー 

原子力施設の事故または故障等の情報ならびに信頼性に関する情報を共有し活用することによ

り，事故および故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人原子力安全推進協会が運

営するデータベースのことをいう。（以下，「ニューシア」という。） 

（３）ＢＷＲ事業者協議会 

国内ＢＷＲプラントの安全性および信頼性を向上させるために，電力会社とプラントメーカーと

の間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本条および第１０６

条において同じ。） 

（品質マネジメントシステム計画） 

第３条 第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下の品質マネジメントシ

ステム計画を定める。 

【品質マネジメントシステム計画】 

１．目的 

本品質マネジメントシステム計画は，発電所の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」および「同規則の解釈」（以下「品

管規則」という。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善

することを目的とする。 

２．適用範囲 

本品質マネジメントシステム計画は，発電所の保安活動に適用する。 

３．定義 

本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は，以下に定めるものの他品管規則に従う。 

（１）原子炉施設 

原子炉等規制法第４３条３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。 

（２）ニューシア

原子力施設の事故もしくは故障等の情報または信頼性に関する情報を共有し，活用することによ

り，事故および故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人 原子力安全推進協会が

運営するデータベース（原子力施設情報公開ライブラリー）のことをいう。 

（３）ＢＷＲ事業者協議会 

国内ＢＷＲプラントの安全性および信頼性を向上させるために，電力会社とプラントメーカーと

の間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本条および第１０６

条において同じ。） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

４．品質マネジメントシステム 

４．１ 一般要求事項 

（１）第４条（保安に関する組織）に定める発電所の保安に関する組織（本編において，以下「組織」

という。）は，本品質保証計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実施し，

維持する。また，その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

（３）組織は，品質マネジメントシステムの運用において，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類指針」という。）に基づく重要性に応じて，品質マ

ネジメントシステム要求事項の適用の程度について，グレード分けを行う。また，これに基づき資

源の適切な配分を行う。なお，グレード分けの決定に際しては，重要度分類指針に基づく重要性に

加えて以下の事項を考慮する。 

ａ）プロセスおよび原子炉施設の複雑性，独自性，または斬新性の程度 

ｂ）プロセスおよび原子炉施設の標準化の程度や記録のトレーサビリティの程度 

ｃ）検査または試験による原子力安全に対する要求事項への適合性の検証可能性の程度 

ｄ）作業または製造プロセス，要員，要領，および装置等に対する特別な管理や検査の必要性の程

度 

ｅ）運転開始後の原子炉施設に対する保守，供用期間中検査および取替えの難易度 

４．品質マネジメントシステム 

４．１ 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

（１）組織（第４条（保安に関する組織）に示す部門（第４条に規定する組織の最小単位をいう。以下，

本編において同じ。）すべてをいう。以下，本編において同じ。）は，本品質マネジメントシステ

ム計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，実施するとともに，その実効性を維持す

る（保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画を立案し，計画どおりに保安活動を実施した

結果，計画段階で意図した効果を維持していることをいう。）ため，その改善を継続的に行う（品

質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果，原子力の安全の確保が

維持されているとともに，不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原

因を究明し，是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により，当該システムの

改善を継続的に行うことをいう。）。 

（２）組織は，保安活動の重要度（事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人と

環境に及ぼす影響の度合いに応じた，ａ．からｃ．に掲げる事項を考慮した原子炉施設における

保安活動の管理の重み付けをいう。）に応じて品質マネジメントシステムを確立し，運用する。こ

の場合，次に掲げる事項を適切に考慮し，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針（以下「重要度分類指針」という。）に基づく重要性に応じて，品質マネジメントシ

ステム要求事項の適用の程度について，「原子力品質保証細則」に規定し，グレード分けを行う。

ａ．原子炉施設，組織または個別業務の重要度およびこれらの複雑さの程度 

ｂ．原子炉施設もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそ

れのあるものおよびこれらに関連する潜在的影響の大きさ（原子力の安全に影響を及ぼすおそれ

のある自然現象や人為による事象（故意によるものを除く。）およびそれらにより生じ得る影響

や結果の大きさをいう。） 

ｃ．機器等の故障もしくは通常想定されない事象（設計上考慮していないまたは考慮していても発

生し得る事象（人的過誤による作業の失敗等）をいう。）の発生または保安活動が不適切に計画

され，もしくは実行されたことにより起こり得る影響 

（３）組織は，原子炉施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し，品管

規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マ

ネジメント文書」という。）に明記する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（２）組織は，次の事項を実施する。 

ａ） 品質マネジメントシステムに必要なプロセスおよびそれらの組織への適用を「原子力品質保

証規程」，「原子力品質保証細則」，「原子力安全管理監査細則」および４．２．１ｃ），ｄ）に示

す規定類で明確にする。

ｂ） これらのプロセスの順序および相互関係を「図１ 品質マネジメントシステムにおけるプロ

セス間の相互関係」に示す。

ｃ） これらのプロセスの運用および管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要

な判断基準および方法を明確にする。 

ｄ）これらのプロセスの運用および監視を支援するために必要な資源および情報を利用できること

を確実にする。 

ｅ）これらのプロセスを監視し，適用可能な場合には測定し，分析する。 

ｆ）これらのプロセスについて，計画どおりの結果を得るため，かつ，継続的改善を達成するため

に必要な処置をとる。 

ｇ）これらのプロセスおよび組織を品質マネジメントシステムと整合がとれたものにする。 

ｈ）社会科学および行動科学の知見を踏まえて，品質マネジメントシステムの運用を促進する。

（４）組織は，これらのプロセスを，本品質保証計画に従って運営管理する。 

（５）原子力安全の達成に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には，組

織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にする。これらのアウトソースしたプロセスに

適用される管理の方式および程度は，「７．４ 調達」の中で定める。 

（４）組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに，そのプロセスを組

織に適用することを決定し，次に掲げる業務を行う。 

ａ．プロセスの運用に必要な情報および当該プロセスの運用により達成される結果を４．２．１

（２），（３）および（４）の表に示す文書で明確にする。 

ｂ．プロセスの順序および相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を「図１ 品質

マネジメントシステムのプロセス間の相互関係」に示す。 

ｃ．プロセスの運用および管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保

安活動指標」という。）ならびに当該指標に係る判定基準を明確に定める。なお，保安活動指標

には，安全実績指標（特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。

ｄ．プロセスの運用ならびに監視および測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源および情

報が利用できる体制を確保する（責任および権限の明確化を含む。）。

ｅ．プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定することが困難である場合は，

この限りでない。

ｆ．プロセスについて，意図した結果を得，および実効性を維持するための措置（プロセスの変更

を含む。）を講ずる。 

ｇ．プロセスおよび組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。

ｈ．原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には，原子力の安全

が確保されるようにする。これには，セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と

原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し，解決することを含

む。 

（５）組織は，健全な安全文化を育成および維持する。これは，技術的，人的，組織的な要因の相互作

用を適切に考慮して，効果的な取組を通じて，次の状態を目指していることをいう。 

ａ．原子力の安全および安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

ｂ．風通しの良い組織文化が形成されている。 

ｃ．要員が，自ら行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し，その業務に責任を持って

いる。 

ｄ．すべての活動において，原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

ｅ．要員が，常に問いかける姿勢および学習する姿勢を持ち，原子力の安全に対する自己満足を戒

めている。 

ｆ．原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され，報告された問題が対処さ

れ，その結果が関係する要員に共有されている。 

ｇ．安全文化に関する内部監査および自己評価の結果を組織全体で共有し，安全文化を改善するた

めの基礎としている。 

ｈ．原子力の安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して，要員が必要なコミュニ

ケーションを取っている。 

（６）組織は，機器等または個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」

という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは，当該プロセスが管

理されているようにする。 

（７）組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

図１ 品質マネジメントシステムにおけるプロセス間の相互関係 

４．２ 文書化に関する要求事項 

４．２．１ 一般 

品質マネジメントシステムの文書には，次の事項を含める。また，これらの文書体系を「図２ 品質

マネジメントシステム文書体系図」に，規定類と保安規定各条文との関連をｂ）,ｃ）およびｄ）の表

に示す。 

なお，ｃ），ｄ）の記録は，適正※に作成する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

ａ）文書化した，品質方針および品質目標の表明 

ｂ）品質マニュアル 

品質マニュアルである一次文書を以下の表に示す。 

一次文書名（関連条文） 制定者 

本品質保証計画 社長 

原子力品質保証規程（第３条） 社長 

原子力品質保証細則（第３条） 電源事業本部長 

原子力安全管理監査細則（第３条） 考査部門長 

図１ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

４．２ 品質マネジメントシステムの文書化 

４．２．１ 一般

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当該文書に規定する事項を実施する。

品質マネジメントシステム文書体系を「図２ 品質マネジメントシステム文書体系図」に示す。 

（１）品質方針および品質目標 

（２）品質マニュアル 

品質マニュアルである一次文書を以下の表に示す。 

一次文書名（関連条文） 制定者 

本品質マネジメントシステム計画 社長 

原子力品質保証規程（第３条） 社長 

原子力品質保証細則（第３条） 電源事業本部長 

原子力安全管理監査細則（第３条） 内部監査部門長 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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ス
（6

.2

参
照
）

運営管理プロセス（5.参照） 

評価および改善プロセス（8.参照（8.2.2 を除く））

業務の計画および実施プロセス（7.参照） 

関係法令の遵守，

安全文化醸成活動，

運転管理，燃料管理

放射性廃棄物管理

放射線管理

施設管理，緊急時の措置等

の各プロセス 

（7.1 参照）

設
計
管
理
プ
ロ
セ
ス

（7
.3

参
照
）

調
達
管
理
プ
ロ
セ
ス

（7
.4

参
照
）
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変更前 変更後 備  考 

ｄ）組織内のプロセスの効果的な計画，運用および管理を確実に実施するために，組織が必要と決定

した記録を含む文書

このうち，組織が必要と決定した二次文書を以下の表に示す。 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

5.4.1 

品質目標 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

マネジメント

レビュー基本

要領 

（第 3条） 

電源事業

本部長 

5.5.1 

責任および

権限 

主任技術者の

選任・解任お

よび職務等に

関する基本要

領（第 8条，

第 8条の 2，

第 9条，第 9

条の 2，第 9

条の 3） 

電源事業

本部長 

5.5.4 
内部コミュ
ニケーショ
ン 

内部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 3条，6
条，7条） 

電源事業

本部長 
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第3条） 

考査部門部長 

（原子力監査）

5.6 
マネジメン
トレビュー

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

6.2 
人的資源

力量および教
育訓練基本
要領 
（第 3条，117
条，118 条）

電源事業

本部長 

7.1 

業務の計画

電源事業本部
保安業務要領
（第78条，81
条，85条，86
条） 

電源事業
本部部長
(原子力
管理) 

原子炉施設の
定期的な評価
基本要領（第
106 条の 3） 

電源事業

本部長 

運転管理要
領(第 11条か
ら 77 条) 

島根原子
力発電所
長 

燃料管理要領
（第 78 条か
ら 85 条） 

島根原子
力発電所
長 

放射性廃棄物
管理要領 
（第 86 条か
ら 90 条） 

島根原子
力発電所
長 

（３）実効性のあるプロセスの計画的な実施および管理がなされるようにするために，組織が必要と決

定した文書 

このうち，二次文書を以下の表に示す。 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

5.4.1 

品質目標 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

監視測定およ

び分析基本要

領（第3条）

電源事業

本部長 

5.5.1 

責任および

権限 

主任技術者の

選任・解任お

よび職務等に

関する基本要

領（第 8条，

第 8条の 2，

第 9条，第 9

条の 2，第 9

条の 3） 

電源事業

本部長 

5.5.4 
組織の内部
の情報の伝
達

内部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 3条，第
6条，第 7条）

電源事業

本部長 
原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
安
全
管
理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要領

（第3条） 

内部監査部門

部長 

（原子力監査）

5.6 
マネジメン
トレビュー

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

6.1 
資源の確保
6.2 
要員の力量
の確保およ
び教育訓練

力量および教
育訓練基本
要領 
（第 3条，第
117条，第118
条） 

電源事業

本部長 

7.1 

個別業務に

必要なプロ

セスの計画

電源事業本部
保安業務要領
（第78条，第
81条，第 84
条の2，第 86
条） 

電源事業
本部部長
(原子力
管理) 

原子炉施設の
定期的な評価
基本要領（第
106 条の 6） 

電源事業

本部長 

運転管理要
領(第 11条か
ら第 77 条) 

島根原子
力発電所
長 

燃料管理要領
（第 78 条か
ら第 84 条の
2） 

島根原子
力発電所
長 

放射性廃棄物
管理要領 
（第 85 条か
ら第 89 条） 

島根原子
力発電所
長 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・組織改正に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

7.1 

業務の計画

（つづき）

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

放射線管理要
領（第 91 条か
ら 105 条） 

島根原子
力発電所
長 

保守管理要
領 
（第 106 条，
第106条の2）

島根原子

力発電所

長 

異常事象発生
時の対応要
領（第 17 条，
第 17 条の 2，
第107条から
116 条，120
条） 

島根原子

力発電所

長 

原子力安全文
化醸成基本
要領（第 2条
の 2，第 2条
の 3） 

電源事業

本部長 

7.2.3 
外部とのコ
ミュニケー
ション 

外部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

7.3 
設計・開発

設計・開発管
理基本要領
（第 3条） 

電源事業

本部長 

7.4 
調達 

調達管理基本
要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

8.2.1 
原子力安全
の達成 

外部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 3条） 

電源事業
本部長 

8.2.4 
検査および
試験

検査および試
験管理基本要
領（第 3条）

電源事業

本部長

8.4 
データの分
析 

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 3条） 

電源事業
本部長 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第3条） 

考査部門部長 

（原子力監査）
原子炉施設の
定期的な評価
基本要領 
（第 10 条） 

電源事業
本部長 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書

名 

二次文書名 

（関連条文） 
制定者 一次文書名 

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

7.1 

個別業務に

必要なプロ

セスの計画

（つづき）

原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
品
質
保
証
細
則

放射線管理要領
（第 90 条から第
104 条） 

島根原子
力発電所
長 

施設管理要領（第
106条から第106
条の5） 

島根原子

力発電所

長 
異常事象発生時
の対応要領（第
17 条，第 17 条の
2，第 107 条から
第 116 条，第 120
条） 

島根原子

力発電所

長 

原子力安全文化
醸成基本要領（第
2条の 2） 

電源事業

本部長 

原
子
力
品
質
保

証
規
程

原
子
力
安
全
管

理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要

領 

（第2条の2）

内部監査部門

部長 

（原子力監査）

原子力安全文化

醸成基本要領（第

2条の 3） 

電源事業

本部長 

7.2.3 
組織の外部
の者との情
報の伝達等

外部コミュニケー
ション基本要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

7.3 
設計開発 

設計・開発管理基
本要領（第 3条）
文書・記録管理基
本要領（第3条）

電源事業

本部長 

7.4 
調達
7.5.5 
調達物品の
管理

調達管理基本要領
（第 3条） 

電源事業

本部長 

8.2.1 
組織の外部
の者の意見

外部コミュニケー
ション基本要領 
（第 3条） 

電源事業

本部長 

8.2.3 
プロセスの
監視測定 

監視測定および
分析基本要領（第
3条） 
不適合等管理基本
要領（第 3条） 

電源事業

本部長 

8.2.4 
機器等の検
査等

検査管理要領（第
3条） 

島根原子

力発電所

長
8.4 
データの分
析および評
価

監視測定および
分析基本要領（第
3条） 

電源事業

本部長 

原
子
力
品
質
保

証
規
程

原
子
力
安
全
管

理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要

領 

（第3条） 

内部監査部門

部長

（原子力監査）
原子炉施設の定期
的な評価基本要領
（第 10 条） 

電源事業

本部長 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更

・組織改正に伴

う変更 
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変更前 変更後 備  考 

ｃ）JEAC4111 が要求する“文書化された手順”および記録 

このうち，JEAC4111 が要求する“文書化された手順”である二次文書を以下の表に示す。 

また，一次文書，二次文書以外の組織が必要と決定した文書は，本規定を遵守するために，ｂ），ｃ），

ｄ）の文書の中で，文書名または作成し管理することを記載することにより，本規定上の位置付けを明

確にする。 

図２ 品質マネジメントシステム文書体系図 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

4.2.3 

文書管理 

4.2.4 

記録の管理
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

文書・記録管

理基本要領

（第 3条） 

電源事業

本部長 
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第3条） 

考査部門部長 

（原子力監査）

8.2.2 

内部監査 

実施部門内部

監査基本要領

（第3条） 

電源事業

本部長 

8.3 

不適合管理

8.5.2 

是正処置 

不適合管理・

是正処置基本

要領 

（第 3条） 

電源事業

本部長 

8.5.3 

予防処置 

予防処置基本

要領 

（第 3条） 

電源事業

本部長 

（４）品管規則の要求事項に基づき作成する手順書および品管規則の要求事項に基づき作成する指示

書，図面等（以下「手順書等」という。） 

このうち，二次文書を以下の表に示す。

図２ 品質マネジメントシステム文書体系図

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

4.2.3 

文書の管理

4.2.4 

記録の管理

原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
品
質
保
証
細
則

文書・記録管

理基本要領

（第 3条） 

電源事業

本部長 

原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
安
全
管
理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要領

（第3条） 

内部監査部門

部長

（原子力監査）

8.2.2 

内部監査 

8.3 

不適合の管

理 

8.5.2 

是正処置等

8.5.3 

未然防止処

置

不適合等管理

基本要領 

（第 3条）

電源事業

本部長

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・監査業務の見

直しに伴う変

更 

・組織改正に伴

う変更 

→４．２．１ａ），ｂ）の文書

方針

および目標

（一次文書）

管 理

（二次文書）

業務実施

（三次文書）

記 録 →４．２．１ｃ），ｄ）の記録 

→４．２．１ｃ），ｄ）の表に記載の文書

→４．２．１ｄ）の文書

（ただし，４．２．１ｄ）の表に
記載の文書を除く）

→４．２．１（１），（２）の文書

方針

および目標

（一次文書）

管 理

（二次文書）

業務実施

（三次文書）

記 録 →４．２．１（３），（４）の文書に 

基づき作成する記録 

→４．２．１（３），（４）の表に記載の文書

→４．２．１（３），（４）の文書

（ただし，４．２．１（３），（４）の
表に記載の文書を除く）
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変更前 変更後 備  考 

４．２．２ 品質マニュアル 

（１）組織は，品質マニュアルとして，次の文書を作成し，維持する。 

ａ）本品質保証計画

ｂ）原子力品質保証規程

当社の品質マネジメントシステムとして本品質保証計画を含め社長がこれを定める。 

ｃ）原子力品質保証細則

「原子力品質保証規程」に基づき，電源事業本部長が実施部門の細部事項を定める。 

ｄ）原子力安全管理監査細則

「原子力品質保証規程」に基づき，考査部門長が監査部門の細部事項を定める。 

（２）組織は，品質マニュアルに，次の事項を含める。  

ａ）品質マネジメントシステムの適用範囲

ｂ）品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”またはそれらを参照でき

る情報

ｃ）品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述 

４．２．３ 文書管理 

（１）組織は，品質マネジメントシステムで必要とされる文書を遵守するために，規定類に基づき，保

安規定上の位置付けを明確にし，保安活動の重要度に応じて管理する。ただし，記録は文書の一種

ではあるが，４．２．４に規定する要求事項に従って管理する。 

（２）組織は，次の活動に必要な管理を規定するために，文書管理に関する社内規定を確立する。 

ａ）発行前に，適切かどうかの観点から文書をレビューし，承認する。 

ｂ）文書をレビューする。また，必要に応じて更新し，再承認する。 

ｃ）文書の変更の識別および現在有効な版の識別を確実にする。 

ｄ）該当する文書の適切な版が，必要なときに，必要なところで使用可能な状態にあることを確実

にする。 

ｅ）文書は，読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

ｆ）品質マネジメントシステムの計画および運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を

明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。 

ｇ）廃止文書が誤って使用されないようにする。また，これらを何らかの目的で保持する場合には，

適切な識別をする。 

４．２．４ 記録の管理 

（１）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために適正に作成

する記録の対象を明確にし，管理する。 

（３）記録は，読みやすく，容易に識別可能かつ検索可能とする。 

（２）組織は，記録の識別，保管，保護，検索，保管期間および廃棄に関して必要な管理を規定するた

めに，記録の管理に関する社内規定を確立する。

４．２．２ 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルである本品質マネジメントシステム計画，「原子力品質保証規程」，「原子力

品質保証細則」および「原子力安全管理監査細則」に次に掲げる事項を定める。

（１）品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

（２）保安活動の計画，実施，評価および改善に関する事項 

（３）品質マネジメントシステムの適用範囲

（４）品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報

（５）プロセスの相互の関係

 （「図１ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係」参照） 

４．２．３ 文書の管理

（１）組織は，次の事項を含む，品質マネジメント文書を管理する。

ａ．組織として承認されていない文書の使用または適切ではない変更の防止 

ｂ．文書の組織外への流出等の防止 

ｃ．品質マネジメント文書の発行および改訂に係る審査の結果，当該審査の結果に基づき講じた措

置ならびに当該発行および改訂を承認した者に関する情報の維持 

（２）組織は，要員が判断および決定をするに当たり，適切な品質マネジメント文書を利用できるよう

（文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含

む。），品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた４．２．１（４）の表の４．２．

３項に係る文書を作成する。 

ａ．品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査し，発行を承認すること。 

ｂ．品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに，改訂に当たり，その妥当性

を審査し，改訂を承認する（ａ．と同様に改訂の妥当性を審査し，承認することをいう。）こと。

ｃ．品質マネジメント文書の審査および評価には，その対象となる文書に定められた活動を実施す

る部門の要員を参画させること。 

ｄ．品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別できるようにすること。 

ｅ．改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては，当該文書の適切な制定版また

は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。 

ｆ．品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 

ｇ．組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その配付を管理すること。 

ｈ．廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において，当該文

書を保持するときは，その目的にかかわらず，これを識別し，管理すること。 

４．２．４ 記録の管理 

（１）組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実

効性を実証する記録を明確にするとともに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握すること

ができ，かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応じてこれを管理する。

（２）組織は，（１）の記録の識別，保存，保護，検索および廃棄に関し，所要の管理の方法を定めた

４．２．１（４）の表の４．２．４項に係る文書を作成する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １１ -

変更前 変更後 備  考 

５．経営者の責任

５．１ 経営者のコミットメント 

社長は，品質マネジメントシステムの構築および実施，ならびにその有効性を継続的に改善すること

に対するコミットメントの証拠を，次の事項によって示す。 

ｂ）品質方針を設定する。 

ｃ）品質目標が設定されることを確実にする。 

ｆ）安全文化を醸成するための活動を促進する。 

ｄ）マネジメントレビューを実施する。 

ｅ）資源が使用できることを確実にする。 

ａ）法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして，原子力安全の重要性を組織内に周知す

る。 

５．２ 原子力安全の重視 

社長は，原子力安全を最優先に位置付け，業務・原子炉施設に対する要求事項が決定され，満たされ

ていることを確実にする（７．２．１および８．２．１参照）。 

５．３ 品質方針 

社長は，品質方針について，次の事項を確実にする。 

ａ）組織の目的に対して適切である。 

ｂ）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミット

メントを含む。 

ｃ）品質目標の設定およびレビューのための枠組みを与える。 

ｄ）組織全体に伝達され，理解される。 

ｅ）適切性の持続のためにレビューされる。 

ｆ）組織運営に関する方針と整合がとれている。 

５．４ 計画 

５．４．１ 品質目標 

（１）社長は，組織内のしかるべき部門および階層で，業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすた

めに必要なものを含む品質目標（７．１（３）ａ）参照）が設定されていることを確実にする。 

５．経営責任者等の責任 

５．１ 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って品質マネジメントシステムを

確立させ，実施させるとともに，その実効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによっ

て実証する。

（１）品質方針を定めること。

（２）品質目標が定められているようにすること。 

（３）要員が，健全な安全文化を育成し，および維持することに貢献できるようにすること（要員が健

全な安全文化を育成し，維持する取組に参画できる環境を整えていることをいう。）。 

（４）５．６．１に規定するマネジメントレビューを実施すること。

（５）資源が利用できる体制を確保すること。

（６）関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。

（７）保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有することを，要員に認識させること。 

（８）すべての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，その優先順位および説明する責

任を考慮して確実に行われるようにすること。 

５．２ 原子力の安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し，かつ，原

子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

５．３ 品質方針 

社長は，品質方針（健全な安全文化を育成し，および維持することに関するもの（この場合において，

技術的，人的および組織的要因ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすも

のであることを考慮し，組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。）を含む。）が

次に掲げる事項に適合しているようにする。 

（１）組織の目的および状況に対して適切なものであること（組織運営に関する方針と整合的なもので

あることを含む。）。

（２）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与す

ること。 

（３）品質目標を定め，評価するにあたっての枠組みとなるものであること。 

（４）要員に周知され，理解されていること。 

（５）品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。

５．４ 計画 

５．４．１ 品質目標 

（１）社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）

が定められているようにする。これには，品質目標を達成するための計画として，次の事項を含

む。 

ａ．実施事項 

ｂ．必要な資源 

ｃ．責任者 

ｄ．実施事項の完了時期 

ｅ．結果の評価方法 

（２）社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得る（品質目標の達成状況を監視測定し，その達成

状況を評価できる状態にあること。）ものであって，かつ，品質方針と整合的なものとなるように

する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

なお，組織は，品質目標に関する社内規定を定める。 

（２）品質目標は，その達成度が判定可能で，品質方針との整合がとれていること。 

５．４．２ 品質マネジメントシステムの計画 

社長は，次の事項を確実にする。 

ａ）品質目標に加えて４．１に規定する要求事項を満たすために，品質マネジメントシステムの構

築と維持についての計画を策定する。 

ｂ）品質マネジメントシステムの変更を計画し，実施する場合には，その変更が品質マネジメント

システムの全体の体系に対して矛盾なく，整合性がとれている。 

５．５ 責任・権限およびコミュニケーション  

５．５．１ 責任および権限 

社長は，保安活動を実施するための責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権

限を第５条（保安に関する職務），第９条（原子炉主任技術者の職務等）および第９条の２（電気主任

技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等）に定め，組織全体に周知されていることを確実

にする。 

５．５．２ 管理責任者 

（１）社長は，実施部門の管理責任者として電源事業本部長，監査部門の管理責任者として考査部門長

を任命する。

（２）管理責任者は，与えられている他の責任とかかわりなく，次に示す責任および権限をもつ。 

ａ）品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実施および維持を確実にする。 

ｂ）品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況および改善の必要性の有無について，社長に

報告する。 

ｃ）組織全体にわたって，関係法令の遵守および原子力安全についての認識を高めることを確実に

する。 

（３）組織は，品質目標に係る事項について，４．２．１（３）の表の５．４．１項に係る文書を確立

する。 

５．４．２ 品質マネジメントシステムの計画 

（１）社長は，品質マネジメントシステムが４．１の規定に適合するよう，その実施にあたっての計画

が策定されているようにする。 

（２）社長は，プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更

を含む。）を含む，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実施される場合において

は，当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合に

おいて，保安活動の重要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。

ａ．品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更により起こり得る結果（当該変更によ

る原子力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価の結果に基づき

講じた措置を含む。） 

ｂ．品質マネジメントシステムの実効性の維持 

ｃ．資源の利用可能性 

ｄ．責任および権限の割当て 

５．５ 責任，権限およびコミュニケーション 

５．５．１ 責任および権限 

社長は，第５条（保安に関する職務），第９条（原子炉主任技術者の職務等）および第９条の２（電

気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等）に定める責任（担当業務に応じて，組織

の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限ならびに部門相互間の業務の

手順（部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて，業務（情報の伝達を含む。）が停滞し，断続す

ることなく遂行できる仕組みをいう。）を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるよ

うにする。

５．５．２ 品質マネジメントシステム管理責任者 

（１）社長は，電源事業本部長を組織（内部監査部門を除く。）の品質マネジメントシステム管理責任

者として，内部監査部門長を内部監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者として任命す

る。 

（２）社長は，品質マネジメントシステム管理責任者に，次に掲げる業務に係る責任および権限を与え

る。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにすること。

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について，社長に報告すること。

ｃ．健全な安全文化を育成し，および維持することにより，原子力の安全の確保についての認識が

向上するようにすること。

ｄ．関係法令を遵守すること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

５．５．３ プロセス責任者 

社長は，プロセス責任者に対し，所掌する業務に関して，次に示す責任および権限を与えることを確

実にする。 

ａ）プロセスが確立され，実施されるとともに，有効性を継続的に改善する。 

ｂ）業務に従事する要員の，業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。 

ｃ）成果を含む実施状況について評価する（５．４．１および８．２．３参照）。 

ｄ）安全文化を醸成するための活動を促進する。 

５．５．４ 内部コミュニケーション 

社長は，組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にする。また，

品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にする。 

なお，組織は，内部コミュニケーションに関する社内規定を定める。 

５．６ マネジメントレビュー 

５．６．１ 一般 

（１）社長は，組織の品質マネジメントシステムが，引き続き，適切，妥当かつ有効であることを確実

にするために，社内規定に基づき，あらかじめ定めた間隔で品質マネジメントシステムをレビュー

する。 

（２）このレビューでは，品質マネジメントシステムの改善の機会の評価，ならびに品質方針および品

質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

（３）マネジメントレビューの結果の記録は，維持する（４．２．４参照）。 

５．５．３ 管理者 

（１）社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（第４条（保安に関する組織）に定める組

織を構成する個々の部門の長をいう。以下「管理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業

務に係る責任および権限を与える。 

なお，管理者に代わり，個別業務のプロセスを管理する責任者を置いて，その業務を行わせるこ

とができる。この場合において，当該責任者の責任および権限は，文書で明確に定める。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにす

ること。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。

ｄ．健全な安全文化を育成し，および維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

（２）管理者は，（１）の責任および権限の範囲において，原子力の安全のためのリーダーシップを発

揮し，次に掲げる事項を確実に実施する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務の実施状況を監視測定すること。

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の安全への取組を積極的に行える

ようにすること。 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由およびその内容を，関係する要員に確実に伝達すること。

ｄ．常に問いかける姿勢および学習する姿勢を要員に定着させるとともに，要員が，積極的に原子

炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

（３）管理者は，管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野および強化

すべき分野に係るものを含む。）を，あらかじめ定められた間隔（品質マネジメントシステムの実

効性の維持および継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品

質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。）で行う。 

５．５．４ 組織の内部の情報の伝達 

（１）社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに，品

質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

（２）組織は，品質マネジメントシステムの運営に必要となるコミュニケーションが必要に応じて行わ

れる場や仕組みを決め，実行するため，４．２．１（３）の表の５．５．４項に係る文書を確立

する。 

５．６ マネジメントレビュー 

５．６．１ 一般 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，改善の機会を得て，保安活動の改

善に必要な措置を講ずるため，品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」とい

う。）を，あらかじめ定められた間隔（品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善

のために保安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考

慮に入れて設定された間隔をいう。）で行う。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

５．６．２ マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次の情報を含める。 

ａ）監査の結果

ｂ）原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方 

ｃ）プロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。）ならびに検査および試験の結

果 

ｅ）安全文化を醸成するための活動の実施状況

ｆ）関係法令の遵守状況

ｄ）予防処置および是正処置の状況

ｇ）前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

ｈ）品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更

ｉ）改善のための提案

５．６．３ マネジメントレビューからのアウトプット 

マネジメントレビューからのアウトプットには，次の事項に関する決定および処置すべてを含める。

ａ）品質マネジメントシステムおよびそのプロセスの有効性の改善

ｂ）業務の計画および実施にかかわる改善

ｃ）資源の必要性 

５．６．２ マネジメントレビューに用いる情報

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる情報を報告する。

（１）内部監査の結果 

（２）組織が外部の組織または者から監査，評価を受ける外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の

結果（外部監査を受けた場合に限る。），地域住民の意見，原子力規制委員会の意見等を含む，組

織の外部の者の意見 

（３）プロセスの運用状況（JIS Q9001 の「プロセスのパフォーマンスならびに製品およびサービスの

適合の状況」および「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。） 

（４）使用前事業者検査および定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）ならびに自主

検査等の結果 

ここで「自主検査等」とは，要求事項への適合性を判定するため，組織が使用前事業者検査等の

ほかに自主的に行う，合否判定基準のある検証，妥当性確認，監視測定，試験およびこれらに付随

するものをいう。（以下，本編において同じ。） 

（５）品質目標の達成状況 

（６）健全な安全文化の育成および維持の状況（内部監査による安全文化の育成および維持の取組状況

に係る評価の結果ならびに管理者による安全文化についての弱点のある分野および強化すべき分

野に係る自己評価の結果を含む。） 

（７）関係法令の遵守状況 

（８）不適合ならびに是正処置および未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩

により得られたものを含む。）ならびに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

（９）従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置

（10）品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

（11）部門または要員からの改善のための提案 

（12）資源の妥当性 

（13）保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を

明確にし，当該課題に取り組むことを含む。）の実効性 

５．６．３ マネジメントレビューの結果を受けて行う措置

（１）組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に掲げる事項について決定する。

ａ．品質マネジメントシステムおよびプロセスの実効性の維持に必要な改善（改善の機会を得て実

施される組織の業務遂行能力を向上させるための活動をいう。）

ｂ．個別業務に関する計画および個別業務の実施に関連する保安活動の改善

ｃ．品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善のために必要な資源

ｄ．健全な安全文化の育成および維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野および強

化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。） 

ｅ．関係法令の遵守に関する改善 

（２）組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管理する。 

（３）組織は，（１）の決定をした事項について，必要な措置を講じる。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

６．資源の運用管理

６．１ 資源の提供 

組織は，原子力安全に必要な資源を明確にし，提供する。 

６．３ 原子炉施設およびインフラストラクチャー 

組織は，原子力安全の達成のために必要な原子炉施設を明確にし，維持管理する。また，原子力安全

の達成のために必要なインフラストラクチャーを明確にし，維持する。 

６．４ 作業環境

組織は，原子力安全の達成のために必要な作業環境を明確にし，運営管理する。 

６．２ 人的資源 

６．２．１ 一般 

原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は，適切な教育，訓練，技能および経験を判断の

根拠として力量を有していること。 

６．２．２ 力量，教育・訓練および認識 

組織は，力量，教育・訓練および認識に関する社内規定に基づき，次の事項を実施する。 

ａ）原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

ｂ）該当する場合には（必要な力量が不足している場合には），その必要な力量に到達することが

できるように教育・訓練を行うか，または他の処置をとる。 

ｃ）教育・訓練または他の処置の有効性を評価する。 

ｄ）組織の要員が，自らの活動のもつ意味および重要性を認識し，品質目標の達成に向けて自らが

どのように貢献できるかを認識することを確実にする。 

ｅ）教育，訓練，技能および経験について該当する記録を維持する（４．２．４参照）。 

６．資源の管理 

６．１ 資源の確保

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を４．２．１（３）の表の６．

１項，６．２項および７．１項に係る文書において明確に定め（本品質マネジメントシステム計画の事

項を実施するために必要な資源を特定した上で，組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達で

きる資源（組織の外部から調達する者を含む。）とを明確にし，それを定めていることをいう。），これ

を確保し，および管理する。

（１）要員 

（２）個別業務に必要な施設，設備およびサービスの体系（JIS Q9001 の「インフラストラクチャ」を

いう。） 

（３）作業環境（作業場所の放射線量，温度，照度，狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある

事項を含む。） 

（４）その他必要な資源 

６．２ 要員の力量の確保および教育訓練 

（１）組織は，個別業務の実施に必要な技能および経験を有し，意図した結果を達成するために必要な

知識および技能ならびにそれを適用する能力（以下「力量」という。また，力量には，組織が必

要とする技術的，人的および組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者を要員に充てる。

（２）組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じて，４．２．１（３）の表の５．

４．１項および６．２項に係る文書を確立し，次に掲げる業務を行う。 

ａ．要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

ｂ．要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し，

または雇用することを含む。）を講ずること。 

ｃ．教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。

ｄ．要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識しているようにすること。

（ａ）品質目標の達成に向けた自らの貢献 

（ｂ）品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

（ｃ）原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

ｅ．要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これを管理すること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．業務の計画および実施 

７．１ 業務の計画 

（１）組織は，社内規定に基づき，保安活動に関する業務（以下「７．業務の計画および実施」「８．

評価および改善」ではこれらを「業務」という。）に必要なプロセスを計画し，構築する。 

（２）業務の計画は，品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれているこ

と（４．１参照）。 

（３）組織は，業務の計画にあたって，次の各事項について適切に明確化する。 

ａ）業務・原子炉施設に対する品質目標および要求事項

ｂ）業務・原子炉施設に特有な，プロセスおよび文書の確立の必要性，ならびに資源の提供の必要

性 

ｃ）その業務・原子炉施設のための検証，妥当性確認，監視，測定，検査および試験活動，ならび

にこれらの合否判定基準

ｄ）業務・原子炉施設のプロセスおよびその結果が，要求事項を満たしていることを実証するため

に必要な記録（４．２．４参照） 

（４）この計画のアウトプットは，組織の運営方法に適した形式にする。 

７．個別業務に関する計画の策定および個別業務の実施 

７．１ 個別業務に必要なプロセスの計画 

（１）組織は，４．２．１（４）の表の４．２．３項および４．２．１（３）の表の７．１項に係る文

書に基づき，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定する（４．１（２）ｃ．を考慮し

て計画を策定することを含む。）とともに，そのプロセスを確立する。

（２）組織は，（１）の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性（業

務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保する。

（３）組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定または変更（プロセス

および組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む。）

を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。

ａ．個別業務計画の策定または変更の目的および当該計画の策定または変更により起こり得る結果

（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価

の結果に基づき講じた措置を含む。） 

ｂ．機器等または個別業務に係る品質目標および個別業務等要求事項 

ｃ．機器等または個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書および資源 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認および監視測定ならびにこれらの個別業務等要求事項

への適合性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）

ｅ．個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合す

ることを実証するために必要な記録 

（４）組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適したものとする。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．２ 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス

７．２．１ 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

（１）組織は，次の事項を業務の計画（７．１参照）で明確にする。 

ｂ）明示されていないが，業務・原子炉施設に不可欠な要求事項

ａ）業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項 

ｃ）組織が必要と判断する追加要求事項すべて 

（２）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項を確実に業務の計画に反映させるため，電源事業本

部部長（原子力管理）を主査とする「原子力部門戦略会議」において原子力の重要課題を統括し，業

務運営の改善を図る計画を検討する。計画の策定にあたっては，規制動向および現状の保安活動にお

ける課題・問題点を把握し，その適切な処置について検討を行う。また，「原子力部門戦略会議」の

運営方法を「原子力部門戦略会議運営手順書」に定める。 

なお，電源事業本部部長（原子力管理）は，「原子力部門戦略会議」の活動状況を電源事業本部長に

報告する。電源事業本部長は，課題の重要性に応じ，社長へ報告し，社長からの指示を計画の検討に

反映させるよう電源事業本部部長（原子力管理）へ指示する。

７．２．２ 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

（１）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは，その要求事項を

適用する前に実施する。 

（２）レビューでは，次の事項を確実にする。 

ａ）業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

ｂ）業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には，それについて

解決されている。 

ｃ）組織が，定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

（３）このレビューの結果の記録，およびそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する（４．

２．４参照）。 

（４）業務・原子炉施設に対する要求事項が書面で示されない場合には，組織はその要求事項を適用す

る前に確認する。 

（５）業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には，組織は，関連する文書を修正する。

また，変更後の要求事項が，関連する要員に理解されていることを確実にする。 

７．２．３ 外部とのコミュニケーション 

（１）組織は，原子力安全に関して外部とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を社内規定

にて明確にし，実施する。

（２）組織は，保安活動に関する制度変更に対し，「原子力安全情報検討会」において，発電所を含め

た組織としての適切な全体計画を作成するとともに，発電所が十分に実行可能で合理的な手順を確

立する。また，「原子力安全情報検討会」の活動状況は，定期的に「原子力部門戦略会議」に報告

する。なお，「原子力安全情報検討会」の運営方法を「原子力安全情報処理手順書」に定める。

７．２ 個別業務等要求事項に関するプロセス  

７．２．１ 個別業務等要求事項として明確にすべき事項

（１）組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。

ａ．組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等または個別業務に必要な要求事項 

ｂ．関係法令 

ｃ．ａ．，ｂ．に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

（２）組織は，個別業務等要求事項を確実に業務の計画に反映させるため，電源事業本部部長（原子力

管理）を主査とする「原子力部門戦略会議」において原子力の重要課題を統括し，業務運営の改

善を図る計画を検討する。計画の策定にあたっては，規制動向および現状の保安活動における課

題・問題点を把握し，その適切な処置について検討を行う。また，「原子力部門戦略会議」の運営

方法を「原子力部門戦略会議運営手順書」に定める。 

なお，電源事業本部部長（原子力管理）は，「原子力部門戦略会議」の活動状況を電源事業本部

長に報告する。電源事業本部長は，課題の重要性に応じ，社長へ報告し，社長からの指示を計画の

検討に反映させるよう電源事業本部部長（原子力管理）へ指示する。 

７．２．２ 個別業務等要求事項の審査

（１）組織は，機器等の使用または個別業務の実施に当たり，あらかじめ，個別業務等要求事項の審査

を実施する。 

（２）組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲げる事項を確認する。 

ａ．当該個別業務等要求事項が定められていること。

ｂ．当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合におい

ては，その相違点が解明されていること。 

ｃ．組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。

（３）組織は，（１）の審査の結果の記録および当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。 

（４）組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連する文書が改訂されるようにす

るとともに，関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

７．２．３ 組織の外部の者との情報の伝達等

（１）組織は，組織の外部の者からの情報の収集および組織の外部の者への情報の伝達のために，次の

事項を含む，実効性のある方法を４．２．１（３）の表の７．２．３項に係る文書で明確に定め，

これを実施する。

ａ．組織の外部の者と効果的に連絡し，適切に情報を通知する方法 

ｂ．予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

ｃ．原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

ｄ．原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し，意思決定において適切に考慮

する方法 

（２）組織は，保安活動に関する制度変更に対し，「原子力安全情報検討会」において，発電所を含め

た組織としての適切な全体計画を作成するとともに，発電所が十分に実行可能で合理的な手順を

確立する。また，「原子力安全情報検討会」の活動状況は，定期的に「原子力部門戦略会議」に報

告する。なお，「原子力安全情報検討会」の運営方法を「原子力安全情報処理手順書」に定める。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １８ -

変更前 変更後 備  考 

７．３ 設計・開発 

組織は，設計・開発に関する社内規定に基づき，設計・開発を管理する。 

７．３．１ 設計・開発の計画

（１）原子炉施設の設計・開発の計画を策定し，管理する。

（２）設計・開発の計画において，次の事項を明確にする。

ａ）設計・開発の段階 

ｂ）設計・開発の各段階に適したレビュー，検証および妥当性確認

ｃ）設計・開発に関する責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限 

（３）効果的なコミュニケーションならびに責任および権限の明確な割当てを確実にするために，設

計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。

（４）設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に更新する。 

７．３．２ 設計・開発へのインプット 

（１）原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する（４．２．４参照）。

インプットには，次の事項を含める。 

ａ）機能および性能に関する要求事項

ｃ）適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報

ｂ）適用される法令・規制要求事項 

ｄ）設計・開発に不可欠なその他の要求事項

（２）原子炉施設の要求事項に関連するインプットについては，その適切性をレビューし，承認する。

要求事項は，漏れがなく，曖昧でなく，相反することがないこと。 

７．３．３ 設計・開発からのアウトプット 

（１）設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した

形式とする。また，リリースの前に，承認を受ける。 

（２）設計・開発からのアウトプットは，次の状態とする。 

ａ）設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

ｂ）調達，業務の実施（原子炉施設の使用を含む。）に対して適切な情報を提供する。 

ｃ）関係する検査および試験の合否判定基準を含むか，またはそれを参照している。 

ｄ）安全な使用および適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

７．３ 設計開発 

組織は，４．２．１（３）の表の７．３項に係る文書を確立し，次の事項を実施する。 

７．３．１ 設計開発計画 

（１）組織は，設計開発（専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下「設

計開発計画」という。）を策定する（不適合および予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための

活動（４．１（２）ｃ．の事項を考慮して行うものを含む。）を行うことを含む。）とともに，設

計開発を管理する。

この設計開発には，設備，施設，ソフトウェアおよび手順書等に関する設計開発を含む。この場

合において，原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については，新規制定の場合に加え，

重要な変更がある場合にも行う。 

（２）組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．設計開発の性質，期間および複雑さの程度 

ｂ．設計開発の各段階における適切な審査，検証および妥当性確認の方法ならびに管理体制

ｃ．設計開発に係る部門および要員の責任および権限 

ｄ．設計開発に必要な組織の内部および外部の資源 

（３）組織は，実効性のある情報の伝達ならびに責任および権限の明確な割当てがなされるようにする

ために，設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。 

（４）組織は，（１）により策定された設計開発計画を，設計開発の進行に応じて適切に変更する。

７．３．２ 設計開発に用いる情報

（１）組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって，次に掲げるものを明確に定

めるとともに，当該情報に係る記録を作成し，これを管理する。

ａ．機能および性能に係る要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる情報として適用可

能なもの

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

（２）組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，承認する。 

７．３．３ 設計開発の結果に係る情報

（１）組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と対比して検証することができる

形式により管理する。 

（２）組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらかじめ，当該設計開発の結果に係

る情報を承認する。 

（３）組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

ａ．設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。

ｂ．調達，機器等の使用および個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。

ｃ．合否判定基準を含むものであること。

ｄ．機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １９ -

変更前 変更後 備  考 

７．３．４ 設計・開発のレビュー 

（１）設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的として，計画されたとおりに（７．３．１参

照）体系的なレビューを行う。 

ａ）設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

ｂ）問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

（２）レビューへの参加者には，レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表す

る者および当該設計・開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録，および必要な処置

があればその記録を維持する（４．２．４参照）。 

７．３．５ 設計・開発の検証

（１）設計・開発からのアウトプットが，設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満た

していることを確実にするために，計画されたとおりに（７．３．１参照）検証を実施する。

この検証の結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。 

（２）設計・開発の検証は，原設計者以外の者またはグループが実施する。 

７．３．６ 設計・開発の妥当性確認 

（１）結果として得られる原子炉施設が，指定された用途または意図された用途に応じた要求事項を満

たし得ることを確実にするために，計画した方法（７．３．１参照）に従って，設計・開発の妥当

性確認を実施する。 

（２）実行可能な場合にはいつでも，原子炉施設の使用前に，妥当性確認を完了する。

（３）妥当性確認の結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。

７．３．７ 設計・開発の変更管理

（１）設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する（４．２．４参照）。 

（２）変更に対して，レビュー，検証および妥当性確認を適切に行い，その変更を実施する前に承認す

る。

（３）設計・開発の変更のレビューには，その変更が，当該の原子炉施設を構成する要素および関連す

る原子炉施設に及ぼす影響の評価を含める。 

（４）変更のレビューの結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。

７．３．４ 設計開発レビュー 

（１）組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画に従って，次に掲げる事項を目的とした

体系的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 

ａ．設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。

ｂ．設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措置を提案するこ

と。

（２）組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連す

る部門の代表者および当該設計開発に係る専門家を参加させる。 

（３）組織は，設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し，これを管理する。

７．３．５ 設計開発の検証 

（１）組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために，設計開発

計画に従って検証を実施する（設計開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に，当該

設計開発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うことを含む。）。 

（２）組織は，設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作

成し，これを管理する。

（３）組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。 

７．３．６ 設計開発の妥当性確認 

（１）組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従

って，当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する（機器等の

設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合において，当該機器等の使用を開始する

前に，設計開発妥当性確認を行うことを含む。）。 

（２）組織は，機器等の使用または個別業務の実施に当たり，あらかじめ，設計開発妥当性確認を完了

する。 

（３）組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し，これを管理する。

７．３．７ 設計開発の変更の管理 

（１）組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるよう

にするとともに，当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。

（２）組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検証および妥当性確認を行い，変

更を承認する。 

（３）組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当

該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。

（４）組織は，（２）の審査，検証および妥当性確認の結果の記録およびその結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し，これを管理する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２０ -

変更前 変更後 備  考 

７．４ 調達 

組織は，調達に関する社内規定に基づき，調達を実施する。 

７．４．１ 調達プロセス 

（１）規定された調達要求事項に，調達製品が適合することを確実にする。 

（２）供給者および調達製品に対する管理の方式および程度は，調達製品が，原子力安全に及ぼす影響

に応じて定める。

（３）供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として，供給者を評価し，

選定する。選定，評価および再評価の基準を定める。

（４）評価の結果の記録，および評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する（４．２．

４参照）。 

（５）調達製品の調達後における，維持または運用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法

およびそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な措置に関する方法を定める。

７．４．２ 調達要求事項 

（１）調達要求事項では調達製品に関する要求事項を明確にし，次の事項のうち該当するものを含める。

ａ）製品，手順，プロセスおよび設備の承認に関する要求事項

ｂ）要員の適格性確認に関する要求事項

ｃ）品質マネジメントシステムに関する要求事項

ｄ）不適合の報告および処理に関する要求事項

ｅ）安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項

（２）供給者に伝達する前に，規定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。 

（３）組織は，調達製品を受領する場合には，調達製品の供給者に対し，調達要求事項への適合状況を

記録した文書を提出させる。 

７．４ 調達 

組織は，４．２．１（３）の表の７．４項に係る文書を確立し，次の事項を実施する。 

７．４．１ 調達プロセス

（１）組織は，調達する物品または役務（以下「調達物品等」という。）が，自ら規定する調達物品等

に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

（２）組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者および調達物品等に適用される管理の

方法（調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法（機器単位の

検証，調達物品等の妥当性確認等の方法 ）をいう。）および程度を定める。ここで，管理の方法

および程度には，力量を有する者を組織の外部から確保する際に，外部への業務委託の範囲を品

質マネジメント文書に明確に定めることを含む。なお，この場合において，一般産業用工業品に

ついては，調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要

求事項に適合していることを確認できるように，管理の方法および程度を定める。 

（３）組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給

者を評価し，選定する。 

（４）組織は，調達物品等の供給者の評価および選定に係る判定基準を定める。

（５）組織は，（３）の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。

（６）組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画において，適切な調達の実施に必要な事

項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持または運用に必要な技術情報（原子炉施設の

保安に係るものに限る。）の取得および当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措

置に関する事項を含む。）を定める。

７．４．２ 調達物品等要求事項 

（１）組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求事項のうち，該当するものを含

める。

ａ．調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設備に係る要求事項 

ｂ．調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

ｃ．調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｄ．調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造品等の報告を含む。）および処理に係る要求事

項 

ｅ．調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，および維持するために必要な要求事項

ｆ．一般産業用工業品を機器等に使用するにあたっての評価に必要な要求事項 

ｇ．その他調達物品等に必要な要求事項 

（２）組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者

検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関す

ることを含める。 

（３）組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり，あらかじめ，

当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

（４）組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に対し，調達物品等要求事項への

適合状況を記録した文書を提出させる。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２１ -

変更前 変更後 備  考 

７．４．３ 調達製品の検証

（１）調達製品が，規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために，必要な検査または

その他の活動を定めて，実施する。

（２）組織が，供給者先で検証を実施することにした場合には，その検証の要領および調達製品のリリ

ースの方法を調達要求事項の中で明確にする。 

７．５ 業務の実施  

７．５．１ 業務の管理 

組織は，業務の計画（７．１参照）に基づき，業務を管理された状態で実施する。管理された状態に

は，次の事項のうち該当するものを含める。 

ａ）原子力安全との係わりを述べた情報が利用できる。 

ｂ）必要に応じて，作業手順が利用できる。

ｃ）適切な設備を使用している。

ｄ）監視機器および測定機器が利用でき，使用している。

ｅ）監視および測定が実施されている。 

ｆ）業務のリリースが実施されている。 

７．５．２ 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認

（１）業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが，それ以降の監視または測定で検証するこ

とが不可能で，その結果，業務が実施された後でしか不具合が顕在化しない場合には，組織は，そ

の業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。

（２）妥当性確認によって，これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。

（３）組織は，これらのプロセスについて，次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。

ａ）プロセスのレビューおよび承認のための明確な基準

ｂ）設備の承認および要員の適格性確認 

ｃ）所定の方法および手順の適用 

ｄ）記録に関する要求事項（４．２．４参照） 

ｅ）妥当性の再確認

７．５．３ 識別およびトレーサビリティ 

（１）必要な場合には，組織は，業務の計画および実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉施

設を識別する。 

（２）組織は，業務の計画および実施の全過程において，監視および測定の要求事項に関連して，業務・

原子炉施設の状態を識別する。 

（３）トレーサビリティが要求事項となっている場合には，組織は，業務・原子炉施設について一意の

識別を管理し，記録を維持する（４．２．４参照）。 

７．４．３ 調達物品等の検証 

（１）組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を

定め，実施する。 

（２）組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは，

当該検証の実施要領および調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品

等要求事項の中で明確に定める。

７．５ 個別業務の管理 

７．５．１ 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しない

と認められるものを除く。）に適合するように実施する。

（１）原子炉施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等または実施する個別業務の

特性および当該機器等の使用または個別業務の実施により達成すべき結果を含む。）が利用できる

体制にあること。 

（２）手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。

（３）当該個別業務に見合う設備を使用していること。

（４）監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ当該設備を使用していること。

（５）８．２．３に基づき監視測定を実施していること。 

（６）本品質マネジメントシステム計画に基づき，プロセスの次の段階に進むことの承認を行っている

こと。 

７．５．２ 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認

（１）組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監視測定では当該プロセスの結果

を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確にな

る場合を含む。）においては，妥当性確認を行う。

（２）組織は，（１）のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを，（１）の妥当

性確認によって実証する。

（３）組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，これを管理する。 

（４）組織は，（１）の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次に掲げる事項（当該プロセス

の内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査および承認のための判定基準

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認および要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認（対象となる個別業務計画の変更時の再確認および一定期間が経過した後に行う定

期的な再確認を含む。）の方法

７．５．３ 識別管理およびトレーサビリティの確保 

（１）組織は，個別業務計画および個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて，適切な手段によ

り，機器等および個別業務の状態を識別し，管理する。 

（２）組織は，トレーサビリティ（機器等の使用または個別業務の実施に係る履歴，適用または所在を

追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては，機器等または個別

業務を識別し，これを記録するとともに，当該記録を管理する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２２ -

変更前 変更後 備  考 

７．５．４ 組織外の所有物 

組織は，組織外の所有物について，それが組織の管理下にある間，注意を払い，必要に応じて記録を

維持する（４．２．４参照）。 

７．５．５ 調達製品の保存 

組織は，調達製品の検証後，受入から据付(使用)までの間，要求事項への適合を維持するように調達

製品を保存する。この保存には，該当する場合，識別，取扱い，包装，保管および保護を含める。保存

は，取替品，予備品にも適用する。 

７．６ 監視機器および測定機器の管理 

（１）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために，組織は，実施すべき監視およ

び測定を業務の計画（７．１参照）に明確にする。また，そのために必要な監視機器および測定機

器を明確にする。 

（２）組織は，監視および測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視および測定が実施できる

ことを確実にするプロセスを確立する。 

（３）測定値の正当性が保証されなければならない場合には，測定機器に関し，次の事項を満たす。 

ａ）定められた間隔または使用前に，国際または国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らし

て校正もしくは検証，またはその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には，校正また

は検証に用いた基準を記録する（４．２．４参照）。 

ｃ）校正の状態を明確にするために識別を行う。 

ｂ）機器の調整をする，または必要に応じて再調整する。 

ｄ）測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

ｅ）取扱い，保守および保管において，損傷および劣化しないように保護する。 

さらに，測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には，組織は，その測定機器

でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し，記録する（４．２．４参照）。組織は，その機器，

および影響を受けた業務・原子炉施設すべてに対して，適切な処置をとる。校正および検証の結果

の記録を維持する（４．２．４参照）。 

（４）規定要求事項にかかわる監視および測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には，そのコン

ピュータソフトウェアによって意図した監視および測定ができることを確認する。この確認は，最

初に使用するのに先立って実施する。また，必要に応じて再確認する。 

７．５．４ 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品（JIS Q9001 の「顧客または外部提供者の所有物」をいう。）を所持

している場合においては，必要に応じ，記録を作成し，これを管理する。 

７．５．５ 調達物品の管理 

（１）組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物品等要求事項に適合するように

管理（識別表示，取扱い，包装，保管および保護を含む。）する。 

（２）組織は，調達物品の管理に係る事項について，４．２．１（３）の表の７．５．５項に係る文書

を確立する。 

７．６ 監視測定のための設備の管理

（１）組織は，機器等または個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定および

当該監視測定のための設備を４．２．１（３）の表の７．１項に係る文書において明確に定める。

（２）組織は，（１）の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該監視測定に係る要求事項と整

合性のとれた方法を，４．２．１（３）の表の７．１項に係る文書において確立し，実施する。 

（３）組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定のために必要な設備を，次に掲げ

る事項に適合するものとする。 

ａ．あらかじめ定められた間隔（７．１（１）に基づき定めた計画に基づく間隔をいう。）で，ま

たは使用の前に，計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合

にあっては，校正または検証の根拠について記録する方法）により校正または検証がなされてい

ること。 

ｂ．校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

ｃ．所要の調整がなされていること。 

ｄ．監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

ｅ．取扱い，維持および保管の間，損傷および劣化から保護されていること。 

（４）組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては，従前の監

視測定の結果の妥当性を評価し，これを記録する。

（５）組織は，（４）の場合において，当該監視測定のための設備および（４）の不適合により影響を

受けた機器等または個別業務について，適切な措置を講じる。 

（６）組織は，監視測定のための設備の校正および検証の結果の記録を作成し，これを管理する。 

（７）組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは，その初回の使用に当たり，

あらかじめ，当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認す

る。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２３ -

変更前 変更後 備  考 

８．評価および改善 

８．１ 一般 

（１）組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析および改善のプロセスを計画し，実施す

る。

ａ）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合を実証する。 

ｂ）品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

ｃ）品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

（２）これには，統計的手法を含め，適用可能な方法，およびその使用の程度を決定することを含める。

８．２ 監視および測定 

８．２．１ 原子力安全の達成 

組織は，品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして，原子力安全を達成し

ているかどうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を監視する。この情報の入

手および使用の方法を社内規定に定める。 

８．２．２ 内部監査 

（１）組織は，品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために，あ

らかじめ定められた間隔で社内規定に基づき，客観的な評価を行う部門による内部監査を実施す

る。

ａ）品質マネジメントシステムが，業務の計画（７．１参照）に適合しているか，JEAC4111 の要

求事項に適合しているか，および組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合してい

るか。 

ｂ）品質マネジメントシステムが効果的に実施され，維持されているか。 

（２）組織は，監査の対象となるプロセスおよび領域の状態および重要性，ならびにこれまでの監査結

果を考慮して，監査プログラムを策定する。監査の基準，範囲，頻度および方法を規定する。監査

員の選定および監査の実施においては，監査プロセスの客観性および公平性を確保する。 

監査員は，自らの業務を監査しない。 

（３）監査の計画および実施，記録の作成および結果の報告に関する責任および権限，ならびに要求事

項を規定するために，内部監査に関する社内規定を確立する。 

（４）監査およびその結果の記録を維持する（４．２．４参照）。 

（５）監査された領域に責任をもつ管理者は，検出された不適合およびその原因を除去するために遅滞

なく，必要な修正および是正処置すべてがとられることを確実にする。フォローアップには，とら

れた処置の検証および検証結果の報告を含める（８．５．２参照）。 

８．評価および改善 

８．１ 監視測定，分析，評価および改善 

（１）組織は，監視測定，分析，評価および改善に係るプロセス（取り組むべき改善に関係する部門の

管理者等の要員を含め，組織が当該改善の必要性，方針，方法等について検討するプロセスを含

む。）を計画し，実施する。

（２）組織は，要員が（１）の監視測定の結果を利用できるようにする（要員が情報を容易に取得し，

改善活動に用いることができる体制があることをいう。）。 

８．２ 監視および測定 

８．２．１ 組織の外部の者の意見 

（１）組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。

（２）組織は，（１）の意見の把握および当該意見の反映に係る方法を４．２．１（３）の表の８．２．

１項に係る文書に定める。 

８．２．２ 内部監査 

（１）組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件への適合性を確認するために，保

安活動の重要度に応じて，あらかじめ定められた間隔で，客観的な評価を行う部門により内部監

査を実施する。

ａ．本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項

ｂ．実効性のある実施および実効性の維持

（２）組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法および責任を定める。 

（３）組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスその他の領域（以下「領域」とい

う。）の状態および重要性ならびに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，

内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，および実施するこ

とにより，内部監査の実効性を維持する。 

（４）組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定および内部監査の実施にお

いては，客観性および公平性を確保する。

（５）組織は，内部監査員または管理者に自らの個別業務または管理下にある個別業務に関する内部監

査をさせない。 

（６）組織は，内部監査実施計画の策定および実施ならびに内部監査結果の報告ならびに記録の作成お

よび管理について，その責任および権限（必要に応じ，内部監査員または内部監査を実施した部

門が内部監査結果を社長に直接報告する権限を含む。）ならびに内部監査に係る要求事項を，４．

２．１（４）の表の８．２．２項に係る文書に定める。 

（７）組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。

（８）組織は，不適合が発見された場合には，（７）の通知を受けた管理者に，不適合を除去するため

の措置および是正処置を遅滞なく講じさせるとともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報

告させる。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２４ -

変更前 変更後 備  考 

８．２．３ プロセスの監視および測定 

（１）組織は，品質マネジメントシステムのプロセスの監視，および適用可能な場合に行う測定には，

適切な方法を適用する。 

（２）これらの方法は，プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものとする。

（３）計画どおりの結果が達成できない場合には，適切に，修正および是正処置をとる。 

８．２．４ 検査および試験 

（１）組織は，原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために，検査および試験に関す

る社内規定に基づき，原子炉施設を検査および試験する。検査および試験は，業務の計画（７．１

参照）に従って，適切な段階で実施する。検査および試験の合否判定基準への適合の証拠を維持す

る（４．２．４参照）。 

（３）リリース(次工程への引渡し)を正式に許可した人を，記録する（４．２．４参照）。 

（４）業務の計画（７．１参照）で決めた検査および試験が完了するまでは，当該原子炉施設を据え付

けたり，運転したりしない。ただし，当該の権限をもつ者が承認したときは，この限りではない。

（２）検査および試験要員の独立の程度を定める。 

８．２．３ プロセスの監視測定 

（１）組織は，プロセスの監視測定（対象には，機器等および保安活動に係る不適合についての弱点の

ある分野および強化すべき分野等に関する情報を含む。）を行う場合においては，当該プロセスの

監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

監視測定の方法には次の事項を含む。 

ａ．監視測定の実施時期 

ｂ．監視測定の結果の分析および評価の方法ならびに時期 

（２）組織は，（１）の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応じて，保安活動指標を用いる。

（３）組織は，（１）の方法により，プロセスが５．４．２（１）および７．１（１）の計画に定めた

結果を得ることができることを実証する。

（４）組織は，（１）の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のために，必要な措置を講じる。 

（５）組織は，５．４．２（１）および７．１（１）の計画に定めた結果を得ることができない場合ま

たは当該結果を得ることができないおそれがある場合においては，個別業務等要求事項への適合

性を確保するために，当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して適切な措置を講じる。 

８．２．４ 機器等の検査等 

（１）組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個別業務計画に従って，個別業務

の実施に係るプロセスの適切な段階において，使用前事業者検査等または自主検査等を実施する。

（２）組織は，使用前事業者検査等または自主検査等の結果に係る記録（必要に応じ，検査において使

用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。）を作成し，これを管理する。

（３）組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成

し，これを管理する。 

（４）組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等または自主検査等を支障なく完了するまでは，

プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業

務計画に定める手順により特に承認をする場合は，この限りでない。

（５）組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施

する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすること

（使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員

が，第５条に規定する職務の内容に照らして，別の部門に所属していることをいう。）その他の方

法により，使用前事業者検査等の中立性および信頼性が損なわれないこと（使用前事業者検査等

を実施する要員が，当該検査等に必要な力量を持ち，適正な判定を行うに当たり，何人からも不

当な影響を受けることなく，当該検査等を実施できる状況にあることをいう。）をいう。）を確保

する。 

（６）組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自主検査等を実施する要員をその対

象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすること（自

主検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が，第５条に

規定する職務の内容に照らして，必要に応じて別の部門に所属していることをいう。）その他の方

法により，自主検査等の中立性および信頼性が損なわれないこと（自主検査等を実施する要員が，

当該検査等に必要な力量を持ち，適正な判定を行うに当たり，何人からも不当な影響を受けるこ

となく，当該検査等を実施できる状況にあることをいう。）をいう。）を確保する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

８．３ 不適合管理 

（１）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

（２）不適合の処理に関する管理およびそれに関連する責任および権限を規定するために，不適合管理

に関する社内規定を確立する。 

（３）発電所長は，不適合管理を適切に実施するため，不適合と思われる情報の収集および不適合管理

グレードの決定等を次のとおり実施させる。 

ａ）発電所の要員は，不適合と思われる事象が発生した場合，その情報を課長（品質保証）に提出

する。 

ｂ）課長（品質保証）は，不適合と思われる情報を収集・整理し，「不適合判定検討会」へインプ

ットする。 

ｃ）品質保証部長は，「不適合判定検討会」の主査として，不適合と思われる情報について，不適

合管理グレードの決定および処置方法の検討を実施する。 

（４）該当する場合には，組織は，次の一つまたはそれ以上の方法で，不適合を処理する。

ａ）検出された不適合を除去するための処置をとる。 

ｂ）当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，または合格と判定すること

を正式に許可する。 

ｃ）本来の意図された使用または適用ができないような処置をとる。 

ｄ）外部への引渡し後または業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響

または起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

（６）不適合の性質の記録，および不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（４．

２．４参照）。 

（５）不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。

（７）組織は，原子力施設の保安の向上に役立たせる観点から，社内規定に定める公開基準に従い，不

適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

８．４ データの分析 

（１）組織は，品質マネジメントシステムの適切性および有効性を実証するため，また，品質マネジメ

ントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために，社内規定に基づき，適切なデー

タを明確にし，それらのデータを収集し，分析する。この中には，監視および測定の結果から得ら

れたデータならびにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。 

（２）データの分析によって，次の事項に関連する情報を提供する。 

ａ）原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方（８．２．１参照） 

ｂ）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合（８．２．３および８．２．４参照） 

ｃ）予防処置の機会を得ることを含む，プロセスおよび原子炉施設の，特性および傾向（８．２．

３および８．２．４参照） 

ｄ）供給者の能力（７．４参照） 

８．３ 不適合の管理

（１）組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，または個別業務が実施されること

がないよう，当該機器等または個別業務を特定し，これを管理する（不適合が確認された機器等

または個別業務が識別され，不適合がすべて管理されていることをいう。）。 

（２）組織は，不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）ならびに

それに関連する責任および権限を，４．２．１（４）の表の８．３項に係る文書に定める。 

（３）発電所長は，不適合管理を適切に実施するため，不適合と思われる情報の収集および不適合管理

グレードの決定等を次のとおり実施させる。 

ａ．発電所の要員は，不適合と思われる事象が発生した場合，その情報を課長（品質保証）に提出

する。 

ｂ．課長（品質保証）は，不適合と思われる情報を収集・整理し，「不適合判定検討会」へインプ

ットする。  

ｃ．品質保証部長は，「不適合判定検討会」の主査として，不適合と思われる情報について，不適

合管理グレードの決定および処置方法の検討を実施する。 

（４）組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。

ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

ｂ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し，

機器等の使用または個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ｃ．機器等の使用または個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

ｄ．機器等の使用または個別業務の実施後に発見した不適合については，その不適合による影響ま

たは起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

（５）組織は，不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る

記録を作成し，これを管理する。 

（６）組織は，（４）ａ．の措置を講じた場合においては，個別業務等要求事項への適合性を実証する

ための検証を行う。

（７）組織は，原子炉施設の保安の向上に役立たせる観点から，公開基準に従い，不適合の内容をニュ

ーシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

８．４ データの分析および評価

（１）組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため，および当該

品質マネジメントシステムの実効性の改善（品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ

分析の結果，課題や問題が確認されたプロセスを抽出し，当該プロセスの改良，変更等を行い，

品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。）の必要性を評価するために，４．２．

１（３）の表の８．４項に係る文書において，適切なデータ（監視測定の結果から得られたデー

タおよびそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし，収集し，および分析する。 

（２）組織は，（１）のデータの分析およびこれに基づく評価を行い，次に掲げる事項に係る情報を得

る。 

ａ．組織の外部の者からの意見の傾向および特徴その他分析により得られる知見 

ｂ．個別業務等要求事項への適合性 

ｃ．機器等およびプロセスの特性および傾向（是正処置を行う端緒（不適合には至らない機器等お

よびプロセスの特性および傾向から得られた情報に基づき，是正処置の必要性について検討する

機会を得ることをいう。）となるものを含む。） 

ｄ．調達物品等の供給者の供給能力

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

８．５ 改善 

８．５．１ 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，データの分析，是正処置，予防処置およびマネジメントレ

ビューを通じて，品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

８．５．２ 是正処置 

（１）組織は，再発防止のため，社内規定に基づき，不適合の原因を除去する処置をとる。 

（２）是正処置は，検出された不適合のもつ影響に応じたものとする。 

（３）次の事項に関する要求事項（ＪＥＡＣ４１１１附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定するために，是正処置に関する社内規定を確立する。 

ａ）不適合のレビュー 

ｂ）不適合の原因の特定 

ｃ）不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価 

ｄ）必要な処置の決定および実施

ｆ）とった是正処置の有効性のレビュー 

ｅ）とった処置の結果の記録（４．２．４参照） 

８．５ 改善 

８．５．１ 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善（品質マネジメントシステムの実効性を向上させ

るための継続的な活動をいう。）を行うために，品質方針および品質目標の設定，マネジメントレビュ

ーおよび内部監査の結果の活用，データの分析ならびに是正処置および未然防止処置の評価を通じて改

善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実施その他の措置を講じる。 

８．５．２ 是正処置等

（１）組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて，次に掲げるところに

より，速やかに適切な是正処置を講じる。 

ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。 

（ａ）不適合その他の事象の分析（情報の収集および整理ならびに技術的，人的および組織的側

面等の考慮を含む。）および当該不適合の原因の明確化（必要に応じて，日常業務のマネジ

メントや安全文化の弱点のある分野および強化すべき分野との関係を整理することを含

む。） 

（ｂ）類似の不適合その他の事象の有無または当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性

の明確化 

ｂ．必要な是正処置を明確にし，実施する。 

ｃ．講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。 

ｄ．必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与

えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし，当該課題に取り組むことを含む。）を変更する。

ｅ．必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響

の程度は小さいが，同様の事象が繰り返し発生することにより，原子力の安全に及ぼす影響の程

度が増大するおそれのあるものを含む。）に関して，根本的な原因を究明するために行う分析の

手順を，４．２．１（４）の表の８．５．２項および８．５．３項に係る文書に確立し，実施す

る。 

ｇ．講じたすべての是正処置およびその結果の記録を作成し，これを管理する。 

（２）組織は，（１）に掲げる事項について，４．２．１（４）の表の８．５．２項および８．５．３

項に係る文書に定める。 

（３）組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報

を抽出し，その分析を行い，当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講

じる（（１）のうち，必要なものについて実施することをいう。）。 

・原子力規制に

おける検査

制度の見直

しに伴う変

更 
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変更前 変更後 備  考 

８．５．３ 予防処置 

（１）組織は，起こり得る不適合が発生することを防止するために，保安活動の実施によって得られた

知見（良好事例を含む。）および他の施設から得られた知見（ＢＷＲ事業者協議会で取り扱う技術

情報およびニューシア登録情報を含む。）の活用を含め，社内規定に基づき，その原因を除去する

処置を決める。 

（２）予防処置は，起こり得る問題の影響に応じたものとする。 

（３）次の事項に関する要求事項（ＪＥＡＣ４１１１附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定するために，予防処置に関する社内規定を確立する。 

ａ）起こり得る不適合およびその原因の特定 

ｂ）不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価

ｃ）必要な処置の決定および実施

ｅ）とった予防処置の有効性のレビュー 

ｄ）とった処置の結果の記録（４．２．４参照） 

８．５．３ 未然防止処置 

（１）組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見（ＢＷＲ事業者協議会で取り扱う技術情報

およびニューシア登録情報を含む。）を収集し，自らの組織で起こり得る不適合（原子力施設その

他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った結果，

特定した問題を含む。）の重要性に応じて，次に掲げるところにより，適切な未然防止処置を講じ

る。 

ａ．起こり得る不適合およびその原因について調査する。 

ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

ｃ．必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

ｄ．講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

ｅ．講じたすべての未然防止処置およびその結果の記録を作成し，これを管理する。 

（２）組織は，（１）に掲げる事項について，４．２．１（４）の表の８．５．３項に係る文書に定め

る。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２８ -

変更前 変更後 備  考 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

図４ 

電源事業本部長

（発電所） 

 発電用原子炉    品質保証部長   課長（品質保証） 

 主任技術者             総務課長 

                   課長（技術） 

                        技術部長   課長（燃料技術） 

                   課長（核物質防護） 

  原子力発電保安   廃止措置・  課長（建設管理） 

  運 営 委 員 会   環境管理   課長（放射線管理） 

            部長     課長（廃止措置総括）

            発電部長   課長（第一発電） 当直長 

                   課長（第二発電） 当直長 

電気主任技術者           課長（保修管理） 

ボイラー・タービン         課長（保修技術） 

主任技術者      保修部長   課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

管理責任者 

（電源事業本部長）

 管理責任者

（考査部門長） 

社長

調達本部長

電源事業本部部長（原子力管理）

電源事業本部部長（燃料）

（電源事業本部）

原子力発電保安委員会

考査部門長 

電源事業本部部長

（原子力品質保証）

※１ 発電所長

※１

電源事業本部部長（電源土木）

電源事業本部部長（電源建築）

電源事業本部部長（原子力安全技術）

－※２

※２－原子力人材育成センター所長

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

図４ 

電源事業本部長

（発電所） 

 発電用原子炉    品質保証部長   課長（品質保証） 

 主任技術者             総務課長 

                   課長（技術） 

                        技術部長   課長（燃料技術） 

                   課長（核物質防護） 

  原子力発電保安   廃止措置・  課長（建設管理） 

  運 営 委 員 会   環境管理   課長（放射線管理） 

            部長     課長（廃止措置総括）

            発電部長   課長（第一発電） 当直長 

                   課長（第二発電） 当直長 

電気主任技術者           課長（保修管理） 

ボイラー・タービン         課長（保修技術） 

主任技術者      保修部長   課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

品質マネジメント 

 システム管理責任者

（電源事業本部長）

品質マネジメント 

システム管理責任者

（内部監査部門長） 

社長

調達本部長

電源事業本部部長（原子力管理）

電源事業本部部長（燃料）

（電源事業本部）

原子力発電保安委員会

内部監査部門長

電源事業本部部長

（原子力品質保証）

※１ 発電所長

※１

電源事業本部部長（電源土木）

電源事業本部部長（電源建築）

電源事業本部部長（原子力安全技術）

－※２

※２－原子力人材育成センター所長

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・組織改正に伴

う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ２９ -

変更前 変更後 備  考 

（保安に関する職務） 

第５条 社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築，実施，維持および

改善を統括する。保安に関する組織（発電用原子炉主任技術者（以下，「原子炉主任技術者」という。）

を含む。）から報告を受けた場合，「トラブル等の報告に関する社長対応指針」に基づき原子力安全を

最優先し必要な指示を行う。また，第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）および第２条の３

（安全文化の醸成）に関する活動として，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことならびに

安全文化を醸成することをコミットメントするとともに，これらの活動が行われる体制を確実にす

る。 

２．電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）の実施に係る管理責任者として，品質

マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）

および第２条の３（安全文化の醸成）に関する活動として，保安に関する組織における関係法令およ

び保安規定の遵守を確実に行うための活動ならびに安全文化を醸成する活動を統括する。 

３．考査部門長は，独立監査業務に係る管理責任者として，品質マネジメントシステムにおける監査業

務を統括する。 

（中略） 

７．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部（原子力安全技術）が実施する発電所の保

安に関する業務を統括する。 

（中略） 

18．課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総括および定期事業者検査の総括に関する業

務を行う。 

（中略） 

42．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。 

（中略） 

（保安に関する職務） 

第５条 社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築，実施，維持および

改善を統括する。保安に関する組織（発電用原子炉主任技術者（以下，「原子炉主任技術者」という。）

を含む。）から報告を受けた場合，「トラブル等の報告に関する社長対応指針」に基づき原子力安全を

最優先し必要な指示を行う。また，第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）および第２条の３

（安全文化の育成および維持）に関する活動として，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うこ

とならびに健全な安全文化を育成し，および維持することをコミットメントするとともに，これらの

活動が行われる体制を確実にする。 

２．電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステ

ム管理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，第２条の２（関係

法令および保安規定の遵守）および第２条の３（安全文化の育成および維持）に関する活動として，

保安に関する組織における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動ならびに健全な

安全文化を育成し，および維持する活動を統括する。 

３．内部監査部門長は，独立監査業務に係る品質マネジメントシステム管理責任者として，品質マネジ

メントシステムにおける監査業務を統括する。また，第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）

に関する活動として，内部監査部門における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動

を統括する。

（中略） 

７．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部（原子力安全技術）が実施する発電所の保

安に関する業務および輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。 

（中略） 

18．課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総括および使用前事業者検査等の総括に関す

る業務を行う。 

（中略） 

42.各職位は，第３条８．２．４で要求される検査の独立性を確保するため，本条の業務以外に，他組

織の職務に係る検査に関する業務を行うことができる。 

43．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・組織改正に伴

う変更 

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ３０ -

変更前 変更後 備  考 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。ただ

し，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しない。 

（中略） 

（５）保守管理に関する規定類の制定および改正ならびに保全・保守管理の有効性評価に関する事項 

（中略） 

（電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等） 

第９条の２ 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は，電気事業法第４３条に基づき電

気工作物の工事，維持および運用に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，次の職務を遂行す

る。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立案に当たっては，必要に応

じて工事，維持および運用に従事する者へ指示，指導・助言する。また，電気事業法および原子炉

等規制法に基づく工事計画の申請・届出を必要とする工事の場合，手続きが行われたことを確認す

る。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，工事，維持および運用に従

事する者に対し指示，指導・助言を行う。 

（３）溶接事業者検査および定期事業者検査において，あらかじめ定めた区分に従って，検査の指導，

監督を行う。 

（４）所管官庁が法令に基づき行う立会検査には，原則として立会う。 

（５）所管官庁が法令に基づき行う使用前検査，施設定期検査（以下，「定期検査」という。）には，あ

らかじめ定めた区分に基づき検査への立会または検査記録の確認を行う。 

（６）あらかじめ定める記録の内容を確認する。 

（中略） 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。ただ

し，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しない。

（中略） 

（５）施設管理に関する規定類の制定および改正ならびに保全・施設管理の有効性評価に関する事項 

（中略） 

（電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の職務等） 

第９条の２ 電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は，電気事業法第４３条に基づき電

気工作物の工事，維持および運用に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，次の職務を遂行す

る。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立案に当たっては，必要に応

じて工事，維持および運用に従事する者へ指示，指導・助言する。また，電気事業法および原子炉

等規制法に基づく工事計画の申請・届出を必要とする工事の場合，手続きが行われたことを確認す

る。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，工事，維持および運用に従

事する者に対し指示，指導・助言を行う。 

（３）使用前事業者検査および定期事業者検査において，あらかじめ定めた区分に従って，検査の指導，

監督を行う。 

（４）所管官庁が法令に基づき行う立会検査には，原則として立会う。 

（５）あらかじめ定める記録の内容を確認する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ３１ -

変更前 変更後 備  考 

（構成および定義） 

第１１条 本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。 

（中略） 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

（中略） 

定検停止後の原子炉起

動 

定期検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。 

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。 

（中略） 

（原子炉の運転期間） 

第１１条の２ 所長は，表１１の２に定める原子炉の運転期間※１の範囲内で運転を行う。なお，実用

炉規則第４９条第１項第２号に基づき，原子力規制委員会が定期検査を受けるべき時期を定めて承認

している場合は，その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。 

（中略） 

※１：原子炉の運転期間とは，定期検査が終了した日から，次回定期検査を開始するために原子炉を停

止するまでの期間をいう。なお，「原子炉を停止する」とは，当該原子炉の主発電機の解列をい

う。以下，本条において同じ。 

（条を加える） 

（構成および定義） 

第１１条 本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。 

（中略） 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

（中略） 

定事検停止後の原子炉

起動 

定期事業者検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。 

定事検停止時 定期事業者検査のために原子炉が停止している期間をいう。 

（中略） 

（原子炉の運転期間） 

第１１条の２ 所長は，表１１の２に定める原子炉の運転期間※１の範囲内で運転を行う。なお，実用

炉規則第５５条第４項第１号に基づき，原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて

承認している場合は，その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。 

（中略） 

※１：原子炉の運転期間とは，定期事業者検査が終了した日から，次回定期事業者検査を開始するため

に原子炉を停止するまでの期間をいう。なお，「原子炉を停止する」とは，当該原子炉の主発電

機の解列をいう。以下，本条において同じ。 

（中略） 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長または当直長は，原子炉の状態に応じた原子力安全への影響度を考慮して原子炉

施設を安全な状態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，運転管理に関する次の各号

の業務を実施する。 

（１）当直長は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ａ．中央制御室における監視，第１３条第１項および第２項の巡視点検によって，施設の状態管理

を実施し，その結果，機器に異状があれば関係各課長に通知する。 

ｂ．運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

ｃ．原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

ｄ．原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応操作を実施する。 

（２）当直長は，関係各課長の依頼に基づく運転操作（状態管理を含む。）が必要な場合は，第１号ｂ．

による運転操作（状態管理を含む。）を実施する。また，関係各課長は，当直長から引き渡された

系統に対して，必要な作業を行い，作業完了後に当直長へ系統を引き渡す。 

（３）各課長または当直長は，第３節（第７１条から第７４条を除く。）各条第２項の運転上の制限を

満足していることを確認するために行う原子炉施設の定期的な試験・確認等の計画を定め，実施す

る。なお，原子炉起動前の施設および設備の点検については，第１６条に従い実施する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）内部

および第９３条（管理区域内における特別措置）第１項に定める区域を除く。）を巡視し，次の施設

および設備について点検を行う。 

（中略） 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長は，原子炉起動開始前に，次の施設および設備を点検し，異常の有無を確認する。 

（中略） 

２．当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，第３節に定める定検停止時に実施する検査の結果を確認

する。 

（中略） 

（停止余裕） 

第１９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止および燃料交換において，停止余裕は，表

１９－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．停止余裕が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。燃

料取替終了後，次号に定める停止余裕の検査を行うまでは制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

（１）課長（燃料技術）は，燃料取替終了後，停止余裕の検査を 0.38%△k/k※１の反応度補正をした状

態で実施し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）内

部および第９３条（管理区域内における特別措置）第１項に定める区域を除く。）を巡視し，次の

施設および設備について点検を行う。実施においては，第１０６条の３第３項に定める観点を含め

て行う。以下，本条において同じ。 

（中略） 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長は，原子炉起動開始前に，次の施設および設備を点検し，異常の有無を確認する。 

（中略） 

２．当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節に定める定事検停止時に実施する検査の結果を

確認する。 

（中略） 

（停止余裕） 

第１９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止および燃料交換において，停止余裕は，表

１９－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．停止余裕が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。燃

料取替終了後，次号に定める停止余裕の確認を行うまでは制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

（１）課長（燃料技術）は，燃料取替終了後，0.38%△k/k※１の反応度補正をした状態で停止余裕を確

認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（制御棒のスクラム機能） 

第２２条 原子炉の状態が運転および起動において，制御棒のスクラム機能は，表２２－１に定める

事項を運転上の制限とする。ただし，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除く。 

２．制御棒のスクラム機能が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に制御棒駆動水圧系の検査で，スクラ

ム時間が表２２―２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（ほう酸水注入系） 

第２４条 原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系は，表２４－１に定める事項を

運転上の制限とする。 

２．ほう酸水注入系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，ほう酸水注入系の機能を確認する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※１が原子炉の

運転状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（３）課長（放射線管理）は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水濃度を１箇月に１

回測定し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系貯蔵タンクの溶液量およ

び温度が図２４－１，２の範囲内にあることを，毎日１回確認する。 

（５）当直長は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系注入ポンプ運転中の吐出

圧力が表２４－２に定める値であることを，１箇月に１回確認する。また，ポンプの運転確認後，

ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態にあることを確認する。 

（中略） 

※１：主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁および電動弁ならびにこれらの配管に接続する

配管上の手動弁のうち１次弁をいう。ここでいう主要配管とは，ほう酸水注入系に期待されてい

る機能を達成するための貯蔵タンクから注入ポンプまでの吸込配管および注入ポンプから原子炉

圧力容器までの注入配管をいう。 

（中略） 

（制御棒のスクラム機能） 

第２２条 原子炉の状態が運転および起動において，制御棒のスクラム機能は，表２２－１に定める

事項を運転上の制限とする。ただし，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除く。 

２．制御棒のスクラム機能が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時にスクラム時間が表２２―２に定め

る値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（ほう酸水注入系） 

第２４条 原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系は，表２４－１に定める事項を

運転上の制限とする。 

２．ほう酸水注入系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，ほう酸水注入系の機能を確認する。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※１が原子炉

の運転状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（３）課長（放射線管理）は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水濃度を１箇月に１

回測定し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系貯蔵タンクの溶液量およ

び温度が図２４－１，２の範囲内にあることを，毎日１回確認する。 

（５）当直長は，原子炉の状態が運転および起動において，ほう酸水注入系注入ポンプ運転中の吐出

圧力が表２４－２に定める値であることおよび主要な電動弁が開することを，１箇月に１回確認

する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態にあること

を確認する。 

（中略） 

※１：主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁および電動弁ならびにこれらの配管に接続する

配管上の手動弁のうち１次弁をいう。ここでいう主要配管とは，ほう酸水注入系に期待されてい

る機能を達成するための貯蔵タンクから注入ポンプまでの吸込配管および注入ポンプから原子炉

圧力容器までの注入配管をいう。（主要な電動弁については，第２項（５）においても同様。）

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（計測および制御設備） 

〔２号炉〕 

第２７条 

（中略） 

表２７－２ 

１．原子炉保護系計装 

表２７－２－１（２号炉 原子炉保護系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻  度 

1.中間領域

計装 

 a.中性子束

高 

各レンジフルス

ケールの 

95％以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

 b.中性子計

装不作動 

－ 課長（計装）は，論理回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

要  素 設定値 項   目 頻  度 

2. 平均出力

領域計装 

 a.中性子束

高 

(a)中性子

束 

15％以下 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」以外のとき）

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

120％以下 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」のとき） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

(b)熱流束

相当 

自動可変設定 

（図27に示す設

定値以下） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

課長（計装）は，フローユニット校正を実施

する。 

定検停止時 

 b.中性子計

装不作動 

－ 課長（計装）は，論理回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

（計測および制御設備） 

〔２号炉〕 

第２７条 

（中略） 

表２７－２ 

１．原子炉保護系計装 

表２７－２－１（２号炉 原子炉保護系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻  度 

1.中間領域

計装 

 a.中性子束

高 

各レンジフルス

ケールの 

95％以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

 b.中性子計

装不作動 

－ 課長（計装）は，論理回路機能を確認する。 定事検停止時 

要  素 設定値 項   目 頻  度 

2. 平均出力

領域計装 

 a.中性子束

高 

(a)中性子

束 

15％以下 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」以外のとき）

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

120％以下 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」のとき） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

(b)熱流束

相当 

自動可変設定 

（図 27 に示す

設定値以下） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を

除く）および論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

課長（計装）は，フローユニット校正を実施

する。 

定事検停止時 

 b.中性子計

装不作動 

－ 課長（計装）は，論理回路機能を確認する。 定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

3.原子炉圧

力高 

7.23MPa[gage] 

以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

4.原子炉水

位低 

 （Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器

下端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

5.主蒸気隔

離弁閉 

開度 90％以上 課長（原子炉）はチャンネル校正（リ

ミットスイッチ調整）を実施する。 

定検停止時 

課長（計装）は論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

6.ドライウ

ェル圧力高

13.7kPa[gage] 

以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

7.スクラム

排出水容器

水位高 

70 ㍑以下 

（スクラム排出水容器１

個あたり） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

8.主蒸気止

め弁閉 

開度 90％以上※２ （中略） 

課長（タービン）はチャンネル校正（リ

ミットスイッチ調整）を実施する。 

定検停止時 

課長（計装）は論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

3.原子炉圧

力高 

7.23MPa[gage] 

以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および論

理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

4.原子炉水

位低 

 （Ｌ３） 

16cm 上方以上（気水分離

器下端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および論

理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

5.主蒸気隔

離弁閉 

開度 90％以上 課長（原子炉）はチャンネル校正（リミッ

トスイッチ調整）を実施する。 

定事検停止時 

課長（計装）は論理回路機能を確認する。 定事検停止時 

6.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および論

理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

7.スクラム

排出水容器

水位高 

70 ㍑以下 

（スクラム排出水容器

１個あたり） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正および論

理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

8.主蒸気止

め弁閉 

開度 90％以上※２ （中略） 

課長（タービン）はチャンネル校正（リミ

ットスイッチ調整）を実施する。 

定事検停止時 

課長（計装）は論理回路機能を確認する。 定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

9.蒸気加減弁急

速閉 

タービン蒸気加減弁パ

イロット弁の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※３

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

10.主蒸気管放射

線高 

６×（通常運転時のバッ

クグラウンド）以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

11.地震大 

a.水平(EL 1.3m)

b.水平(EL34.8m)

c.鉛直(EL 1.3m)

水平(EL 1.3m) 

  140 Gal 以下 

水平(EL34.8m) 

  350 Gal 以下 

鉛直(EL 1.3m) 

   70 Gal 以下 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

12.モードスイッ

チ「停止」位置 

－ 課長（計装）は，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

13.スクラム回路 － （中略） 

課長（計装）は，手動スクラム論理

回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

２．中性子源領域計装 

表２７－２－２（２号炉 中性子源領域計装） 

要  素 項  目 頻  度 

1.中性子源領域 

 計装 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を除く）

を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

9.蒸気加減弁急

速閉 

タービン蒸気加減弁パイ

ロット弁の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※３

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

10.主蒸気管放射

線高 

６×（通常運転時のバッ

クグラウンド）以下 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

11.地震大 

a.水平(EL 1.3m)

b.水平(EL34.8m)

c.鉛直(EL 1.3m)

水平(EL 1.3m) 

  140 Gal 以下 

水平(EL34.8m) 

  350 Gal 以下 

鉛直(EL 1.3m) 

   70 Gal 以下 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

12.モードスイッ

チ「停止」位置 

－ 課長（計装）は，論理回路機能を確

認する。 

定事検停止時 

13.スクラム回路 － （中略） 

課長（計装）は，手動スクラム論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

２．中性子源領域計装 

表２７－２－２（２号炉 中性子源領域計装） 

要  素 項  目 頻  度 

1.中性子源領域 

 計装 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正（検出器を除く）

を実施する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

３．非常用炉心冷却系計装 

（１）低圧炉心スプレイ系計装 

表２７－２－３－１（２号炉 低圧炉心スプレイ系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態が運転，

起動および高温停止において動作

不能でないことを指示により確認

する。 

(２)課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

定検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高

13.7kPa[gage] 

以下 

3.注水弁差

圧低（注水

可） 

4.90MPa※１

（中略） 

（２）低圧注水系計装 

表２７－２－３－２（２号炉 低圧注水系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でないこ

とを指示により確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能

検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.注水弁差

圧低（注水

可） 

5.30MPa※１ 

（中略） 

（３）高圧炉心スプレイ系計装 

表２７－２－３－３（２号炉 高圧炉心スプレイ系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１

Ｈ） 

261cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

３．非常用炉心冷却系計装 

（１）低圧炉心スプレイ系計装 

表２７－２－３－１（２号炉 低圧炉心スプレイ系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態が運転，

起動および高温停止において動作

不能でないことを指示により確認

する。 

(２)課長（計装）は，チャンネル校正お

よび論理回路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高

13.7kPa[gage] 

以下 

3.注水弁差

圧低（注水

可） 

4.90MPa※１

（中略） 

（２）低圧注水系計装 

表２７－２－３－２（２号炉 低圧注水系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でないこ

とを指示により確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能

を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.注水弁差

圧低（注水

可） 

5.30MPa※１ 

（中略） 

（３）高圧炉心スプレイ系計装 

表２７－２－３－３（２号炉 高圧炉心スプレイ系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１

Ｈ） 

261cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（４）自動減圧系計装 

表２７－２－３－４（２号炉 自動減圧系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.自動減圧

系始動タイ

マ 

120 秒以下 課長（計装）は，論理回路機

能検査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

４．格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表２７－２－４－１（２号炉 主蒸気隔離弁計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作

不能でないことを指示に

より確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

2.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.主蒸気流

量大 

定格蒸気流量の 140％以下 

4.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

5.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

6.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

（中略） 

（４）自動減圧系計装 

表２７－２－３－４（２号炉 自動減圧系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.自動減圧

系始動タイ

マ 

120 秒以下 課長（計装）は，論理回路機

能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

４．格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表２７－２－４－１（２号炉 主蒸気隔離弁計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作

不能でないことを指示に

より確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.主蒸気流

量大 

定格蒸気流量の 140％以下 

4.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

5.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

6.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（２）格納容器隔離系計装 

表２７－２－４－２（２号炉 格納容器隔離系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.主蒸気ド

レン系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

 b.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

 c.主蒸気流

量大 

定格蒸気流量の 140％以下 

 d.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

 e.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

 f.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

2.炉水サン

プリング系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

 b.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

 c. 主 蒸 気

流量大 

定格蒸気流量の 

140％以下 

 d.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

 e.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

 f.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

（２）格納容器隔離系計装 

表２７－２－４－２（２号炉 格納容器隔離系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.主蒸気ド

レン系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

 b.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

 c.主蒸気流

量大 

定格蒸気流量の 140％以下 

 d.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

 e.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

 f.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

2.炉水サン

プリング系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

 b.主蒸気管

放射線高 

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

 c. 主 蒸 気

流量大 

定格蒸気流量の 

140％以下 

 d.主蒸気管

周囲温度高 

93℃以下 

 e.主蒸気圧

力低 

5.87MPa[gage] 

以上 

 f.復水器真

空低 

真空度 

28.8kPa[gage] 

以上 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

3.原子炉浄

化系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

4.窒素ガス

制御系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

c.原子炉棟

排気放射線

高※２

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

d.燃料取替

階放射線高※

２

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

5.残留熱除

去系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

6.液体廃棄

物処理系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

（中略） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

3.原子炉浄

化系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

4.窒素ガス

制御系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

c.原子炉棟

排気放射線

高※２

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

d.燃料取替

階放射線高※

２

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

5.残留熱除

去系 

 a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

6.液体廃棄

物処理系 

a.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（３）原子炉棟隔離系計装 

表２７－２－４－３（２号炉 原子炉棟隔離系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回

路機能検査を実施する。

毎日１回 

定検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.原子炉棟

排気 

放射線高※１

６×（通常運転時のバックグラウ

ンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２ま

たは原子炉棟内での照

射された燃料に係る作

業時において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回

路機能検査を実施する。

毎日１回 

定検停止時 

4.燃料取替

階放射線高※

１

６×（通常運転時のバックグラウ

ンド）以下 

（中略） 

（３）原子炉棟隔離系計装 

表２７－２－４－３（２号炉 原子炉棟隔離系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ３）

16cm 上方以上（気水分離器下端

より） 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回

路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

3.原子炉棟

排気 

放射線高※１

６×（通常運転時のバックグラウ

ンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２ま

たは原子炉棟内での照

射された燃料に係る作

業時において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）は，チャン

ネル校正および論理回

路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

4.燃料取替

階放射線高※

１

６×（通常運転時のバックグラウ

ンド）以下 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表２７－２－５－１（２号炉 非常用ディーゼル発電機計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.非常用デ

ィーゼル発

電機計装 

a.非常用交

流高圧電源

母線低電圧 

－ 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

ただし，非常用交流高圧

電源母線低電圧を除く。

(２) 課長（電気）および課

長（計装）は，チャンネ

ル校正および論理回路

機能検査を実施する。 

毎日１回 

定検停止時 

b.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

c.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

2.高圧炉心

スプレイ系

ディーゼル

発電機計装 

a.非常用交

流高圧電源

母線低電圧 

－ 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

ただし，非常用交流高圧

電源母線低電圧を除く。

(２) 課長（計装）は，チャ

ンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

定検停止時 b.原子炉水

位低（Ｌ１

Ｈ） 

261cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

 c.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

表２７－２－５－２（２号炉 原子炉隔離時冷却系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表２７－２－５－１（２号炉 非常用ディーゼル発電機計装） 

要  素 設定値 項    目 頻  度 

1.非常用デ

ィーゼル発

電機計装 

a.非常用交

流高圧電源

母線低電圧 

－ 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

ただし，非常用交流高圧

電源母線低電圧を除く。

(２) 課長（電気）および課

長（計装）は，チャンネ

ル校正および論理回路

機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

b.原子炉水

位低（Ｌ１）

381cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

c.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

2.高圧炉心

スプレイ系

ディーゼル

発電機計装 

a.非常用交

流高圧電源

母線低電圧 

－ 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能

でないことを指示によ

り確認する。 

ただし，非常用交流高圧

電源母線低電圧を除く。

(２) 課長（計装）は，チャ

ンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 b.原子炉水

位低（Ｌ１

Ｈ） 

261cm 下方以上 

（気水分離器下端より） 

 c.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage] 

以下 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

表２７－２－５－２（２号炉 原子炉隔離時冷却系計装） 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

1.原子炉水

位低（Ｌ２）

112cm 下方以上（気水分離器下

端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

表２７－２－５－３（２号炉 原子炉再循環ポンプトリップ計装） 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

1.主蒸気止

め弁閉 

開度 90％ 

以上※１

課長（タービン）はチャンネ

ル校正（リミットスイッチ調

整）を実施する。 

定検停止時 

課長（計装）は論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

2.蒸気加減

弁急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット

弁の油圧 4.12MPa[gage]以上※２

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表２７－２－５－４（２号炉 制御棒引抜監視装置計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.制御棒引

抜阻止 

a.中性子束

高 

105％以下 

（ただし，再循環流量 Wd（％）

に対し， 

0.62Wd＋52％の式により設定す

る。） 

当直長は，原子炉熱出力が

30％相当以上でバイパスさ

れていないことを確認する。

起動時 

課長（計装）は，チャンネル

校正（検出器は除く）および

論理回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

b.不作動 － 課長（計装）は，論理回路機

能検査を実施する。 

定検停止時 

c.中性子束

低 

５％※１ 課長（計装）は，チャンネル

校正（検出器は除く）および

論理回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

（中略） 

（５）給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表２７－２－５－５（２号炉 給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位高（Ｌ８）

132cm 上方以下（気水分離器下

端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

表２７－２－５－３（２号炉 原子炉再循環ポンプトリップ計装） 

要  素 設定値 項    目 頻   度 

1.主蒸気止

め弁閉 

開度 90％ 

以上※１

課長（タービン）はチャンネ

ル校正（リミットスイッチ調

整）を実施する。 

定事検停止時 

課長（計装）は論理回路機能

を確認する。 

定事検停止時 

2.蒸気加減

弁急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット

弁の油圧 4.12MPa[gage]以上※２

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表２７－２－５－４（２号炉 制御棒引抜監視装置計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.制御棒引

抜阻止 

a.中性子束

高 

105％以下 

（ただし，再循環流量 Wd（％）

に対し， 

0.62Wd＋52％の式により設定す

る。） 

当直長は，原子炉熱出力が

30％相当以上でバイパスさ

れていないことを確認する。

起動時 

課長（計装）は，チャンネル

校正（検出器は除く）および

論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

b.不作動 － 課長（計装）は，論理回路機

能を確認する。 

定事検停止時 

c.中性子束

低 

５％※１ 課長（計装）は，チャンネル

校正（検出器は除く）および

論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

（５）給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表２７－２－５－５（２号炉 給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉水

位高（Ｌ８）

132cm 上方以下（気水分離器下

端より） 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル

校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７－２－５－６（２号炉 中央制御室外原子炉停止装置計装） 

要  素 項    目 頻   度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉隔離時冷却系流量 

3.原子炉隔離時冷却系制御 

4.残留熱除去系流量 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび制御回路切替スイッチの機能

検査を実施する。 

定検停止時 

または 

定検停止後の原子炉起動

時 

（７）中央制御室非常用循環系計装 

表２７－２－５－７（２号炉 中央制御室非常用循環系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉棟

排気放射線

高※１

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２ま

たは原子炉棟内での照射

された燃料に係る作業時

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

(２) 課長（計装）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。

毎日１回 

定検停止時 

2.燃料取替

階放射線高※

１

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.換気系放

射線高※１

10×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

（中略） 

（８）事故時計装 

表２７－２－５－８（２号炉 事故時計装） 

要  素 項   目 頻   度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉水位（広帯域） 

3.原子炉水位（燃料域） 

4.格納容器圧力 

5.格納容器雰囲気線量当量率 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正を実施する。 定検停止時 

（中略） 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７－２－５－６（２号炉 中央制御室外原子炉停止装置計装） 

要  素 項    目 頻   度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉隔離時冷却系流量 

3.原子炉隔離時冷却系制御 

4.残留熱除去系流量 

課長（計装）は，チャンネル校正お

よび制御回路切替スイッチの機能

を確認する。 

定事検停止時 

または 

定事検停止後の原子炉起

動時 

（７）中央制御室非常用循環系計装 

表２７－２－５－７（２号炉 中央制御室非常用循環系計装） 

要  素 設定値 項   目 頻   度 

1.原子炉棟

排気放射線

高※１

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２ま

たは原子炉棟内での照射

された燃料に係る作業時

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

(２) 課長（計装）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.燃料取替

階放射線高※

１

６×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.換気系放

射線高※１

10×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

（中略） 

（８）事故時計装 

表２７－２－５－８（２号炉 事故時計装） 

要  素 項   目 頻   度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉水位（広帯域） 

3.原子炉水位（燃料域） 

4.格納容器圧力 

5.格納容器雰囲気線量当量率 

（中略） 

課長（計装）は，チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（計測および制御設備） 

〔３号炉〕 

第２７条の２ 

（中略） 

表２７の２－２ 

１．原子炉緊急停止系計装 

表２７の２－２－１（３号炉 原子炉緊急停止系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.起動領域

モニタ 

a．原子炉周

期短 

原子炉周期 

10 秒以上 

（中間領域） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正※３（検出器を除く）

および論理回路機能検査※４

を実施する。 

定検停止時 

b.動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

2.平均出力

領域モニタ 

a.中性子束

高 

(a)中性子束 

15%以下 

（原子炉モードスイッチが「運

転」以外のとき） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器を除く）お

よび論理回路機能検査を実

施する。 

定検停止時 

120%以下 

（原子炉モードスイッチが「運

転」のとき） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器を除く）お

よび論理回路機能検査を実

施する。 

定検停止時 

（計測および制御設備） 

〔３号炉〕 

第２７条の２ 

（中略） 

表２７の２－２ 

１．原子炉緊急停止系計装 

表２７の２－２－１（３号炉 原子炉緊急停止系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.起動領域

モニタ 

a．原子炉周

期短 

原子炉周期 

10 秒以上 

（中間領域） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正※３（検出器を除く）

および論理回路機能※４を確

認する。 

定事検停止時 

b.動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

2.平均出力

領域モニタ 

a.中性子束

高 

(a)中性子束 

15%以下 

（原子炉モードスイッチが「運

転」以外のとき） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器を除く）お

よび論理回路機能を確認す

る。 

定事検停止時 

120%以下 

（原子炉モードスイッチが「運

転」のとき） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器を除く）お

よび論理回路機能を確認す

る。 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

(b)熱流束相

当 

自動可変設定以下 

（図27の2-1に示す設定値以下）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正（検出器を除く）および

論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

課長（３号電気）は，フローユ

ニットのチャンネル校正を実

施する。 

定検停止時 

b．動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回路

機能検査を実施する。 

定検停止時 

3.原子炉圧力

高 

7.34MPa[gage]以下 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

4.炉心流量急

減 

流量変化幅大 

（図27の2-2に示す設定値以上）

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正（検出器を除く）および

論理回路機能検査を実施する。

定検停止時 

5.原子炉水位

低 

（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

6.主蒸気隔離

弁閉 

開度90％以上 課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定検停止時 

  課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

7.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

8.制御棒駆動

機構充てん水

圧力低 

12.8MPa[gage]以上 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

(b)熱流束相

当 

自動可変設定以下 

（図27の2-1に示す設定値以下）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正（検出器を除く）および

論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

課長（３号電気）は，フローユ

ニットのチャンネル校正を実

施する。 

定事検停止時 

b．動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回路

機能を確認する。 

定事検停止時 

3.原子炉圧力

高 

7.34MPa[gage]以下 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

4.炉心流量急

減 

流量変化幅大 

（図27の2-2に示す設定値以上）

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正（検出器を除く）および

論理回路機能を確認する。 

定事検停止時 

5.原子炉水位

低 

（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

6.主蒸気隔離

弁閉 

開度90％以上 課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定事検停止時 

  課長（３号電気）は，論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

7.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

8.制御棒駆動

機構充てん水

圧力低 

12.8MPa[gage]以上 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（中略） 

※４：論理回路機能検査とは，センサからの出力にて，論理回路の出力段に信号が発生することにより，

その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねることにより，

適用範囲を確認したとみなすことができる。 

（中略） 

２．起動領域モニタ計装 

表２７の２－２－２（３号炉 起動領域モニタ計装） 

要  素 項  目 頻 度 

1.起動領域モニタ計装 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネル校正（検出

器を除く）を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

9.タービン

主蒸気止め

弁閉 

開度90％以上※５ （中略） 

課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定検停止時 

課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

10．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット弁

の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※５

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

11．主蒸気管

放射能高 

１０× 

（通常運転時のバックグラウンド）

以下 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

12．地震加速

度大 

a. 水 平 (EL

-4.2m) 

b. 水 平 (EL

27.5m) 

c. 鉛 直 (EL

-4.2m) 

水平(EL -4.2m) 

140 Gal以下 

水平(EL 27.5m) 

350 Gal以下 

鉛直(EL -4.2m) 

70 Gal以下 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

13．モードス

イッチ 

「停止」位置

－ 課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

14．手動 － 課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

（中略） 

※４：論理回路機能の確認とは，センサからの出力にて，論理回路の出力段に信号が発生することによ

り，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねることによ

り，適用範囲を確認したとみなすことができる。 

（中略） 

２．起動領域モニタ計装 

表２７の２－２－２（３号炉 起動領域モニタ計装） 

要  素 項  目 頻 度 

1.起動領域モニタ計装 （中略） 

課長（３号電気）は，チャンネル校正（検出

器を除く）を実施する。 

定事検停止時 

（中略） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

9.タービン

主蒸気止め

弁閉 

開度90％以上※５ （中略） 

課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定事検停止時 

課長（３号電気）は，論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

10．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット弁

の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※５

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

11．主蒸気管

放射能高 

１０× 

（通常運転時のバックグラウンド）

以下 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

12．地震加速

度大 

a. 水 平 (EL

-4.2m) 

b. 水 平 (EL

27.5m) 

c. 鉛 直 (EL

-4.2m) 

水平(EL -4.2m) 

140 Gal以下 

水平(EL 27.5m) 

350 Gal以下 

鉛直(EL -4.2m) 

70 Gal以下 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

13．モードス

イッチ 

「停止」位置

－ 課長（３号電気）は，論理回路

機能を確認する。 

定事検停止時 

14．手動 － 課長（３号電気）は，論理回路

機能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

３．非常用炉心冷却系計装 

（１）低圧注水系計装 

表２７の２－２－３－１（３号炉 低圧注水系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

3.原子炉圧力

低（注入可）

3.10MPa[gage]※１

（中略） 

（２）高圧炉心注水系計装 

表２７の２－２－３－２（３号炉 高圧炉心注水系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

（３）原子炉隔離時冷却系計装 

表２７の２－２－３－３（３号炉 原子炉隔離時冷却系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

３．非常用炉心冷却系計装 

（１）低圧注水系計装 

表２７の２－２－３－１（３号炉 低圧注水系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

3.原子炉圧力

低（注入可）

3.10MPa[gage]※１

（中略） 

（２）高圧炉心注水系計装 

表２７の２－２－３－２（３号炉 高圧炉心注水系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

（３）原子炉隔離時冷却系計装 

表２７の２－２－３－３（３号炉 原子炉隔離時冷却系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（４）自動減圧系計装 

表２７の２－２－３－４（自動減圧系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 

（作動時間遅れ30秒以下） 

(２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

3.高圧炉心注

水ポンプ出口

圧力高 

1.45MPa[gage]※２ (１)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

4.残留熱除去

ポンプ 

出口圧力高 

0.84MPa[gage]※２

（中略） 

４．原子炉格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表２７の２－２－４－１（３号炉 主蒸気隔離弁計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温停

止※１において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

定検停止時 

2.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

4.主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

5.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

6.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上 

（中略） 

（４）自動減圧系計装 

表２７の２－２－３－４（自動減圧系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温

停止※１において動作不能

でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 

（作動時間遅れ30秒以下） 

(２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

3.高圧炉心注

水ポンプ出口

圧力高 

1.45MPa[gage]※２ (１)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

4.残留熱除去

ポンプ 

出口圧力高 

0.84MPa[gage]※２

（中略） 

４．原子炉格納容器隔離系計装 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表２７の２－２－４－１（３号炉 主蒸気隔離弁計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動※１および高温停

止※１において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

2.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

3.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

4.主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

5.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

6.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（２）原子炉格納容器隔離系計装 

表２７の２－２－４－２（３号炉 原子炉格納容器隔離系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.主蒸気ドレ

ン系 

a.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論

理回路機能検査を実施

する。 

毎日１回 

定検停止時 

b.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

c.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

d．主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

e.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

f.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上 

2.炉水サンプ

リング系 

a.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

定検停止時 

b.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

c.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

d.主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

e.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

f.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上   

3.原子炉冷却

材浄化系 

a.原子炉水位

低（Ｌ２） 

59cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

定検停止時 

（２）原子炉格納容器隔離系計装 

表２７の２－２－４－２（３号炉 原子炉格納容器隔離系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.主蒸気ドレ

ン系 

a.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論

理回路機能を確認する。

毎日１回 

定事検停止時 

b.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

c.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

d．主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

e.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

f.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上 

2.炉水サンプ

リング系 

a.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動※１および高

温停止※１において動作不

能でないことを指示によ

り確認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

b.主蒸気管放

射能高 

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

c.主蒸気管流

量大 

定格蒸気流量の140%以下 

d.主蒸気管周

囲温度高 

93℃以下 

e.主蒸気管圧

力低 

6.01MPa[gage]以上 

f.復水器真空

度低 

真空度28.8kPa[gage]以上   

3.原子炉冷却

材浄化系 

a.原子炉水位

低（Ｌ２） 

59cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

毎日１回 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（中略） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

4.不活性ガス

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

c.原子炉棟

排気放射能

高※２

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

d.燃料取替エ

リア放射能高
※２

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

5.残留熱除去

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b．ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

6.廃棄物処理

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

（中略） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

4.不活性ガス

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b.ドライウ

ェル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

c.原子炉棟

排気放射能

高※２

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

d.燃料取替エ

リア放射能高
※２

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

5.残留熱除去

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b．ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

6.廃棄物処理

系 

a.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

b.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（３）原子炉棟隔離系計装 

表２７の２－２－４－３（３号炉 原子炉棟隔離系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

3.原子炉棟排

気 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２また

は原子炉棟内での照射さ

れた燃料に係る作業時に

おいて動作不能でないこ

とを指示により確認す

る。 

毎日１回 

4.燃料取替エ

リア 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施す

る。 

定検停止時 

（中略） 

（３）原子炉棟隔離系計装 

表２７の２－２－４－３（３号炉 原子炉棟隔離系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ３） 

61cm上方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動および高温

停止において動作不能で

ないことを指示により確

認する。 

毎日１回 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下 (２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

3.原子炉棟排

気 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(１)当直長は，原子炉の状態

が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※２また

は原子炉棟内での照射さ

れた燃料に係る作業時に

おいて動作不能でないこ

とを指示により確認す

る。 

毎日１回 

4.燃料取替エ

リア 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

(２)課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表２７の２－２－５－１（３号炉 非常用ディーゼル発電機計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.非常用ディ

ーゼル発電機

計装（Ａ系）

a.非常用交流

高圧電源母線

低電圧 

－ (１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

ただし，非常用交流高圧電

源母線低電圧を除く。 

毎日１回 

b.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

c.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下   

2.非常用ディ

ーゼル発電機

計装（Ｂ系お

よびＣ系） 

a.非常用交流

高圧電源母線

低電圧 

－ (１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停

止において動作不能でな

いことを指示により確認

する。ただし，非常用交

流高圧電源母線低電圧を

除く。 

毎日１回 

b.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(２) 課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能検査を実施する。

定検停止時 

c.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下   

（２）原子炉隔離時冷却系計装（原子炉冷却材補給機能） 

表２７の２－２－５－２（３号炉 原子炉隔離時冷却系計装（原子炉冷却材補給機能）） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ２） 

59cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

５．その他の計装 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表２７の２－２－５－１（３号炉 非常用ディーゼル発電機計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.非常用ディ

ーゼル発電機

計装（Ａ系）

a.非常用交流

高圧電源母線

低電圧 

－ (１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停止

において動作不能でない

ことを指示により確認す

る。 

ただし，非常用交流高圧電

源母線低電圧を除く。 

毎日１回 

b.原子炉水位

低（Ｌ１） 

288cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(２)課長（３号電気）は，チャ

ンネル校正および論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

c.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下   

2.非常用ディ

ーゼル発電機

計装（Ｂ系お

よびＣ系） 

a.非常用交流

高圧電源母線

低電圧 

－ (１)当直長は，原子炉の状態が

運転，起動および高温停

止において動作不能でな

いことを指示により確認

する。ただし，非常用交

流高圧電源母線低電圧を

除く。 

毎日１回 

b.原子炉水位

低 

（Ｌ１．５）

204cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

(２) 課長（３号電気）は，チ

ャンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

c.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]以下   

（２）原子炉隔離時冷却系計装（原子炉冷却材補給機能） 

表２７の２－２－５－２（３号炉 原子炉隔離時冷却系計装（原子炉冷却材補給機能）） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水位

低（Ｌ２） 

59cm下方以上 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（３）原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装 

表２７の２－２－５－３（３号炉 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.タービン主

蒸気止め弁閉

開度90％以上※１ 課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定検停止時 

  課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

2.タービン蒸

気加減弁 

急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット弁

の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※１

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能検

査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表２７の２－２－５－４（３号炉 制御棒引抜監視装置計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.制御棒引

抜阻止 

a.中性子束

高 

105％以下 

（ただし，炉心流量W（％）に対し，

0.68W＋44％の式により設定す

る。） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器は除く。）お

よび論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

b.動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回

路機能検査を実施する。 

定検停止時 

c.中性子束

低 

５％※１ 課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器は除く）お

よび論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

（中略） 

（５）給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表２７の２－２－５－５（３号炉 給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水

位高（Ｌ８）

165cm上方以下 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

（３）原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装 

表２７の２－２－５－３（３号炉 原子炉冷却材再循環ポンプトリップ計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.タービン主

蒸気止め弁閉

開度90％以上※１ 課長（３号機械）は，チャン

ネル校正（リミットスイッチ

調整）を実施する。 

定事検停止時 

  課長（３号電気）は，論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

2.タービン蒸

気加減弁 

急速閉 

タービン蒸気加減弁パイロット弁

の油圧 

4.12MPa[gage] 

以上※１

課長（３号電気）は，チャンネ

ル校正および論理回路機能を

確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表２７の２－２－５－４（３号炉 制御棒引抜監視装置計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.制御棒引

抜阻止 

a.中性子束

高 

105％以下 

（ただし，炉心流量W（％）に対し，

0.68W＋44％の式により設定す

る。） 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器は除く。）お

よび論理回路機能を確認す

る。 

定事検停止時 

b.動作不能 － 課長（３号電気）は，論理回

路機能を確認する。 

定事検停止時 

c.中性子束

低 

５％※１ 課長（３号電気）は，チャン

ネル校正（検出器は除く）お

よび論理回路機能を確認す

る。 

定事検停止時 

（中略） 

（５）給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表２７の２－２－５－５（３号炉 給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉水

位高（Ｌ８）

165cm上方以下 

（蒸気乾燥器スカート下端より）

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機能

を確認する。 

定事検停止時 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７の２－２－５－６（３号炉 中央制御室外原子炉停止装置計装） 

要  素 項  目 頻 度 

1.原子炉圧力 

2.高圧炉心注水系流量

3.残留熱除去系流量 

課長（３号電気）は，チャンネル校正および制御回路切替

スイッチの機能検査を実施する。 

定検停止時 

（７）中央制御室非常用循環系計装 

表２７の２－２－５－７（３号炉 中央制御室非常用循環系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉棟排

気 

放射能高※１ 

2.燃料取替エ

リア 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機

能検査を実施する。 

定検停止時 

（中略） 

（８）事故時計装 

表２７の２－２－５－８（３号炉 事故時計装） 

  要  素 項  目 頻 度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉水位（広帯域）

3.原子炉水位（燃料域）

4.ドライウェル圧力 

5.格納容器雰囲気放射

線モニタ 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネル校正を実施する。 定検停止時 

（中略） 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７の２－２－５－６（３号炉 中央制御室外原子炉停止装置計装） 

要  素 項  目 頻 度 

1.原子炉圧力 

2.高圧炉心注水系流量

3.残留熱除去系流量 

課長（３号電気）は，チャンネル校正および制御回路切替

スイッチの機能を確認する。 

定事検停止時 

（７）中央制御室非常用循環系計装 

表２７の２－２－５－７（３号炉 中央制御室非常用循環系計装） 

要  素 設定値 項  目 頻 度 

1.原子炉棟排

気 

放射能高※１ 

2.燃料取替エ

リア 

放射能高※１

１０×（通常運転時のバックグラ

ウンド）以下 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャン

ネル校正および論理回路機

能を確認する。 

定事検停止時 

（中略） 

（８）事故時計装 

表２７の２－２－５－８（３号炉 事故時計装） 

要  素 項  目 頻 度 

1.原子炉圧力 

2.原子炉水位（広帯域）

3.原子炉水位（燃料域）

4.ドライウェル圧力 

5.格納容器雰囲気放射

線モニタ 

（中略） 

課長（３号電気）は，チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ５６ -

変更前 変更後 備  考 

（主蒸気逃がし安全弁） 

第３０条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，主蒸気逃がし安全弁は，表３０－１に

定める事項を運転上の制限とする。ただし，主蒸気逃がし安全弁排気管の温度上昇は，主蒸気逃がし

安全弁の動作不能とはみなさない。 

２．主蒸気逃がし安全弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の

設定値が表３０－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。※１

（２）課長（計装）および課長（３号電気）は，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の

設定値が表３０－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

３．当直長は，主蒸気逃がし安全弁が，第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断した場合

は，表３０－３の措置を講じる。 

  ※１：主蒸気逃がし安全弁の取替えを実施する場合は，定期検査前に本検査を行うことができる。 

（中略） 

（非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷却

系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力は，表３２－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，

非常用炉心冷却系または原子炉隔離時冷却系に関する動作確認時および動作確認後４時間以内を除

く。 

２．非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力が前項に定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，供用中の漏えいまたは水圧検査を実

施し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（主蒸気逃がし安全弁） 

第３０条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，主蒸気逃がし安全弁は，表３０－１に

定める事項を運転上の制限とする。ただし，主蒸気逃がし安全弁排気管の温度上昇は，主蒸気逃がし

安全弁の動作不能とはみなさない。 

２．主蒸気逃がし安全弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能

の設定値が表３０－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。※１

（２）課長（計装）および課長（３号電気）は，定事検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能

の設定値が表３０－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

３．当直長は，主蒸気逃がし安全弁が，第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断した場合

は，表３０－３の措置を講じる。 

  ※１：主蒸気逃がし安全弁の取替えを実施する場合は，定事検停止時前に本確認を行うことができる。

（中略） 

（非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷却

系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力は，表３２－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，

非常用炉心冷却系または原子炉隔離時冷却系に関する動作確認時および動作確認後４時間以内を除

く。 

２．非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の系統圧力が前項に定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，供用中の漏えいまたは水圧検査の

結果を確認し，課長（発電）に通知する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（非常用炉心冷却系その１） 

〔２号炉〕 

第３９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用炉心冷却系は，表３９－１に定

める事項を運転上の制限とする※１。ただし，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの起動準備中およ

び残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの運転中は，当該低圧注水系（格納容器冷却系）の動作不能

とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系お

よび自動減圧系が模擬信号で作動することおよび格納容器冷却系が手動で作動することを確認す

る。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項ならびに高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器冷却系）の主要な手動弁と電動弁が原子炉

の運転状態に応じた開閉状態にあることおよび主要配管※２が満水であることを確認する。 

（中略） 

表３９－２ 

項  目 頻  度 

（中略） 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの全揚程が 822m 以上で流量が 342m3/h 以上で

あることを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際

して使用した弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水であること

を確認する。 

定検停止後の原子炉

起動前に1回 

（中略） 

（中略） 

（非常用炉心冷却系その１） 

〔３号炉〕 

第３９条の２ 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用炉心冷却系は，表３９の２

－１に定める事項を運転上の制限とする※１。ただし，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの起動

準備中および残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの運転中は，当該低圧注水系（原子炉格納容器ス

プレイ冷却系）の動作不能とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（第二発電）は，定検停止時に，高圧炉心注水系，低圧注水系および自動減圧系が模擬信号

で作動することおよび原子炉格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認する。 

（２）課長（第二発電）は，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，原子炉隔

離時冷却系が模擬信号で作動することを確認する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９の２－２（項目３）に定める事項ならびに高圧炉

心注水系，原子炉隔離時冷却系，低圧注水系（原子炉格納容器スプレイ冷却系）の主要な手動弁

と電動弁が原子炉の運転状態に応じた開閉状態にあることおよび主要配管※２が満水であることを

確認する。 

（中略） 

（非常用炉心冷却系その１） 

〔２号炉〕 

第３９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用炉心冷却系は，表３９－１に定

める事項を運転上の制限とする※１。ただし，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの起動準備中およ

び残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの運転中は，当該低圧注水系（格納容器冷却系）の動作不能

とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定事検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系

および自動減圧系が模擬信号で作動することおよび格納容器冷却系が手動で作動することを確認

する。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項ならびに高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器冷却系）の主要な手動弁と電動弁が原子

炉の運転状態に応じた開閉状態にあることおよび主要配管※２が満水であることを確認する。 

（中略） 

表３９－２ 

項  目 頻  度 

（中略） 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの全揚程が 822m 以上で流量が 342m3/h 以上で

あることを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際

して使用した弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水であること

を確認する。 

定事検停止後の原子

炉起動前に1回 

（中略） 

（中略） 

（非常用炉心冷却系その１） 

〔３号炉〕 

第３９条の２ 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用炉心冷却系は，表３９の２

－１に定める事項を運転上の制限とする※１。ただし，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの起動

準備中および残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの運転中は，当該低圧注水系（原子炉格納容器ス

プレイ冷却系）の動作不能とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（第二発電）は，定事検停止時に，高圧炉心注水系，低圧注水系および自動減圧系が模擬信

号で作動することおよび原子炉格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認する。 

（２）課長（第二発電）は，定事検停止後の原子炉起動から定期事業者検査終了までの期間において，

原子炉隔離時冷却系が模擬信号で作動することを確認する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９の２－２（項目３）に定める事項ならびに高圧

炉心注水系，原子炉隔離時冷却系，低圧注水系（原子炉格納容器スプレイ冷却系）の主要な手動

弁と電動弁が原子炉の運転状態に応じた開閉状態にあることおよび主要配管※２が満水であること

を確認する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

表３９の２－２ 

項  目 頻度 

（中略） 

３．高圧炉心注水系ポンプの全揚程が 876ｍ以上で，流量が 182m3/h 以上で

あることを確認する。また,ポンプの運転確認後,ポンプの運転確認に

際して使用した弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水であ

ることを確認する。 

定検停止後の原子炉起

動前に１回 

（中略） 

５．原子炉隔離時冷却系ポンプの全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加え

て 45ｍ以上で，流量が 182m3/h 以上であることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態

にあることおよび主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の原子炉起

動中※６に１回 

その後１箇月に１回 

６．原子炉隔離時冷却系の注入弁および試験可能逆止弁が開することを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

および主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の原子炉起

動中※６に１回 

その後１箇月に１回 

（中略） 

（中略） 

（原子炉隔離時冷却系） 

〔２号炉〕 

第４１条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，原子炉隔離時冷却系は，表４１－１に

定める事項を運転上の制限とする。※１

２．原子炉隔離時冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，原子炉隔

離時冷却系が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が，原子

炉の運転状態に応じた開閉状態および主要配管※２が満水であることを確認する。 

（中略） 

表４１－２ 

項  目 頻  度 

1.原子炉隔離時冷却系ポンプの全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加え

て44m以上で，流量が93.0m3/ｈ以上であることを確認する。また，ポン

プの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態にあ

ることおよび主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の原子炉  

起動中※３に１回

その後１箇月に１回

2.原子炉隔離時冷却系の注水弁および試験可能逆止弁が開することを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態お

よび主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の原子炉  

起動中に１回

その後１箇月に１回

（中略） 

表３９の２－２ 

項  目 頻度 

（中略） 

３．高圧炉心注水系ポンプの全揚程が 876ｍ以上で，流量が 182m3/h 以上で

あることを確認する。また,ポンプの運転確認後,ポンプの運転確認に

際して使用した弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水であ

ることを確認する。 

定事検停止後の原子炉

起動前に１回 

（中略） 

５．原子炉隔離時冷却系ポンプの全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加え

て 45ｍ以上で，流量が 182m3/h 以上であることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態

にあることおよび主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後の原子炉

起動中※６に１回 

その後１箇月に１回 

６．原子炉隔離時冷却系の注入弁および試験可能逆止弁が開することを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

および主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後の原子炉

起動中※６に１回 

その後１箇月に１回 

（中略） 

（中略） 

（原子炉隔離時冷却系） 

〔２号炉〕 

第４１条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，原子炉隔離時冷却系は，表４１－１に

定める事項を運転上の制限とする。※１

２．原子炉隔離時冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定事検停止後の原子炉起動から定期事業者検査終了までの期間において，

原子炉隔離時冷却系が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が，原

子炉の運転状態に応じた開閉状態および主要配管※２が満水であることを確認する。 

（中略） 

表４１－２ 

項  目 頻  度 

1.原子炉隔離時冷却系ポンプの全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加え

て44m以上で，流量が93.0m3/ｈ以上であることを確認する。また，ポン

プの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が待機状態にあ

ることおよび主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後の原子炉  

起動中※３に１回

その後１箇月に１回

2.原子炉隔離時冷却系の注水弁および試験可能逆止弁が開することを確

認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態お

よび主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後の原子炉  

起動中に１回

その後１箇月に１回

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（主蒸気隔離弁） 

第４２条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，主蒸気隔離弁は，表４２－１に定める

事項を運転上の制限とする。 

２．主蒸気隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施

する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，主蒸気隔離弁が模擬信号により全閉することおよび全閉時間が，

表４２－２に定める値であることを確認する。 

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，主蒸気隔離弁の漏えい率が表４２－

２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（格納容器および格納容器隔離弁） 

第４３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，格納容器および格納容器隔離弁は，表

４３－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル内部の点検時は，速やかにエア

ロックを閉鎖できる措置を講じた上で，エアロック二重扉を開放したままとすることができるが，こ

の場合は格納容器の機能喪失とはみなさない。 

２．格納容器および格納容器隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，格納容器の漏えい率が表４３－２に

定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（２）課長（発電）は，定検停止時に，表４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で全閉すること

を確認する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に格納容器バウンダリとなっている格納容器隔離弁が原子

炉の運転状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（中略） 

（サプレッションチェンバからドライウェルへの真空破壊弁） 

第４４条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，サプレッションチェンバからドライウ

ェルへの真空破壊弁は，表４４－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，真空破壊弁１弁が

全開不能の場合を除く。 

２．サプレッションチェンバからドライウェルへの真空破壊弁が，前項に定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，サプレッションチェンバからドライ

ウェルへの真空破壊弁が全開および全閉することを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。

（中略） 

（可燃性ガス濃度制御系） 

第４７条 原子炉の状態が運転および起動において，可燃性ガス濃度制御系は，表４７－１に定める事

項を運転上の制限とする。 

２．可燃性ガス濃度制御系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各

号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，可燃性ガス濃度制御系の機能を確認する。 

（中略） 

（主蒸気隔離弁） 

第４２条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，主蒸気隔離弁は，表４２－１に定める

事項を運転上の制限とする。 

２．主蒸気隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施

する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，主蒸気隔離弁が模擬信号により全閉することおよび全閉時間

が，表４２－２に定める値であることを確認する。 

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，主蒸気隔離弁の漏えい率が表４２

－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（格納容器および格納容器隔離弁） 

第４３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，格納容器および格納容器隔離弁は，表

４３－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル内部の点検時は，速やかにエア

ロックを閉鎖できる措置を講じた上で，エアロック二重扉を開放したままとすることができるが，こ

の場合は格納容器の機能喪失とはみなさない。 

２．格納容器および格納容器隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，格納容器の漏えい率が表４３－２

に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（２）課長（発電）は，定事検停止時に，表４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で全閉するこ

とを確認する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に格納容器バウンダリとなっている格納容器隔離弁が原

子炉の運転状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（中略） 

（サプレッションチェンバからドライウェルへの真空破壊弁） 

第４４条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，サプレッションチェンバからドライウ

ェルへの真空破壊弁は，表４４－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，真空破壊弁１弁が

全開不能の場合を除く。 

２．サプレッションチェンバからドライウェルへの真空破壊弁が，前項に定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，サプレッションチェンバからドラ

イウェルへの真空破壊弁が全開および全閉することを確認し，その結果を課長（発電）に通知す

る。 

（中略） 

（可燃性ガス濃度制御系） 

第４７条 原子炉の状態が運転および起動において，可燃性ガス濃度制御系は，表４７－１に定める事

項を運転上の制限とする。 

２．可燃性ガス濃度制御系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各

号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，可燃性ガス濃度制御系の機能を確認する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（原子炉棟） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，原子炉棟は，表４９－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉棟が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）課長（発電）は，定検停止時に，原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認する。 

（中略） 

（原子炉棟給排気隔離弁） 

第５０条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，原子炉棟給排気隔離弁は，表５０－１に定める事項を運転上の制限と

する。 

２．原子炉棟給排気隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，原子炉棟給排気隔離弁が模擬信号で全閉することを確認する。

（中略） 

（非常用ガス処理系） 

第５１条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系は，表５１－１に定める事項を運転上の制限とする。

２．非常用ガス処理系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が

表５１－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系） 

第５２条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，原子炉補機冷却水系および原子炉補機

海水系（３号炉については，「原子炉補機冷却海水系」と読みかえる。以下同じ。）は，表５２－１に

定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，原子炉補機冷却水ポンプ（以下，本条において「冷却水ポンプ」

という。）および原子炉補機海水ポンプ（３号炉については，「原子炉補機冷却海水ポンプ」と読み

かえる。）（以下，本条において「海水ポンプ」という。）が模擬信号で作動することを確認する。

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に原子炉補機冷却水系の主要な手動弁と電動弁の開閉状態を

確認する。また，原子炉補機冷却水系の主要配管※１が満水であることを確認する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に原子炉補機海水系の主要な手動弁と電動弁※２の開閉状

態を確認する。 

（中略） 

（原子炉棟） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，原子炉棟は，表４９－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉棟が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，原子炉棟を負圧に保ち得ることを確認する。 

（中略） 

（原子炉棟給排気隔離弁） 

第５０条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，原子炉棟給排気隔離弁は，表５０－１に定める事項を運転上の制限と

する。 

２．原子炉棟給排気隔離弁が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，原子炉棟給排気隔離弁が模擬信号で全閉することを確認する。

（中略） 

（非常用ガス処理系） 

第５１条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系は，表５１－１に定める事項を運転上の制限とする。

２．非常用ガス処理系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率

が表５１－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系） 

第５２条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，原子炉補機冷却水系および原子炉補機

海水系（３号炉については，「原子炉補機冷却海水系」と読みかえる。以下同じ。）は，表５２－１に

定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，原子炉補機冷却水ポンプ（以下，本条において「冷却水ポン

プ」という。）および原子炉補機海水ポンプ（３号炉については，「原子炉補機冷却海水ポンプ」と

読みかえる。）（以下，本条において「海水ポンプ」という。）が模擬信号で作動することを確認す

る。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に原子炉補機冷却水系の主要な手動弁と電動弁の開閉状態

を確認する。また，原子炉補機冷却水系の主要配管※１が満水であることを確認する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に原子炉補機海水系の主要な手動弁と電動弁※２の開閉

状態を確認する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（高圧炉心スプレイ補機冷却水系および高圧炉心スプレイ補機海水系） 

第５３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，高圧炉心スプレイ補機冷却水系および

高圧炉心スプレイ補機海水系は，表５３－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイ補機冷却水系および高圧炉心スプレイ補機海水系が，前項に定める運転上の制限

を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定検停止時に，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ（以下，本条において

「冷却水ポンプ」という。）および高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下，本条において「海水

ポンプ」という。）が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に高圧炉心スプレイ補機冷却水系の主要な手動弁の開閉状

態および主要配管※１が満水であることを確認する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に高圧炉心スプレイ補機海水系の主要な手動弁と電動弁※

２の開閉状態を確認する。 

（中略） 

（中央制御室非常用循環系） 

第５６条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，中央制御室非常用循環系は表５６－１に定める事項を運転上の制限と

する。 

２．中央制御室非常用循環系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，中央制御室非常用循環系が模擬信号で作動することを確認する。

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定検停止時に，中央制御室非常用循環系の総合除去

効率が表５６－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（非常用ディーゼル発電機その１） 

第５９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用ディーゼル発電機は，表５９－

１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認する。

（中略） 

（高圧炉心スプレイ補機冷却水系および高圧炉心スプレイ補機海水系） 

第５３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，高圧炉心スプレイ補機冷却水系および

高圧炉心スプレイ補機海水系は，表５３－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．高圧炉心スプレイ補機冷却水系および高圧炉心スプレイ補機海水系が，前項に定める運転上の制限

を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定事検停止時に，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ（以下，本条におい

て「冷却水ポンプ」という。）および高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下，本条において「海

水ポンプ」という。）が模擬信号で作動することを確認する。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に高圧炉心スプレイ補機冷却水系の主要な手動弁の開閉

状態および主要配管※１が満水であることを確認する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に高圧炉心スプレイ補機海水系の主要な手動弁と電動弁
※２の開閉状態を確認する。 

（中略） 

（中央制御室非常用循環系） 

第５６条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照射され

た燃料に係る作業時において，中央制御室非常用循環系は表５６－１に定める事項を運転上の制限と

する。 

２．中央制御室非常用循環系が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，中央制御室非常用循環系が模擬信号で作動することを確認す

る。 

（２）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停止時に，中央制御室非常用循環系の総合除

去効率が表５６－２に定める値であることを確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変更時※１または原子炉棟内での照

射された燃料に係る作業時において，中央制御室非常用循環系ファンが起動することおよび中央制

御室非常用循環系ダンパが動作可能であることを１箇月に１回確認する。 

（中略） 

（非常用ディーゼル発電機その１） 

第５９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，非常用ディーゼル発電機は，表５９－

１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．非常用ディーゼル発電機が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認す

る。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（直流電源その１） 

第６２条 原子炉の状態が，運転，起動および高温停止において，直流電源は，表６２－１に定める事

項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）課長（電気）および課長（３号電気）は，定検停止時に，直流電源（蓄電池および充電器※１）

の機能を確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（運転上の制限の確認） 

第７１条 各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），

課長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）また

は当直長は，運転上の制限を第３節各条の第２項に定める事項※１で確認する。 

（中略） 

（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

第７３条 各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），

課長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）また

は当直長は，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行す

る場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※１を要求される完

了時間の範囲内で実施する。 

２．各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），課

長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）または

当直長は，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する

場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される

完了時間の範囲を超えて点検・保修を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，原子

炉主任技術者の確認を得て実施する。 

（中略） 

（直流電源その１） 

第６２条 原子炉の状態が，運転，起動および高温停止において，直流電源は，表６２－１に定める事

項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）課長（電気）および課長（３号電気）は，定事検停止時に，直流電源（蓄電池および充電器※１）

の機能を確認し，その結果を課長（発電）に通知する。 

（中略） 

（運転上の制限の確認） 

第７１条 各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），

課長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）また

は当直長は，運転上の制限を第３節各条の第２項に定める事項※１で確認する。 

なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうか

を確認（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条件を模擬できない

場合等においては，実条件性能確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）によ

り行う。 

（中略） 

（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

第７３条 各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），

課長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）また

は当直長は，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行す

る場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※１を，その有効性

について確率論的リスク評価等を用いて検証した上で，要求される完了時間の範囲内で実施する。 

２．各課長（課長（品質保証），総務課長，課長（技術），課長（核物質防護），課長（建設管理），課

長（保修技術），課長（土木），課長（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）を除く。）または

当直長は，予防保全を目的とした点検・保修を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する

場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を要求される

完了時間の範囲を超えて点検・保修を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，その

有効性について確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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- ６３ -

変更前 変更後 備  考 

（新燃料の運搬） 

第７８条 課長（燃料技術）は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸送

容器に収納する場合は，原子炉建物天井クレーンを使用する。 

２．課長（燃料技術）は，管理区域内において新燃料を運搬する場合は，次の各号を遵守する。

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１

３．課長（燃料技術）は，管理区域外において新燃料を運搬する場合は，第２項（１）から（３）に加

え，次の各号を遵守する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．課長（放射線管理）は，第３項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい

ないことおよび容器等の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令に定める

表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する※１。ただし，第９２条（管理区域内におけ

る区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略でき

る。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第９２条（管理区域内における区域区分）

第１項（１）に定める区域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面汚染

密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

７．実用炉規則第８８条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

（中略） 

（新燃料の運搬） 

第７８条  課長（燃料技術）は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸送

容器に収納する場合は，原子炉建物天井クレーンを使用する。 

２．課長（燃料技術）は，管理区域内において新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の各号を確認する。

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。※１

３．課長（燃料技術）は，管理区域外において新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項（１）から（３）

に加え，次の各号を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。※１

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限す

るとともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な

監督を行わせること。 

４．課長（放射線管理）は，第３項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を

超えていないことおよび容器等の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令

に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する※１。ただし，第９２条（管理区域

内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を

省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第９２条（管理区域内における区域区分）

第１項（１）に定める区域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，移動前に容器等の

表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に

適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

８．実用炉規則第８８条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（燃料の検査） 

第８０条 課長（燃料技術）は，定期検査時に，装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集合体外観

検査を行う燃料を選定し，健全性に異常のないことを確認する。 

２．課長（燃料技術）は，定期検査を行うために原子炉を停止する場合，課長（放射線管理）が行う原

子炉冷却材中のよう素１３１の増加量の測定結果から燃料取替の措置を講じる場合は，シッピング検

査を行い，燃料の使用の可否を判断する。なお，漏えいまたは漏えいの疑い有りと判断した燃料につ

いては，あわせて燃料集合体外観検査を行う。 

３．課長（燃料技術）は，第１項または第２項の検査の結果，使用しないと判断した燃料のうち使用済

燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと判断した燃料については，破損燃料収納容器に収納

する等の措置を講じる。 

４．課長（燃料技術）は，第１項または第２項の検査を実施するために燃料を移動する場合は，燃料取

替機を使用する。 

（燃料の取替実施計画）  

第８１条 課長（燃料技術）は，原子炉運転のための燃料配置を変更する場合は，燃料を装荷するまで

に取替炉心の配置および体制を燃料取替実施計画に定め，原子炉主任技術者の確認を得て所長の承認

を得る。  

２．課長（燃料技術）は， 

第１項の燃料取替実施計画を定める前に，燃料を装荷した後の原子炉起動から次回定期検査を開始する

ために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度を用いて，以下の項

目について取替炉心の安全性評価を行い，その評価結果が制限値を満足していることを確認する。  

（１）停止余裕  

（２）最小限界出力比  

（３）燃料棒最大線出力密度  

（４）燃料集合体最高燃焼度  

３．燃料を装荷した後に，第２項の期間を延長する場合には，あらかじめ課長（燃料技術）は，その延

長する期間も含め第２項に定める評価および確認を行い，原子炉主任技術者の確認を得て，所長に報

告する。ただし，延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が，第２項の評価に用

いた取替炉心の燃焼度を超えていない場合は除く。 

（中略） 

（燃料の検査） 

第８０条 課長（燃料技術）は，定期事業者検査時に，装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集合

体外観検査を行う燃料を選定し，健全性に異常のないことを確認するとともに，燃料の使用の可否を

判断する。 

２．第１項については，第８章の施設管理に基づき実施する。

３．課長（燃料技術）は，第１項の検査の結果，使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではない

と判断した燃料については，破損燃料収納容器に収納する等の措置を講じる。 

４．課長（燃料技術）は，第１項の検査を実施するために燃料を移動する場合は，燃料取替機を使用す

る。 

（燃料の取替実施計画）  

第８１条 課長（燃料技術）は，原子炉運転のための燃料配置を変更する場合は，燃料を装荷するまで

に取替炉心の配置および燃料配置を変更する体制を燃料取替実施計画に定め，第２項に定める評価お

よび確認の結果を含めて原子炉主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。  

２．課長（燃料技術）は，取替炉心ごとに原子炉の運転履歴および燃料配置等の変動によって生じる炉

心特性の変化を考慮し，原子炉設置（変更）許可申請書に基づき設定する制限値（燃料の熱・機械設

計，核設計，熱水力設計，安定性および安全評価の解析入力値または制限値に基づき設定）を満足す

ることを確認するため，次号を実施する。 

（１）第１項の燃料取替実施計画を定める前に，燃料を装荷した後の原子炉起動から次回定期事業者検

査を開始するために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を所定の出力で運転できるよう

に設定した取替炉心の燃焼度を用いて，以下の項目について取替炉心の安全性評価を行い，その評

価結果が制限値を満足していることを確認する。なお，評価には，妥当性を確認した計算コードを

用いることとし，妥当性を確認する体制をあらかじめ定める。  

ａ．停止余裕  

ｂ．最小限界出力比  

ｃ．燃料棒最大線出力密度  

ｄ．燃料集合体最高燃焼度  

ｅ．燃料の出力履歴 

  ｆ．核熱水力安定性（チャンネル水力学的安定性，炉心安定性および領域安定性） 

  ｇ．減速材ボイド係数 

  ｈ．スクラム反応度曲線 

  ｉ．制御棒の最大反応度価値※１

  ｊ．ほう酸水注入時の実効増倍率 

  ※１：制御棒の最大反応度価値は，制御棒グループの設定やバンク引き抜き等によって燃料配置や

炉心状態に限らず基準を満足する手順を作成することが可能である。よって，取替炉心の安

全性評価項目ではあるが燃料取替実施計画を定める前ではなく，制御棒操作手順作成時に確

認を行う。 

３．燃料を装荷した後に，第２項で評価に用いた期間を延長する場合には，あらかじめ課長（燃料技術）

は，その延長する期間も含め第２項に定める評価および確認を行い，原子炉主任技術者の確認を得て，

所長に報告する。ただし，延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が，第２項の

評価に用いた取替炉心の燃焼度を超えていない場合は除く。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８４条 課長（燃料技術）は，使用済燃料を貯蔵する場合は，次の各号を遵守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８４に定める燃料プールに貯蔵すること。 

（２）燃料プールの目につきやすい箇所に燃料貯蔵施設である旨および貯蔵上の注意事項を掲示するこ

と。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置が講じられていることを確認すること。 

（中略） 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８４条 課長（燃料技術）は，使用済燃料（以下，照射された燃料を含む。）を貯蔵する場合は，次

の各号を遵守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８４に定める燃料プールに貯蔵すること。 

（２）燃料プールの目につきやすい箇所に燃料貯蔵施設である旨および貯蔵上の注意事項を掲示するこ

と。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置が講じられていることを確認すること。

（５）使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと判断した使用済燃料については，破損燃

料収納容器に収納する等の措置を講じること。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（使用済燃料の運搬） 

第８５条  課長（燃料技術）は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，燃料プー

ルにおいて，燃料取替機を使用する。 

２．課長（燃料技術）は，発電所内において使用済燃料を運搬する場合は，次の各号を遵守し，燃料

プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（中略） 

３．課長（燃料技術）は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域

外に運搬する場合は，次の各号を遵守する。

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入を制限す

るとともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要

な監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい

ないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10分の１を超えていないこ

とを確認する。ただし，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から

運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第９２条（管理区域内における区域区

分）第１項（１）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，容

器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

（中略） 

（使用済燃料の運搬） 

第８４条の２  課長（燃料技術）は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，燃料プー

ルにおいて，燃料取替機を使用する。 

２．課長（燃料技術）は，発電所内において使用済燃料を運搬する場合は，運搬前に次の各号を確認し，

燃料プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（中略） 

３．課長（燃料技術）は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を運搬する場

合は，運搬前に次の各号を確認する。ただし，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）

の適用を除く。

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入を制限する

とともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な

監督を行わせること。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．課長（放射線管理）は，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外において運搬する

場合は，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面汚染

密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。ただし，第９２条（管

理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について

確認を省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第９２条（管理区域内における区域区分）

第１項（１）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，移動前に

容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基

準に適合するよう，措置を講じる。 

７. 検査総括責任者は，第４条に定める保安に関する組織のうち，使用済燃料の運搬に関する組織とは

別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

８．前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技

術基準に適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。使用済燃料を他の号炉に

運搬をする場合にも同様の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）気密漏えい検査 

（３）圧力測定検査 

（４）線量当量率検査 

（５）未臨界検査 

（６）温度測定検査 

（７）吊上検査 

（８）重量検査 

（９）収納物検査 

（10）表面密度検査 

９．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

（中略） 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（頻度の定義）  

第９０条 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表９０のとおりとする。  

表９０ 

（中略） 

（放射性固体廃棄物の管理）  

第８６条  

（中略） 

５．課長（放射線管理）または課長（燃料技術）は管理区域外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，

次の事項を遵守する。 

（中略） 

６．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていな

いことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを

確認する。ただし，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬す

る場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略） 

８．課長（放射線管理）は，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は，所長の承認を得る。

（放射性廃棄物管理に係る基本方針） 

第８５条 発電所における放射性廃棄物に係る保安活動は，放射性物質の放出による公衆の被ばくを，

定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実施する。 

（頻度の定義） 

第８５条の２ 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表８５の２のとおりとする。

表８５の２ 

（中略） 

（放射性固体廃棄物の管理）  

第８６条 

（中略） 

５．課長（放射線管理）または課長（燃料技術）は，管理区域外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，

次の措置を講じ，運搬前にこれらの措置の実施状況を確認する。 

（中略） 

（５）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限すると

ともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（６）車両を徐行させること。 

（７）核燃料物質等の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な監

督を行わせること。 

６．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超

えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていな

いことを確認する。ただし，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域か

ら運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略） 

８．課長（放射線管理）は，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は，次の事項を実施する。 

（１）埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を作成し，発電所外の廃棄に関する措置の実施状況を確

認する。 

（２）発電所外の廃棄施設の廃棄事業者へ埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を引き渡す。 

（３）放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄するにあたって，所長の承認を得る。

９．課長（放射線管理）は，発電所外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，所長の承認を得る。 

10．課長（放射線管理）は，第９項の運搬において，運搬前に次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入されていること。 

（２）法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこと。 

11．課長（放射線管理）は，第９項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を

超えていないことおよび容器の表面汚染密度が法令に定める表面汚染限度を超えていないことを確

認する。ただし，第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する

場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（放出管理用計測器の管理） 

第８９条 課長（放射線管理），課長（計装）および課長（３号電気）は，表８９に定める放出管理用

計測器について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能となった場合は，修

理または代替品を補充する。 

（中略） 

12．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は，当該輸

入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであることを確実にする。 

13．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物が法令で定める基準に適合することを確認す

るため，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う組織とは別の組織の者が検査実施責任者および検査員

として実施する検査を統括する。

（中略） 

（放出管理用計測器の管理）  

第８９条 課長（放射線管理），課長（計装）および課長（３号電気）は，表８９に定める放出管理用

計測器について，同表に定める数量を確保する。また，定期的に点検を実施し機能維持を図る。ただ

し，故障等により使用不能となった場合は，修理または代替品を補充する。 

（中略）

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（頻度の定義）  

第１０５条 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表１０５のとおりとする。 

表１０５ 

（中略） 

（線量の評価）  

第９８条  

課長（放射線管理）は，所員の放射線業務従事者の実効線量および等価線量を表９８に定める項目およ

び頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

（中略） 

（条を加える） 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定）  

第１００条 課長（放射線管理）は，表１００－１および表１００―２（第９２条（管理区域内におけ

る区域区分）第１項（２）の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。）に定める管

理区域内および周辺監視区域境界付近（測定場所は図１００に定める。）における測定項目について，

同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立入れない措置を講じた管理区域については，この限り

でない。  

（中略） 

表１００－１ 

（中略） 

表１００－２ 

（中略） 

図１００ 

（中略） 

（放射線管理に係る基本方針） 

第９０条 発電所における放射線管理に係る保安活動は，放射線による従業員等の被ばくを，定められ

た限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実施する。 

（頻度の定義） 

第９０条の２ 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表９０の２のとおりとする。 

表９０の２ 

（中略） 

（放射線業務従事者の線量管理等）

第９８条 各課長は，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応じて作業計画を立案するととも

に，放射線防護上必要な措置を講じることで放射線業務従事者の線量低減に努める。 

２．課長（放射線管理）は，所員の放射線業務従事者の実効線量および等価線量を表９８に定める項目

および頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

（中略） 

（平常時の環境放射線モニタリング） 

第１００条 課長（放射線管理）は，周辺環境への放射性物質の影響を確認するため，平常時の環境放

射線モニタリングの計画を立案し，その計画に基づき測定を行い評価する。 

（中略） 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定）  

第１００条の２ 課長（放射線管理）は，表１００の２－１および表１００の２―２（第９２条（管理

区域内における区域区分）第１項（２）の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。）

に定める管理区域内および周辺監視区域境界付近（測定場所は図１００の２に定める。）における測

定項目について，同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立入れない措置を講じた管理区域につ

いては，この限りでない。  

（中略） 

表１００の２－１ 

（中略） 

表１００の２－２ 

（中略） 

図１００の２ 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（放射線計測器類の管理）  

第１０１条 課長（放射線管理），課長（計装）および課長（３号電気）は，表１０１に定める放射線

計測器類について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能となった場合は，

修理または代替品を補充する。 

（中略） 

（管理区域外等への搬出および運搬） 

第１０２条 課長（放射線管理）は，各課長が管理区域外に搬出する物品または管理区域内で汚染のお

それのない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超え

ていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各課長は，管理区域外に核燃料物質等（第７８条（新燃料の運搬），第８５条（使用済燃料の運搬）

および第８６条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。以下，本条において同様。）を運

搬する場合，または船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第８６条（放射性固体廃棄物の管

理）第５項を準用する。 

３．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていな

いことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを

確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認

を省略できる。 

（中略） 

（発電所外への運搬） 

第１０３条 各課長は，核燃料物質等（第７８条（新燃料の運搬），第８５条（使用済燃料の運搬）お

よび第８６条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。）を発電所外に運搬する場合は，所

長の承認を得る。 

（中略） 

（放射線計測器類の管理）  

第１０１条 課長（放射線管理），課長（計装）および課長（３号電気）は，表１０１に定める放射線

計測器類について，同表に定める数量を確保する。また，定期的に点検を実施し機能維持を図る。た

だし，故障等により使用不能となった場合は，修理または代替品を補充する。 

（中略） 

（管理区域外等への搬出および運搬） 

第１０２条 課長（放射線管理）は，各課長が管理区域外に搬出する物品または管理区域内で汚染のお

それのない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超え

ていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各課長は，管理区域外に核燃料物質等（第７８条（新燃料の運搬），第８４条の２（使用済燃料の

運搬）および第８６条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。以下，本条において同様。）

を運搬する場合，または船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第８６条（放射性固体廃棄物

の管理）第５項を準用する。 

３．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超

えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていな

いことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度につい

ての確認を省略できる。 

（中略） 

（発電所外への運搬） 

第１０３条 各課長は，核燃料物質等（第７８条（新燃料の運搬），第８４条の２（使用済燃料の運搬）

および第８６条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。）を発電所外に運搬する場合は，

所長の承認を得る。 

２．各課長は，運搬にあたっては法令に定める核燃料物質等の区分に応じた輸送物として運搬する。

３．各課長は，運搬前に次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入されていること。 

（２）法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこと。 

（３）Ｌ型輸送物については，開封されたときに見やすい位置に法令に定める表示を行うこと。 

（４）Ａ型輸送物もしくはＢＭ型輸送物については，みだりに開封されないように，かつ，開封された

場合に開封されたことが明らかになるように，容易に破れないシールの貼付け等の措置を講じるこ

と。

４．各課長は，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面

汚染密度が法令に定める表面密度限度を超えていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない

管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略）

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

第８章 保守管理

（保守管理計画） 

第１０６条 保守管理を実施するにあたり，原子炉施設の安全を確保するために以下の保守管理計画を

定める。保守管理に関する業務を確実に実施するために，「保守管理要領」に従い実施する。また，

組織は，保守管理の業務に必要な文書を「文書・記録管理基本要領」に従い品質マネジメントシステ

ムの文書として作成・管理し，保守管理の業務を実施する。

１．定義 

本保守管理計画における用語の定義は，「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」に従う

ものとする。ただし，本条において「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」で定める「点

検計画」は「点検の計画」と読みかえる。また，本条において課長（品質保証），総務課長，課長（発

電），課長（核物質防護）および課長（建設管理）を除く各課長を「設備主管課長」と定義する。

２．保守管理の実施方針および保守管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，保守管理の継続的な改善を図るため，保守管理

の現状等を踏まえ，保守管理の実施方針を定める。また，１２．の保守管理の有効性評価の結果，

および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ保守管理の実施方針の見直しを

行う。 

（２）さらに，第１０６条の３に定める長期保守管理方針を策定または変更した場合には，長期保守管

理方針に従い保全を実施することを保守管理の実施方針に反映する。 

（３）所長は，「マネジメントレビュー基本要領」で定めた手順により，社達で周知された保守管理の

実施方針に基づき，保守管理の改善を図るための保守管理目標を設定する。また，１２．の保守管

理の有効性評価の結果，および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ保守管

理目標の見直しを行う。 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の保守管理目標を達成するため，４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の保守管理の有効性評価の結果，および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）

を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

４．保全対象範囲の策定 

課長（保修技術）は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき原子力発電施設の中から，各号炉毎に

保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定し，保修部長の確認，所長の承認を得て，設備主

管課長に周知する。 

（中略） 

（３）「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下，「技術基準規則」という。）」

に規定される設備 

（中略） 

第８章 施設管理

（施設管理計画） 

第１０６条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係る事項および「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下，「技術基準規則」という。）」を含む要求

事項への適合を維持し，原子炉施設の安全を確保するため，以下の施設管理計画を定める。施設管理

に関する業務を確実に実施するために，「施設管理要領」に従い実施する。また，組織は，施設管理

の業務に必要な文書を「文書・記録管理基本要領」に従い品質マネジメントシステムの文書として作

成・管理し，施設管理の業務を実施する。 

１．用語の定義

設備主管課長：課長（品質保証），総務課長，課長（発電），課長（核物質防護）および課長（建設

管理）を除く各課長

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持または向上させる活動。原子炉施設の安全確

保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合いに応じて，効率性，経

済性を考慮しながら行われるもので，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替えおよび改造の総称であり，建設，使用前点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のための作業の管理。 

２．施設管理の実施方針および施設管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理の継続的な改善を図るため，施設管理

の現状等を踏まえ，施設管理の実施方針を定める。また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，

および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直しを

行う。 

（２）さらに，第１０６条の６に定める長期施設管理方針を策定または変更した場合には，長期施設管

理方針に従い保全を実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

（３）所長は，「監視測定および分析基本要領」で定めた手順により，社達で周知された施設管理の実

施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設管理目標を設定する。また，１２．の施設管理

の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ施設管理

目標の見直しを行う。 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の施設管理目標を達成するため，４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）

を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

４．保全対象範囲の策定 

課長（保修技術）は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき原子炉施設の中から，各号炉毎に保全

を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定し，保修部長の確認，所長の承認を得て，設備主管課

長に周知する。 

（中略） 

（３）原子炉設置（変更）許可申請書および設計及び工事計画認可申請書で保管または設置要求があり，

許可または認可を得た設備 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７２ -

変更前 変更後 備  考 

５．保全重要度の設定 

課長（保修技術）は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，４．の保全対象範囲について系統毎

の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統および機器の保全重要度を設定し，保修部長の確認，所

長の承認を得て，設備主管課長に周知する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度に基づき，Ｐ

ＳＡから得られるリスク情報を考慮して設定する。 

（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。なお，この

際，機器が故障した場合の系統機能への影響，ＰＳＡから得られるリスク情報を考慮することがで

きる。 

（３）構築物の保全重要度は，（１）または（２）に基づき設定する。 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

組織は，「保全活動管理指標設定および監視手順書」に基づき，下記の業務を行う。 

（１）課長（保修技術）は，保全の有効性を監視，評価するために５．の保全重要度を踏まえ，プラン

トレベルおよび系統レベルの保全活動管理指標を設定し，保修部長の確認，所長の承認を得て，設

備主管課長に周知する。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

（ａ）７０００臨界時間あたりの計画外自動スクラム回数 

（ｂ）７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

（ｃ）工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の保全重要度の高い系統のうち，重要度分

類指針クラス１，クラス２およびリスク重要度の高い系統機能に対して以下のものを設定する。

（中略） 

（４）各課長（総務課長，課長（核物質防護）を除く。）は，監視計画に従い保全活動管理指標に関す

る情報を採取し，その結果を課長（保修技術）に通知する。 

（中略） 

７．保全計画の策定 

（１）設備主管課長は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，

計画の始期および期間に関することを含める。 

ａ．点検の計画（７．１参照） 

ｂ．補修，取替えおよび改造計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

５．施設管理の重要度の設定 

課長（保修技術）は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，４．の保全対象範囲について系統毎

の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統および機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要

度（以下「保全重要度」という。）を設定し，保修部長の確認，所長の承認を得て，設備主管課長に周

知する。 

また，設備主管課長は，「施設管理要領」に基づき，設計および工事の重要度を設定し，保修部長の

確認，所長の承認を得る。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度に基づき，確

率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する。 

（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。なお，この

際，機器が故障した場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から得られるリスク情報，運転

経験等を考慮することができる。 

（３）構築物の保全重要度は，（１）または（２）に基づき設定する。 

（４）設計および工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重要度分類指針の重要

度等を組み合わせて設定する。 

（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

組織は，「保全活動管理指標設定および監視手順書」に基づき，下記の業務を行う。 

（１）課長（保修技術）は，保全の有効性を監視，評価するために５．の施設管理の重要度を踏まえ，

施設管理目標の中でプラントレベルおよび系統レベルの保全活動管理指標を設定し，保修部長の確

認，所長の承認を得て，設備主管課長に周知する。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

（ａ）７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラム回数 

（ｂ）７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

（ｃ）工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の施設管理の重要度の高い系統のうち，重

要度分類指針クラス１，クラス２およびリスク重要度の高い系統機能に対して以下のものを設定

する。 

（中略） 

（４）各課長（総務課長，課長（核物質防護）を除く。）は，監視計画に従い保全活動管理指標に関す

る情報を採取および監視を実施し，その結果を課長（保修技術）に通知する。 

（中略） 

７．保全計画の策定 

（１）設備主管課長は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，

計画の始期および期間に関することを含める。 

ａ．点検の計画（７．１参照） 

ｂ．設計および工事の計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７３ -

変更前 変更後 備  考 

（２）設備主管課長は，保全計画の策定にあたって，５．の保全重要度を勘案し，必要に応じて次の事

項を考慮する。また，９．点検・補修等の結果の確認・評価，１０．点検・補修等の不適合管理，

是正処置および予防処置の結果を踏まえ保全計画の継続的な見直しを行う。さらに，１１．の保全

の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の継続的な見直しを行う。 

（中略） 

７．１ 点検の計画策定 

  設備主管課長は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，下記の業務を行う。 

（中略） 

７．２ 補修，取替えおよび改造計画の策定 

（１）設備主管課長は，補修，取替えおよび改造を実施する場合，あらかじめその方法および実施時期

を定めた計画を策定し，所管する部長の確認，所長の承認を得て，課長（保修管理）に通知する。

また，設備主管課長は，安全上重要な機器※２の補修，取替えおよび改造については，法令に基づく

必要な手続き※３の要否について確認を行い，法令に基づく必要な手続きの要否およびその内容（手

続きが不要と判断した場合，その理由を含む。）を記録する。 

（２）設備主管課長は，補修，取替えおよび改造を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を

発揮しうる状態にあることを，検査および試験により確認・評価する時期までに，次の事項を定め

る。なお，「島根原子力発電所工事業務管理手順書」，「島根原子力発電所溶接事業者検査実施手

順書」，「島根原子力発電所定期事業者検査実施手順書」，「島根原子力発電所使用前検査受検手

順書」，「配管肉厚管理手引書」，「供用期間中検査計画管理手引書」および「設備診断手順書」

のうち業務に応じた文書を用いて実施する。 

ａ．検査および試験の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な検査および試験の項

目，評価方法および管理基準 

ｃ．検査および試験の実施時期 

※２：安全上重要な機器とは，安全上重要な機器等を定める告示に定める機器および構造物をいう。

（以下，第１１９条（記録）において同じ。） 

（２）設備主管課長は，保全計画の策定にあたって，５．の施設管理の重要度を勘案し，必要に応じて

次の事項を考慮する。また，９．保全の結果の確認・評価，１０．不適合管理，是正処置および未

然防止処置の結果を踏まえ保全計画の継続的な見直しを行う。さらに，１１．の保全の有効性評価

の結果を踏まえ保全計画の継続的な見直しを行う。 

（中略） 

７．１ 点検の計画策定 

設備主管課長は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，下記の業務を行う。 

（中略） 

（５）検査実施責任者は，点検を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を発揮しうる状態に

あることを事業者検査※２により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

  ａ．事業者検査の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査の項目，評

価方法および管理基準 

ｃ．事業者検査の実施時期 

※２：事業者検査とは，点検および工事に伴うリリースのため，点検および工事とは別に，要求事項

への適合を確認する合否判定行為であり，第１０６条の４による使用前事業者検査および第１

０６条の５による定期事業者検査をいう(以下，本条において同じ。)。 

７．２ 設計および工事の計画の策定 

（１）設備主管課長は，設計および工事を実施する場合，あらかじめその方法および実施時期を定め

た設計および工事の計画を策定し，所管する部長の確認，所長の承認を得て，課長（保修管理）

に通知する。また，設備主管課長は，安全上重要な機器の工事を実施する場合は，その計画段階

において，法令に基づく必要な手続き※３の要否について確認を行い，法令に基づく必要な手続き

の要否およびその内容（手続きが不要と判断した場合，その理由を含む。）を記録する。 

（２） 設備主管課長は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法ならびにそ

れらの実施頻度および実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

（３）設備主管課長および検査実施責任者は，工事を実施する構築物，系統および機器が，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを，事業者検査ならびに事業者検査以外の検査および試験（以下

「試験等」という。）により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。なお，「調達管理手

順書」，「島根原子力発電所使用前事業者検査（溶接）実施手順書」，「島根原子力発電所定期

事業者検査実施手順書」，「島根原子力発電所使用前事業者検査（施設）実施手順書」，「配管

肉厚管理手引書」，「供用期間中検査計画管理手引書」および「設備診断手順書」のうち業務に

応じた文書を用いて実施する。 

ａ．事業者検査および試験等の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査および試

験等の項目，評価方法および管理基準 

ｃ．事業者検査および試験等の実施時期 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７４ -

変更前 変更後 備  考 

※３：法令に基づく必要な手続きとは，「原子炉等規制法」の第４３条の３の８（変更の許可及び届

出等），第４３条の３の９（工事の計画の認可），第４３条の３の１０（工事の計画の届出），

第４３条の３の１１（使用前検査）および第４３条の３の１３（溶接安全管理検査）ならびに

「電気事業法」の第４７条・第４８条（工事計画）および第４９条・第５０条（使用前検査）

に係る手続きをいう。なお，手続きが不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。

（以下，第１１９条（記録）において同じ。） 

（中略） 

８．保全の実施 

（１）各課長（総務課長，課長（核物質防護）を除く。）は，７．で定めた保全計画にしたがって点検・

補修等の保全を実施する。 

（２）設備主管課長は，保全の実施にあたって，以下の必要なプロセスを実施する。 

（中略） 

ｄ．工事管理：構築物，系統および機器に対して行われる点検・補修等の実施状況を管理する。

これらの業務は，「島根原子力発電所工事業務管理手順書｣，「工事施工管理手順書」，「工事

における安全管理手順書」，「点検手入れ前状態データ採取・評価手引書」，「本設測定機器

管理手順書」，「試験・検査用測定機器管理手順書」，「プラント停止時工程管理手順書」，

「配管肉厚管理手引書」，「供用期間中検査計画管理手引書」，「作業要領書作成手引書」，

「作業票取扱手順書」および「島根原子力発電所土木建築関係設備点検手順書」のうち業務に

応じた文書を用いて実施する。 

（３）設備主管課長は，点検・補修等の結果について記録する。 

（４）設備主管課長は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，点検実績を点検計画表に反映する。

９．点検・補修等の結果の確認・評価 

設備主管課長は，「島根原子力発電所工事業務管理手順書」，「島根原子力発電所溶接事業者検査実

施手順書」，「島根原子力発電所定期事業者検査実施手順書」，「島根原子力発電所使用前検査受検手

順書」，「点検計画作成・運用手順書」，「配管肉厚管理手引書」，「供用期間中検査計画管理手引書」，

「設備診断手順書」および「点検手入れ前状態データ採取・評価手引書」のうち業務に応じた文書を用

いて実施する。

（１）設備主管課長は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統および機器

の点検・補修等の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※４までに確認・

評価し，記録する。なお，定期事業者検査の検査要領書を作成する場合，「定期事業者検査要領書

作成の手引き」に基づき点検計画表の内容が反映されることを確実にする。 

（２）設備主管課長は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，点検・補修等の

要領書に基づき，点検・補修等が実施されていることを，所定の時期※４までに確認・評価し，記

録する。 

※４：所定の時期とは，所定の機能が要求される時またはあらかじめ計画された保全の完了時をいう。

※３：法令に基づく必要な手続きとは，「原子炉等規制法」の第４３条の３の８（変更の許可及び届

出等），第４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事

の計画の届出）および第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請）ならびに「電

気事業法」の第４７条・第４８条（工事計画）および第４９条・第５０条（使用前検査）に係

る手続きをいう。なお，手続きが不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。（以

下，第１１９条（記録）において同じ。）

（中略） 

８．保全の実施 

（１）各課長（総務課長，課長（核物質防護）を除く。）は，７．で定めた保全計画に従って保全を実

施する。 

（２）設備主管課長は，保全の実施にあたって，以下の必要なプロセスおよび第１０６条の２による設

計管理ならびに第１０６条の３による作業管理を実施する。

（中略） 

ｄ．工事管理：構築物，系統および機器に対して行われる保全の実施状況を管理する。これらの

業務は，「島根原子力発電所工事業務管理手順書｣，「工事施工管理手順書」，「工事における

安全管理手順書」，「点検手入れ前状態データ採取・評価手引書」，「本設測定機器管理手順

書」，「試験・検査用測定機器管理手順書」，「プラント停止時工程管理手順書」，「配管肉

厚管理手引書」，「供用期間中検査計画管理手引書」，「作業要領書作成手引書」，「作業票

取扱手順書」，「島根原子力発電所土木建築関係設備点検手順書」，「設備診断手順書」，「保

修部門巡視点検手順書」，「建設プラント管理手順書」および「３号機作業票取扱手順書」の

うち業務に応じた文書を用いて実施する。 

（３）設備主管課長は，保全の結果について記録する。 

（４）設備主管課長は，「点検計画作成・運用手順書」に基づき，点検実績を点検計画表に反映する。

９．保全の結果の確認・評価 

設備主管課長および検査実施責任者は，「調達管理手順書」，「島根原子力発電所使用前事業者検査

（溶接）実施手順書」，「島根原子力発電所定期事業者検査実施手順書」，「島根原子力発電所使用前

事業者検査（施設）実施手順書」，「点検計画作成・運用手順書」，「配管肉厚管理手引書」，「供用

期間中検査計画管理手引書」，「設備診断手順書」および「点検手入れ前状態データ採取・評価手引書」

のうち業務に応じた文書を用いて実施する。 

（１）設備主管課長および検査実施責任者は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構

築物，系統および機器の保全の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※

４までに確認・評価し，記録する。なお，定期事業者検査の検査要領書を作成する場合，「島根原

子力発電所定期事業者検査実施手順書」に基づき点検計画表の内容が反映されることを確実にす

る。

（２）検査実施責任者は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態にあるこ

とを検証するため，事業者検査を実施する。 

（３）設備主管課長は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，保全の要領書に

基づき，保全が実施されていることを，所定の時期※４までに確認・評価し，記録する。

※４：所定の時期とは，所定の機能が要求される時またはあらかじめ計画された保全の完了時をいう。

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７５ -

変更前 変更後 備  考 

10．点検・補修等の不適合管理，是正処置および予防処置

（１）設備主管課長は，不適合が認められた場合，第３条８．３に基づき不適合管理を行う。また，是

正処置ならびに予防処置について，第３条８．５．２是正処置ならびに第３条８．５．３予防処置

に基づき実施する。なお，以下のａ．およびｂ．の場合には，点検・補修等の不適合として不適合

管理を行った上で，９．の確認・評価の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法，実

施頻度および時期の是正処置ならびに予防処置を講じる。 

ａ．点検・補修等を実施した構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評

価できない場合。 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，点検・補修等の要領書に

基づき，点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合。 

（２）設備主管課長は，（１）ａ．およびｂ．の場合の不適合管理，是正処置および予防処置について

記録する。 

（中略） 

12．保守管理の有効性評価 

（１）各課長は，１１．の保全の有効性評価の結果および２．保守管理目標の達成度から，定期的に保

守管理の有効性を評価し，保守管理が有効に機能していることを確認して，課長（保修管理）に通

知する。課長（保修管理）は，保修部長の確認，運営委員会の審議を受け，所長の承認を得た結果

を各課長へ周知する。また，各課長は，保守管理の有効性評価の結果に基づき，継続的な改善につ

なげる。 

（２）課長（保修管理）は，保守管理の有効性評価の結果とその根拠および改善内容について記録する。

13．情報共有 

組織は，保守点検を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ

事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

10．不適合管理，是正処置および未然防止処置

（１）設備主管課長は，施設管理の対象となる施設およびプロセスを監視し，不適合が認められた場合，

第３条８．３に基づき不適合管理を行う。また，是正処置ならびに未然防止処置について，第３条

８．５．２是正処置等ならびに第３条８．５．３未然防止処置に基づき実施する。なお，以下のａ．

およびｂ．の状態に至らないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとと

もに，以下のａ．およびｂ．に至った場合には，不適合管理を行った上で，９．の確認・評価の結

果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法，実施頻度および時期の是正処置ならびに未然

防止処置を講じる。 

ａ．保全を実施した構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できない

場合。 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，保全の要領書に基づき，保

全が実施されていることが確認・評価できない場合。 

（２）設備主管課長は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得る問題の影

響に照らし，適切な未然防止処置を講じる。 

（３）設備主管課長は，（１）および（２）の活動を第３条に基づき実施する。

（中略） 

12．施設管理の有効性評価 

（１）各課長は，１１．の保全の有効性評価の結果および２．の施設管理目標の達成度から，定期的に

施設管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認して，課長（保修管理）に

通知する。課長（保修管理）は，保修部長の確認，運営委員会の審議を受け，所長の承認を得た結

果を各課長へ周知する。また，各課長は，施設管理の有効性評価の結果に基づき，継続的な改善に

つなげる。 

（２）課長（保修管理）は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠および改善内容について記録する。

13．構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

（１）設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に対する要求事項のうち，「構築物，系統

および機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第１０６条の２の設計に対

する要求事項をいう。） 

（２）施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統および機器がどのようなも

のかを示す図書，情報」をいう。） 

（３）物理的構成（実際の構築物，系統および機器をいう。）

14．情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ事業

者協議会を通じて他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７６ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（条を加える） 

（設計管理） 

第１０６条の２ 組織は，原子炉施設の工事を行う場合，新たな設計または過去に実施した設計結果の

変更に該当するかどうかを判断する。 

２．組織は，第１項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満たす設計を第３

条７．３に従って実施する。 

（１）保全の結果の反映および既設設備への影響の考慮を含む，機能および性能に関する要求事項 

（２）「技術基準規則」の規定および原子炉設置（変更）許可申請書の記載事項を含む，適用される法

令・規制要求事項 

（３）適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

（４）設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３．本条における設計管理には，次条に定める作業管理および第１０６条の４に定める使用前事業者検

査の実施を考慮する。 

（作業管理） 

第１０６条の３ 組織は，前条の設計管理の結果に従い工事を実施する。 

２．組織は，原子炉施設の点検および工事を行う場合，原子炉施設の安全を確保するため次の事項を考

慮した作業管理を行う。 

（１) 他の原子炉施設および周辺環境からの影響による工事対象設備の損傷および劣化の防止 

（２）供用中の原子炉施設に対する悪影響の防止 

（３）供用開始後の管理上重要な初期データの採取 

（４）作業工程の管理 

（５）供用開始までの作業対象設備の管理 

（６）第６章に基づく放射性廃棄物管理 

（７）第７章に基づく放射線管理 

３．組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状態か

ら外れ，または外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよう，

本項および第１３条による巡視点検を定期的に行う。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ７７ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） （使用前事業者検査の実施） 

第１０６条の４ 所長は，設計及び工事の計画の認可または設計及び工事の計画の届出（以下，本条に

おいて「設工認」という。）の対象となる原子炉施設について，設置または変更の工事にあたり，設

工認に従って行われたものであること，「技術基準規則」へ適合することを確認するための使用前事

業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括する。 

２．検査総括責任者は，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置または変更の工

事を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

３．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

（１）検査の実施体制を構築する。 

（２）検査要領書※１を定め，それを実施する。 

（３）検査対象の原子炉施設が下記の基準に適合していることを判断するために必要な検査項目と，検

査項目ごとの判定基準を定める。 

ａ. 設工認に従って行われたものであること。 

ｂ.「技術基準規則」に適合するものであること。 

（４）検査項目ごとの判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号ａ.およびｂ.の基準に適合する

ことを最終判断する。 

ａ．構造，強度および漏えいを確認するために十分な方法。 

ｂ．機能および性能を確認するために十分な方法。 

ｃ．その他設置または変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確

認するために十分な方法。 

４．検査実施責任者は，検査項目ごとの判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員

として次の各号に掲げる事項のいずれかを満たす者を指名する。 

（１）第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置または変更の工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

（２）検査対象となる設置または変更の工事の調達における供給者のなかで，当該工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

（３）前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

５．検査実施責任者は，検査内容および検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者および前項に

規定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

６．各課長は，第３項および第４項に係る事項について，次の各号を実施する。 

（１）検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

（２）検査に係る記録の管理を行う。 

（３）検査に係る要員の教育訓練を行う。 

※１：検査を行うにあたっては，あらかじめ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を

定めた検査要領書を定める。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（溶接事業者検査および定期事業者検査の実施） 

第１０６条の２ 所長は，溶接事業者検査および定期事業者検査（以下，本条において「検査」という。）

を統括する。 

２．検査の責任者は，主任技術者の指導の下，検査に係る以下の事項を実施し，適切に検査を実施する。

（１）検査要領書および成績書の作成 

（２）検査員の選任および検査実施体制の確立 

（３）検査の工程管理 

（４）検査の実施 

（５）検査記録の管理

(定期事業者検査の実施) 

第１０６条の５ 所長は，原子炉施設が「技術基準規則」に適合するものであることを定期に確認する

ための定期事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括する。 

２．検査総括責任者は，第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備を所管または点

検を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

３．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

（１）検査の実施体制を構築する。 

（２）検査要領書※１を定め，それを実施する。 

（３）検査対象の原子炉施設が「技術基準規則」に適合するものであることを判断するために必要な検

査項目と，検査項目ごとの判定基準を定める。 

（４）検査項目ごとの判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号の基準に適合することを最終判

断する。 

ａ．開放，分解，非破壊検査その他の各部の損傷，変形，摩耗および異常の発生の状況を確認する

ために十分な方法 

ｂ．試運転その他の機能および作動の状況を確認するために十分な方法 

ｃ．ａ．およびｂ．による方法のほか，「技術基準規則」に適合している状態を維持するかどうか

を判定する方法で行うものとする。 

４．検査実施責任者は，検査項目ごとの判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員

として次の各号に掲げる事項のいずれかを満たす者を指名する。 

（１）第４条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備の設備管理部署とは別の組織の者。

（２）検査対象となる設備の工事または点検の調達における供給者のなかで，当該工事または点検を実

施する組織とは別の組織の者。 

（３）前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

５．検査実施責任者は，検査内容および検査対象設備の重要度に応じて検査実施責任者および前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

６．各課長は，第３項および第４項に係る事項について，次の各号を実施する。 

（１）検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

（２）検査に係る記録の管理を行う。 

（３）検査に係る要員の教育訓練を行う。 

※１：各プラントの特徴に応じ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を定めた検査要

領書を定める。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期保守管理方針） 

第１０６条の３ 所長は，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機器および構造物
※１について，各号炉毎，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，また，営業運転を

開始した日以後３０年を経過した日以降１０年を超えない期間毎に，実施手順および実施体制を定

め，これに基づき，以下の事項を実施する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期保守管理方針の策定 

２．所長は，原子炉を運転することができる期間を延長しようとする場合，各号炉毎，営業運転を開始

した日以後４０年を経過する日までに，実施手順および実施体制を定め，これに基づき，延長しよう

とする期間※２について，以下の事項を実施する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期保守管理方針の策定 

３．所長は，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更する場合，その他第１項（１）または第２

項（１）の評価を行うために設定した条件，評価方法を変更する場合は，第１項（１）または第２項

（１）の評価の見直しを行い，その結果に基づき長期保守管理方針を変更する。 

※１：動作する機能を有する機器および構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把

握される箇所を除く。 

※２：１０年を超えて延長しようとする場合は，延長する期間。それ以外は１０年とする。 

（中略） 

（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針） 

第１０６条の６ 所長は，重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する機器および構造物
※１について，各号炉毎，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，また，営業運転を開

始した日以後３０年を経過した日以降１０年を超えない期間毎に，実施手順および実施体制を定め，

これに基づき，以下の事項を実施する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定 

２．所長は，原子炉を運転することができる期間を延長しようとする場合，各号炉毎，営業運転を開始

した日以後４０年を経過する日までに，実施手順および実施体制を定め，これに基づき，延長しよう

とする期間※２について，以下の事項を実施する。 

（１）経年劣化に関する技術的な評価 

（２）前号に基づく長期施設管理方針の策定 

３．所長は，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更する場合，その他第１項（１）または第２

項（１）の評価を行うために設定した条件，評価方法を変更する場合は，第１項（１）または第２項

（１）の評価の見直しを行い，その結果に基づき長期施設管理方針を変更する。 

※１：動作する機能を有する機器および構造物に関し，原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把

握される箇所を除く。 

※２：１０年を超えて延長しようとする場合は，延長する期間。それ以外は１０年とする。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（記録） 

第１１９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１１９－１のうち，1.および

2.については保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあたって

は，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

２．検査の責任者は，表１１９－２および表１１９－３に定める検査に関する記録について適正※に作

成し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

３．組織は，表１１９－４に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成

にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

（記録） 

第１１９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１１９－１のうち，1.について

は保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に

定める記録に関する事項を遵守する。 

２．検査の責任者は，表１１９－２および表１１９－３に定める検査に関する記録について適正※に作

成し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

３．組織は，表１１９－４に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成

にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

表１１９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  1.使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検

査の時までの期間 

 2.定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検

査の時までの期間 

  3．原子炉施設の巡視または点検の状況並びにそ

の担当者の氏名 

毎日１回 巡視または点検を実施し

た施設または設備を廃棄

した後５年が経過するま

での期間 

4．保全活動管理指標の監視結果およびその担当

者の氏名 

実施の都度 監視を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

5．点検・補修等の結果（安全上重要な機器を除

く。）およびその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

6．安全上重要な機器の点検・補修等の結果（法

令に基づく必要な手続きの有無およびその内

容を含む。）およびその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

7．点検・補修等の結果の確認・評価およびその

担当者の氏名 

実施の都度 確認・評価を実施した原

子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過する

までの期間 

表１１９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

  1.使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確

認の時までの期間 

2．保全活動管理指標の監視結果およびその担当

者の氏名 
実施の都度 

監視を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

3．保全の結果（安全上重要な機器を除く。）およ

びその担当者の氏名 
実施の都度 

保全を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

4．安全上重要な機器の保全の結果（法令に基づ

く必要な手続きの有無およびその内容を含

む。）およびその担当者の氏名 
実施の都度 

保全を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

5．保全の結果の確認・評価およびその担当者の

氏名 
実施の都度 

確認・評価を実施した原

子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過する

までの期間 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

8．点検・補修等の不適合管理，是正処置，予防

処置およびその担当者の氏名 

実施の都度 不適合管理，是正処置お

よび予防処置を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

9．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 評価の都度 評価を実施した原子炉施

設の保守管理に関する方

針，保守管理の目標また

は保守管理の実施に関す

る計画の改定までの期間

10. 保守管理の有効性評価およびその担当者の

氏名 

評価の都度 評価を実施した原子炉施

設の保守管理に関する方

針，保守管理の目標また

は保守管理の実施に関す

る計画の改定までの期間

11．熱出力 原子炉に１体以上

燃料が装荷されて

いる場合連続して 

10 年間 

12．炉心の中性子束密度 10 年間 

13．炉心の温度 10 年間 

14．冷却材入口温度 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて１時間ごと 

10 年間 

15．冷却材出口温度 10 年間 

16．冷却材圧力 10 年間 

17．冷却材流量 10 年間 

18．制御棒位置 １年間 

19．再結合装置内の温度 同上 １年間 

20．原子炉に使用している冷却材および減速材

の純度ならびにこれらの毎日の補給量 

毎日１回 
１年間 

21．原子炉内における燃料体の配置 配置または配置 

替えの都度 
取出後 10年間 

22．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

23．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

24．運転開始日時 その都度 １年間 

25．臨界到達日時 同上 １年間 

26．運転切替日時 同上 １年間 

27．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

28．運転停止日時 同上 １年間 

29. 警報装置から発せられた警報の内容※２ 同上 １年間 

30．運転責任者の氏名および運転員の氏名なら

びに，これらの者の交代の日時および交代時

の引継事項 

交代の都度 

１年間 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

6．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処置

およびその担当者の氏名 

実施の都度 

不適合管理，是正処置お

よび未然防止処置を実施

した原子炉施設を解体ま

たは廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

7．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施

設の施設管理方針，施設

管理目標または施設管理

実施計画の改定までの期

間 

8. 施設管理の有効性評価およびその担当者の

氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施

設の施設管理方針，施設

管理目標または施設管理

実施計画の改定までの期

間 

9．熱出力 原子炉に１体以上

燃料が装荷されて

いる場合連続して 

10 年間 

10．炉心の中性子束密度 10 年間 

11．炉心の温度 10 年間 

12．冷却材入口温度 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて１時間ごと 

10 年間 

13．冷却材出口温度 10 年間 

14．冷却材圧力 10 年間 

15．冷却材流量 10 年間 

16．制御棒位置 １年間 

17．再結合装置内の温度 同上 １年間 

18．原子炉に使用している冷却材および減速材

の純度ならびにこれらの毎日の補給量 
毎日１回 １年間 

19．原子炉内における燃料体の配置 配置または配置 

替えの都度 
取出後 10年間 

20．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

21．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

22．運転開始日時 その都度 １年間 

23．臨界到達日時 同上 １年間 

24．運転切替日時 同上 １年間 

25．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

26．運転停止日時 同上 １年間 

27. 警報装置から発せられた警報の内容※２
同上 １年間 

28．運転責任者の氏名および運転員の氏名なら

びに，これらの者の交代の日時および交代時

の引継事項 

交代の都度 １年間 

  29．運転上の制限に関する点検結果および運転

上の制限からの逸脱があった場合に講じた措

置 
その都度 

１年間（ただし，運転上

の制限からの逸脱があっ

た場合については５年

間） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

31．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の

配置 

配置または配置 

替えの都度 
５年間 

32．使用済燃料の払出し時における放射能の量 払出しの都度 10 年間 

33．燃料体の形状または性状に関する検査の結

果 

挿入前および 

取出後 
取出後 10年間 

34．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射

性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の

側壁における線量当量率 

毎日運転中１回 

10 年間 

35．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備

および排水口または排水監視設備における放

射性物質の１日間および３月間についての平

均濃度 

１日間の平均濃度に

あっては毎日１回，３

月間の平均濃度にあ

っては３月ごとに１

回 

10 年間 

36．管理区域における外部放射線に係る１週間

の線量当量，空気中の放射性物質の１週間に

ついての平均濃度および放射性物質によって汚

染された物の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 

10 年間 

37．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１

年間の線量，女子※３の放射線業務従事者の４

月１日，７月１日，１０月１日および１月１

日を始期とする各３月間の線量ならびに本

人の申出等により妊娠の事実を知ることと

なった女子の放射線業務従事者にあっては

出産までの間毎月１日を始期とする１月間

の線量 

１年間の線量にあっ

ては毎年度１回，３月

間の線量にあっては

３月ごとに１回，１月

間の線量にあっては

１月ごとに１回 

※４ 

38．４月１日を始期とする１年間の線量が２０

ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の

当該１年間を含む原子力規制委員会が定める

５年間の線量 

原子力規制委員会が

定める５年間におい

て毎年度１回 
※４ 

39．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期

間の始期および終期ならびに放射線業務従事

者の当該期間の線量 

その都度 

※４ 

40．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属

する年度における当該日以前の放射線被ばく

の経歴および原子力規制委員会が定める５年

間における当該年度の前年度までの放射線被

ばくの経歴 

そのものが当該業務

に就く時 

※４ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

30．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の

配置 

配置または配置 

替えの都度 
５年間 

31．使用済燃料の払出し時における放射能の量 払出しの都度 10 年間 

32．燃料体の形状または性状に関する検査の結

果 

挿入前および 

取出後 
取出後 10年間 

33．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射

性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の

側壁における線量当量率 

毎日運転中１回 10 年間 

34．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備

および排水口または排水監視設備における放

射性物質の１日間および３月間についての平

均濃度 

１日間の平均濃度に

あっては毎日１回，３

月間の平均濃度にあ

っては３月ごとに１

回 

10 年間 

35．管理区域における外部放射線に係る１週間

の線量当量，空気中の放射性物質の１週間に

ついての平均濃度および放射性物質によって汚

染された物の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 10 年間 

36．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１

年間の線量，女子※３の放射線業務従事者の４

月１日，７月１日，１０月１日および１月１

日を始期とする各３月間の線量ならびに本

人の申出等により妊娠の事実を知ることと

なった女子の放射線業務従事者にあっては

出産までの間毎月１日を始期とする１月間

の線量 

１年間の線量にあっ

ては毎年度１回，３月

間の線量にあっては

３月ごとに１回，１月

間の線量にあっては

１月ごとに１回 

※４ 

37．４月１日を始期とする１年間の線量が２０

ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の

当該１年間を含む原子力規制委員会が定める

５年間の線量 

原子力規制委員会が

定める５年間におい

て毎年度１回 

※４ 

38．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期

間の始期および終期ならびに放射線業務従事

者の当該期間の線量 

その都度 ※４ 

39．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属

する年度における当該日以前の放射線被ばく

の経歴および原子力規制委員会が定める５年

間における当該年度の前年度までの放射線被

ばくの経歴 

そのものが当該業務

に就く時 
※４ 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

41．発電所の外において運搬した核燃料物質等

の種類別の数量，その運搬に使用した容器の

種類ならびにその運搬の日時および経路 

運搬の都度 

１年間 

42．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，

当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数

量，当該放射性廃棄物を容器に封入し，また

は容器と一体的に固型化した場合には当該容

器の数量および比重ならびにその廃棄の日，

場所および方法 

廃棄の都度 

※５ 

43．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器

に固型化した場合には，その方法 

封入または固型化の

都度 
※５ 

44．放射性物質による汚染の広がりの防止およ

び除去を行った場合には，その状況および担

当者の氏名 

広がりの防止および

除去の都度 １年間 

45．事故の発生および復旧の日時 その都度 ※５ 

46．事故の状況および事故に際して採った処置 同上 ※５ 

47．事故の原因 同上 ※５ 

48．事故後の処置 同上 ※５ 

49．風向および風速 連続して 10 年間 

50．降雨量 同上 10 年間 

51．大気温度 同上 10 年間 

52．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

53．保安教育の実施日時，項目および受けた者

の氏名 

実施の都度 
３年間 

54．原子炉施設における保安活動の実施の状況の

評価 
評価の都度 ※５ 

55．原子炉施設に対して実施した保安活動への最

新の技術的知見の反映状況の評価 
評価の都度 ※５ 

（中略） 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合※１ 保存期間 

40．発電所の外において運搬した核燃料物質等

の種類別の数量，その運搬に使用した容器の

種類ならびにその運搬の日時および経路 

運搬の都度 １年間 

41．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，

当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数

量，当該放射性廃棄物を容器に封入し，また

は容器と一体的に固型化した場合には当該容

器の数量および比重ならびにその廃棄の日，

場所および方法 

廃棄の都度 ※５ 

42．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器

に固型化した場合には，その方法 

封入または固型化の

都度 
※５ 

43．放射性物質による汚染の広がりの防止およ

び除去を行った場合には，その状況および担

当者の氏名 

広がりの防止および

除去の都度 
１年間 

44．事故の発生および復旧の日時 その都度 ※５ 

45．事故の状況および事故に際して採った処置 同上 ※５ 

46．事故の原因 同上 ※５ 

47．事故後の処置 同上 ※５ 

48．風向および風速 連続して 10 年間 

49．降雨量 同上 10 年間 

50．大気温度 同上 10 年間 

51．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

52．保安教育の実施日時，項目および受けた者

の氏名 
実施の都度 ３年間 

53．原子炉施設における保安活動の実施の状況の

評価 
評価の都度 ※５ 

54．原子炉施設に対して実施した保安活動への最

新の技術的知見の反映状況の評価 
評価の都度 ※５ 

（中略） 

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

表１１９－２ 

記録（実用炉規則第３７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

 1.溶接事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

検査の都度 

検査に係る原子炉容器等

の存続する期間 

 (7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において協力した事業者がある場合には、当

該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該溶接事業者検査を行

った後最初の法第四十三

条の三の十三第六項 の

通知を受けるまでの期間

表１１９－３ 

記録（実用炉規則第５７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

1.定期事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

 (7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において協力した事業者がある場合には、当

該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項  

検査の都度 

検査を実施した特定発電

用原子炉施設を廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

表１１９－２ 

記録（実用炉規則第１４条の３に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

 1.使用前事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

(7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において役務を供給した事業者がある場合

には、当該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該使用前事業者検査に

係る発電用原子炉施設の

存続する期間 

表１１９－３ 

記録（実用炉規則第５７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

1.定期事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

 (7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において役務を供給した事業者がある場合

には、当該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項  

検査の都度 

その発電用原子炉施設が

廃棄された後５年が経過

するまでの期間 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

表１１９－４※６

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質保証計画に関する以下の記録 

（１）第３条４．２．１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過する

までの期間 

２．JEAC4111 の要求事項に基づき作成する以下の記

録 

（１）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（２）教育・訓練，技能および経験について該当する

記録 
作成の都度 ５年 

（３）業務の計画で必要と定めた記録（本項の他で定

めるものを除く） 
作成の都度 ５年 

（４）業務に対する要求事項のレビューの結果の記録

およびそのレビューを受けてとられた処置の

記録 

作成の都度 ５年 

（５）原子炉施設の要求事項に関連する設計・開発へ

のインプットの記録 
作成の都度 ５年 

（６）設計・開発のレビューの結果の記録および必要

な処置があればその記録 作成の都度 ５年 

（７）設計・開発の検証の結果の記録および必要な処

置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（８）設計・開発の妥当性確認の結果の記録および必

要な処置があればその記録 作成の都度 ５年 

（９）設計・開発の変更の記録 作成の都度 ５年 

（10）設計・開発の変更のレビューの結果の記録およ

び必要な処置があればその記録 作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および評価によって

必要とされた処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（12）プロセスの妥当性確認で組織が記録を必要とし

た活動の記録 
作成の都度 ５年 

（13）業務に関するトレーサビリティの記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織外の所有物に関して，組織が必要と判断し

た場合の記録 
作成の都度 ５年 

（15）校正または検証に用いた基準の記録 
作成の都度 ５年 

表１１９－４※６

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の記

録 

（１）第３条（品質マネジメントシステム計画）４．

２．１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過する

までの期間 

２．品管規則の要求事項に基づき作成する以下の記

録 

（１）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（２）要員の力量および教育訓練その他の措置に係る

記録 
作成の都度 ５年 

（３）個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセ

スを実施した結果が個別業務等要求事項に適合

することを実証するために必要な記録（本項の

他で定めるものを除く） 

作成の都度 ５年 

（４）個別業務等要求事項の審査の結果の記録およ

び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記

録 

作成の都度 ５年 

（５）設計開発に用いる情報に係る記録 
作成の都度 ５年 

（６）設計開発レビューの結果の記録および当該設

計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係

る記録 
作成の都度 ５年 

（７）設計開発の検証の結果の記録および当該検証

の結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（８）設計開発妥当性確認の結果の記録および当該

設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置

に係る記録 

作成の都度 ５年 

（９）設計開発の変更に係る記録 作成の都度 ５年 

（10）設計開発の変更の審査，検証および妥当性確

認の結果の記録およびその結果に基づき講じた

措置に係る記録 

作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および当該評価の

結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（12）個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認

の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（13）機器等または個別業務に関するトレーサビリ

ティの記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の物品を所持している場合の

記録 
作成の都度 ５年 

（15）当該計量の標準が存在しない場合における，

校正または検証の根拠の記録 作成の都度 ５年 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ９１ -

変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（16）測定機器が要求事項に適合していないと判明し

た場合の，過去の測定結果の妥当性評価の記録 作成の都度 ５年 

（17）校正および検証の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（18）内部監査の結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）検査および試験の合否判定基準への適合の記録
作成の都度 ５年 

（20）リリース（次工程への引渡し）を正式に許可し

た人の記録 
作成の都度 ５年 

（21）不適合の性質，不適合に対してとられた特別採

用を含む処置の記録 
作成の都度 ５年 

（22）是正処置の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（23）予防処置の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（中略） 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（16）監視測定のための設備に係る要求事項への不

適合が判明した場合における，従前の監視測定の

結果の妥当性を評価した記録 

作成の都度 ５年 

（17）監視測定のための設備の校正および検証の結

果の記録 作成の都度 ５年 

（18）内部監査結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等または自主検査等の結果

に係る記録 作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことの承認を行っ

た要員を特定することができる記録 
作成の都度 ５年 

（21）不適合の内容の記録および当該不適合に対して

講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録 
作成の都度 ５年 

（22）講じたすべての是正処置およびその結果の記

録   作成の都度 ５年 

（23）講じたすべての未然防止処置およびその結果

の記録 作成の都度 ５年 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ９２ -

変更前 変更後 備  考 

（報告） 

第１２０条 各課長または当直長は，次に定める事項に該当する場合または該当するおそれがあると判

断した場合について，あらかじめ定められた経路に従って，直ちに所長および原子炉主任技術者に報

告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合。（第７２条） 

（２）放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合。（第

８７条，第８８条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合。（第１００条） 

（４）実用炉規則第１３４条第２号から第１４号に定める報告事象が生じた場合。 

（５）第７５条（異常発生時の基本的な対応）第１項または第２項に定める異常が発生した場合。 

（中略） 

（報告） 

第１２０条 各課長または当直長は，次に定める事項に該当する場合または該当するおそれがあると判

断した場合について，あらかじめ定められた経路に従って，直ちに所長および原子炉主任技術者に報

告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合。（第７２条） 

（２）放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合。（第

８７条，第８８条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合。（第１００条の２） 

（４）実用炉規則第１３４条第２号から第１４号に定める報告事象が生じた場合。 

（５）第７５条（異常発生時の基本的な対応）第１項または第２項に定める異常が発生した場合。 

（中略） 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ９３ -

変更前 変更後 備  考 

（関係法令および保安規定の遵守）  

第１２３条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令および保安規定の

遵守を確実に行うため，以下の活動を実施する。 

（１）社長は，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことをコミットメントするとともに関係法

令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの内

容について変更する。 

（２）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，関係法令および保安規定の遵守を

確実に行うための活動を統括する。 

（３）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全

文化醸成基本要領」に基づき，関係法令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を

年度毎に策定し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（４）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

（関係法令および保安規定の遵守） 

第１２３条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，関係法令および保安規定の

遵守を確実に行うため，以下の活動を実施する。 

（１）社長は，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことをコミットメントするとともに関係法

令および保安規定の遵守が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの

内容について変更する。 

（２）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，関係法令および保安規定の遵守を

確実に行うための活動を統括する。 

（３）内部監査部門長は，「原子力安全管理監査細則」を定め，関係法令および保安規定の遵守を確実

に行うための活動を統括する。 

（４）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織（内部監査部門を除く。）は，社長のコミットメ

ントを受け，「原子力安全文化醸成基本要領」に基づき，関係法令および保安規定を遵守する意識

を定着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（５）内部監査部門は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全管理監査細則」に基づき，関係法

令および保安規定を遵守する意識を定着させる活動の計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき

活動を実施し，評価を行う。 

（６）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

（７）内部監査部門長は，活動の実施状況およびその評価結果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，

活動計画へ反映する。 

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- ９４ -

変更前 変更後 備  考 

（安全文化の醸成） 

第１２４条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，原子力安全を最優先に位置

付けた保安活動とするために以下の安全文化を醸成する活動を行う。 

（１）社長は，安全文化を醸成することをコミットメントするとともに安全文化を醸成する活動が行わ

れる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から安全文化醸成活動に対する提言を受けるため，社外有識者を中心とし

た「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置する。また，安全文化醸成

等に関する課題への対応業務を分掌する「原子力強化プロジェクト」を設置する。「原子力強化プ

ロジェクト」の業務分掌，職位および職務権限を「組織規程」に定める。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，安全文化醸成を推進するための活

動を統括する。 

（４）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応業務を統括する。また，「原

子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者会議から安全文化醸成活動に対する提言を受け

る。  

（５）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応状況を適宜有識者会議に報告

し，提言を受ける。有識者会議からの提言を社長へ報告し，社長の意見を踏まえて部所長（第１２

７条（保安に関する職務）第３項から第１１項に定める職位）へ安全文化醸成活動に反映すること

を指示するとともに電源事業本部長へ指示の内容を通知する。 

（６）原子力強化プロジェクト長は，安全文化醸成に関する課題への対応の有効性評価を行い，評価結

果を踏まえた次年度の活動計画について有識者会議へ報告して提言を受け，有識者会議からの提言

を踏まえ社長へ報告する。社長の意見を踏まえた次年度の活動計画について電源事業本部長へ指示

する。 

（７）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全

文化醸成基本要領」に基づき安全文化醸成のための活動計画を年度毎に策定し，活動計画に基づき

活動を実施し，評価を行う。 

（中略） 

（安全文化の育成および維持） 

第１２４条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施するにあたり，原子力安全を最優先に位置

付けた保安活動とするために以下の健全な安全文化を育成し，および維持する活動を行う。 

（１）社長は，健全な安全文化を育成し，および維持することをコミットメントするとともに健全な安

全文化を育成し，および維持する活動が行われる体制を確実にする。また，必要な場合は，コミ

ットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から健全な安全文化の育成および維持活動に対する提言を受けるため，社

外有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置する。

また，健全な安全文化の育成および維持等に関する課題への対応業務を分掌する「原子力強化プ

ロジェクト」を設置する。「原子力強化プロジェクト」の業務分掌，職位および職務権限を「組織

規程」に定める。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化醸成基本要領」を定め，健全な安全文化の育成および維持

を推進するための活動を統括する。 

（４）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応業務を統

括する。また，「原子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者会議から健全な安全文化の

育成および維持活動に対する提言を受ける。  

（５）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応状況を適

宜有識者会議に報告し，提言を受ける。有識者会議からの提言を社長へ報告し，社長の意見を踏

まえて部所長（第１２７条（保安に関する職務）第３項から第１１項に定める職位）へ健全な安

全文化の育成および維持活動に反映することを指示するとともに電源事業本部長へ指示の内容を

通知する。 

（６）原子力強化プロジェクト長は，健全な安全文化の育成および維持に関する課題への対応の有効性

評価を行い，評価結果を踏まえた次年度の活動計画について有識者会議へ報告して提言を受け，

有識者会議からの提言を踏まえ社長へ報告する。社長の意見を踏まえた次年度の活動計画につい

て電源事業本部長へ指示する。 

（７）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織は，社長のコミットメントを受け，「原子力安全

文化醸成基本要領」に基づき健全な安全文化の育成および維持のための活動計画を年度毎に策定

し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

（品質保証計画） 

第１２５条 第１２２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下の品質保証計

画を定める。 

【品質保証計画】 

１．目的 

本品質保証計画は，発電所の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力発電所における安全のた

めの品質保証規程（JEAC4111-2009）」（以下「JEAC4111」という。）および関係法令に基づく品質マネジ

メントシステム（安全文化を醸成するための活動を行う仕組みを含む。以下「品質マネジメントシステ

ム」という。）を確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを目的とする。 

２．適用範囲 

本品質保証計画は，発電所の保安活動に適用する。 

３．定義 

本品質保証計画における用語の定義は，下記に定めるものの他 JEAC4111 に従う。 

（１）原子炉施設 

原子力発電所を構成する構築物，系統および機器等の総称のことをいう。（以下，本条において

同じ。） 

（２）原子力施設情報公開ライブラリー

原子力施設の事故または故障等の情報ならびに信頼性に関する情報を共有し活用することによ

り，事故および故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人原子力安全推進協会が運

営するデータベースのことをいう。（以下「ニューシア」という。） 

（３）ＢＷＲ事業者協議会 

国内ＢＷＲプラントの安全性および信頼性を向上させるために，電力会社とプラントメーカーと

の間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本条および第１７３

条において同じ。） 

（品質マネジメントシステム計画） 

第１２５条 第１２２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下の品質マネジ

メントシステム計画を定める。 

【品質マネジメントシステム計画】 

１．目的 

本品質マネジメントシステム計画は，発電所の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」および「同規則の解釈」（以下「品

管規則」という。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善

することを目的とする。 

２．適用範囲 

本品質マネジメントシステム計画は，発電所の保安活動に適用する。 

３．定義 

本品質マネジメントシステム計画における用語の定義は，以下に定めるものの他品管規則に従う。

（１）原子炉施設 

原子炉等規制法第４３条３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。 

（２）ニューシア

原子力施設の事故もしくは故障等の情報または信頼性に関する情報を共有し，活用することによ

り，事故および故障等の未然防止を図ることを目的として，一般社団法人 原子力安全推進協会が

運営するデータベース（原子力施設情報公開ライブラリー）のことをいう。 

（３）ＢＷＲ事業者協議会

国内ＢＷＲプラントの安全性および信頼性を向上させるために，電力会社とプラントメーカーと

の間で情報を共有し，必要な技術的検討を行う協議会のことをいう。（以下，本条および第１７３

条において同じ。） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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変更前 変更後 備  考 

４．品質マネジメントシステム 

４．１ 一般要求事項 

（１）第１２６条（保安に関する組織）に定める発電所の保安に関する組織（本編において，以下「組

織」という。）は，本品質保証計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実

施し，維持する。また，その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

（３）組織は，品質マネジメントシステムの運用において，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類指針」という。）を参考として，品質マネジメント

システム要求事項の適用の程度について，グレード分けを行う。また，これに基づき資源の適切な

配分を行う。なお，グレード分けの決定に際しては，重要度分類指針を参考とした重要性に加えて

以下の事項を考慮する。 

ａ）プロセスおよび原子炉施設の複雑性，独自性，または斬新性の程度 

ｂ）プロセスおよび原子炉施設の標準化の程度や記録のトレーサビリティの程度 

ｃ）検査または試験による原子力安全に対する要求事項への適合性の検証可能性の程度 

ｄ）作業または製造プロセス，要員，要領，および装置等に対する特別な管理や検査の必要性の程

度 

ｅ）原子炉施設に対する保守，検査および取替えの難易度 

４．品質マネジメントシステム 

４．１品質マネジメントシステムに係る要求事項 

（１）組織（第１２６条（保安に関する組織）に示す部門（第１２６条に規定する組織の最小単位をい

う。以下，本編において同じ。）すべてをいう。以下，本編において同じ。）は，本品質マネジメン

トシステム計画に従って，品質マネジメントシステムを確立し，実施するとともに，その実効性を

維持する（保安活動の目的が達成される蓋然性が高い計画を立案し，計画どおりに保安活動を実施

した結果，計画段階で意図した効果を維持していることをいう。）ため，その改善を継続的に行う

（品質マネジメントシステムに基づき実施した一連のプロセスの運用の結果，原子力の安全の確保

が維持されているとともに，不適合その他の事象について品質マネジメントシステムに起因する原

因を究明し，是正処置や未然防止処置を通じて原因の除去を行うこと等により，当該システムの改

善を継続的に行うことをいう。）。 

（２）組織は，保安活動の重要度（事故が発生した場合に原子炉施設から放出される放射性物質が人と

環境に及ぼす影響の度合いに応じた，ａ．からｃ．に掲げる事項を考慮した原子炉施設における保

安活動の管理の重み付けをいう。）に応じて品質マネジメントシステムを確立し，運用する。この

場合，次に掲げる事項を適切に考慮し，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」（以下「重要度分類指針」という。）を参考として，品質マネジメントシステム要求事

項の適用の程度について，「原子力品質保証細則」に規定し，グレード分けを行う。 

ａ．原子炉施設，組織または個別業務の重要度およびこれらの複雑さの程度 

ｂ．原子炉施設もしくは機器等の品質または保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそ

れのあるものおよびこれらに関連する潜在的影響の大きさ（原子力の安全に影響を及ぼすおそれ

のある自然現象や人為による事象（故意によるものを除く。）およびそれらにより生じ得る影響

や結果の大きさをいう。） 

ｃ．機器等の故障もしくは通常想定されない事象（設計上考慮していないまたは考慮していても発

生し得る事象（人的過誤による作業の失敗等）をいう。）の発生または保安活動が不適切に計画

され，もしくは実行されたことにより起こり得る影響 

（３）組織は，原子炉施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し，品管

規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネ

ジメント文書」という。）に明記する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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（２）組織は，次の事項を実施する。

ａ） 品質マネジメントシステムに必要なプロセスおよびそれらの組織への適用を「原子力品質保

証規程」，「原子力品質保証細則」，「原子力安全管理監査細則」および４．２．１ｃ），ｄ）に示

す規定類で明確にする。 

ｂ） これらのプロセスの順序および相互関係を「図１ 品質マネジメントシステムにおけるプロ

セス間の相互関係」に示す。 

ｃ） これらのプロセスの運用および管理のいずれもが効果的であることを確実にするために必要

な判断基準および方法を明確にする。 

ｄ）これらのプロセスの運用および監視を支援するために必要な資源および情報を利用できること

を確実にする。

ｅ）これらのプロセスを監視し，適用可能な場合には測定し，分析する。 

ｆ）これらのプロセスについて，計画どおりの結果を得るため，かつ，継続的改善を達成するため

に必要な処置をとる。

ｇ）これらのプロセスおよび組織を品質マネジメントシステムと整合がとれたものにする。

ｈ）社会科学および行動科学の知見を踏まえて，品質マネジメントシステムの運用を促進する。 

（４）組織は，これらのプロセスを，本品質保証計画に従って運営管理する。 

（５）原子力安全の達成に影響を与えるプロセスをアウトソースすることを組織が決めた場合には，組

織はアウトソースしたプロセスに関して管理を確実にする。これらのアウトソースしたプロセスに

適用される管理の方式および程度は，「７．４ 調達」の中で定める。（ 

（４）組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに，そのプロセスを組

織に適用することを決定し，次に掲げる業務を行う。 

ａ．プロセスの運用に必要な情報および当該プロセスの運用により達成される結果を４．２．１

（２），（３）および（４）の表に示す文書で明確にする。 

ｂ．プロセスの順序および相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を「図１ 品質

マネジメントシステムのプロセス間の相互関係」に示す。 

ｃ．プロセスの運用および管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保

安活動指標」という。）ならびに当該指標に係る判定基準を明確に定める。なお，保安活動指標

には，安全実績指標（特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。

ｄ．プロセスの運用ならびに監視および測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源および情

報が利用できる体制を確保する（責任および権限の明確化を含む。）。

ｅ．プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定することが困難である場合は，

この限りでない。

ｆ．プロセスについて，意図した結果を得，および実効性を維持するための措置（プロセスの変更

を含む。）を講ずる。 

ｇ．プロセスおよび組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。

ｈ．原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には，原子力の安全

が確保されるようにする。これには，セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と

原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し，解決することを含

む。

（５）組織は，健全な安全文化を育成および維持する。これは，技術的，人的，組織的な要因の相互作

用を適切に考慮して，効果的な取組を通じて，次の状態を目指していることをいう。 

ａ．原子力の安全および安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

ｂ．風通しの良い組織文化が形成されている。 

ｃ．要員が，自ら行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し，その業務に責任を持って

いる。 

ｄ．すべての活動において，原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

ｅ．要員が，常に問いかける姿勢および学習する姿勢を持ち，原子力の安全に対する自己満足を戒

めている。 

ｆ．原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され，報告された問題が対処さ

れ，その結果が関係する要員に共有されている。 

ｇ．安全文化に関する内部監査および自己評価の結果を組織全体で共有し，安全文化を改善するた

めの基礎としている。 

ｈ．原子力の安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して，要員が必要なコミュニ

ケーションを取っている。 

（６）組織は，機器等または個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」

という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは，当該プロセスが管

理されているようにする。 

（７）組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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図１ 品質マネジメントシステムにおけるプロセス間の相互関係 

４．２ 文書化に関する要求事項

４．２．１ 一般 

品質マネジメントシステムの文書には，次の事項を含める。また，これらの文書体系を「図２ 品質

マネジメントシステム文書体系図」に，規定類と保安規定各条文との関連をｂ）,ｃ）およびｄ）の表

に示す。 

なお，ｃ），ｄ）の記録は，適正※に作成する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。 

ａ）文書化した，品質方針および品質目標の表明

ｂ）品質マニュアル 

品質マニュアルである一次文書を以下の表に示す。 

一次文書名（関連条文） 制定者 

本品質保証計画 社長 

原子力品質保証規程（第１２５条） 社長 

原子力品質保証細則（第１２５条） 電源事業本部長 

原子力安全管理監査細則（第１２５条） 考査部門長 

図１ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

４．２ 品質マネジメントシステムの文書化 

４．２．１ 一般

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当該文書に規定する事項を実施する。

品質マネジメントシステム文書体系を「図２ 品質マネジメントシステム文書体系図」に示す。 

（１）品質方針および品質目標 

（２）品質マニュアル 

品質マニュアルである一次文書を以下の表に示す。 

一次文書名（関連条文） 制定者 

本品質マネジメントシステム計画 社長 

原子力品質保証規程（第１２５条） 社長 

原子力品質保証細則（第１２５条） 電源事業本部長 

原子力安全管理監査細則（第１２５条） 内部監査部門長 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・組織改正に伴

う変更 
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ｄ）組織内のプロセスの効果的な計画，運用および管理を確実に実施するために，組織が必要と決定

した記録を含む文書

このうち，組織が必要と決定した二次文書を以下の表に示す。 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

5.4.1 

品質目標 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

マネジメント

レビュー基本

要領 

（第 125 条）

電源事業

本部長 

5.5.1 

責任および

権限 

主任技術者の

選任・解任お

よび職務等に

関する基本要

領 

（第 130 条，

第 131 条） 

電源事業

本部長 

5.5.4 
内部コミュ
ニケーショ
ン 

内部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 125 条，
128 条，129
条） 

電源事業

本部長 
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第125条）

考査部門部長 

（原子力監査）

5.6 
マネジメン
トレビュー

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 125 条）

電源事業

本部長 

6.2 
人的資源

力量および教
育訓練基本
要領（第 125
条，187 条，
188 条） 

電源事業

本部長 

7.1 

業務の計画

電源事業本部
保安業務要領
（第 147 条，
150 条，151
条） 

電源事業
本部部長
(原子力
管理) 

廃止措置管
理要領（第
140 条 か ら
142 条） 

島根原子
力発電所
長 

運転管理要
領(第 132 条
から 139 条，
第143条から
146 条) 

島根原子
力発電所
長 

燃料管理要領
（第147条か
ら 150 条） 

島根原子
力発電所
長 

放射性廃棄物
管理要領 
（第 151 条か
ら 157 条） 

島根原子
力発電所
長 

（３）実効性のあるプロセスの計画的な実施および管理がなされるようにするために，組織が必要と決

定した文書 

このうち，二次文書を以下の表に示す。 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

5.4.1 

品質目標 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

監視測定およ

び分析基本要

領 

（第 125 条）

電源事業

本部長 

5.5.1 

責任および

権限 

主任技術者の

選任・解任お

よび職務等に

関する基本要

領（第130条，

第 131 条） 

電源事業

本部長 

5.5.4 
組織の内部
の情報の伝
達

内部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 125 条，
第 128 条，第
129 条） 

電源事業

本部長 原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第125条）

内部監査部門

部長

（原子力監査）

5.6 
マネジメン
トレビュー

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 125 条）

電源事業

本部長 

6.1 
資源の確保
6.2 
要員の力量
の確保およ
び教育訓練

力量および教
育訓練基本
要領 
（第 125 条，
第 187 条，第
188 条） 

電源事業

本部長 

7.1 

個別業務に

必要なプロ

セスの計画

電源事業本部
保安業務要領
（第 147 条，
第149条の2，
第 151条） 

電源事業
本部部長
(原子力
管理) 

廃止措置管理
要領（第 140
条から第 142
条） 

島根原子

力発電所

長 

運転管理要
領(第 132 条
か ら 第 139
条，第 143 条
か ら 第 146
条) 

島根原子
力発電所
長 

燃料管理要領
（第147条か
ら第149条の
2） 

島根原子
力発電所
長 

放射性廃棄物
管理要領 
（第 150 条か
ら第 156 条）

島根原子
力発電所
長 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・組織改正に伴

う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １００ -

変更前 変更後 備  考 

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

7.1 

業務の計画

（つづき）

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

放射線管理要
領（第 158 条
から 172 条）

島根原子
力発電所
長 

保守管理要
領（第 173 条
から 174 条）

島根原子

力発電所

長 
異常事象発生
時の対応要
領（第138条，
第 139 条，第
175 条から
186 条，190
条） 

島根原子

力発電所

長 

原子力安全文
化醸成基本
要領 
（第 123 条，
第 124 条） 

電源事業

本部長 

7.2.3 
外部とのコ
ミュニケー
ション 

外部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 125 条）

電源事業

本部長 

7.3 
設計・開発

設計・開発管
理基本要領
（第 125 条）

電源事業

本部長 

7.4 
調達 

調達管理基本
要領 
（第 125 条）

電源事業

本部長 

8.2.1 
原子力安全
の達成 

外部コミュニ
ケーション基
本要領 
（第 125 条）

電源事業
本部長 

8.2.4 
検査および
試験

検査および試
験管理基本要
領 
（第 125 条）

電源事業

本部長

8.4 
データの分
析 

マネジメント
レビュー基本
要領 
（第 125 条）

電源事業
本部長 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第125 条）

考査部門部長 

（原子力監査）

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文） 
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

7.1 

個別業務に

必要なプロ

セスの計画

（つづき）

原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
品
質
保
証
細
則

放射線管理要領
（第 157 条から第
171 条） 

島根原子
力発電所
長 

施設管理要領（第
173条から第173
条の5） 

島根原子

力発電所

長 
異常事象発生時の
対応要領（第 138
条，第 139 条，第
175 条から第 186
条，第 190 条） 

島根原子

力発電所

長 

原子力安全文化醸
成基本要領（第
123 条） 

電源事業

本部長 

原
子
力
品
質
保

証
規
程

原
子
力
安
全
管

理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要領

（第123条）

内部監査部門

部長 

（原子力監査）

原子力安全文化

醸成基本要領（第

124 条） 

電源事業

本部長 

7.2.3 
組織の外部
の者との情
報の伝達等

外部コミュニケー
ション基本要領 
（第 125 条） 

電源事業 

本部長 

7.3 
設計開発 

設計・開発管理基
本要領（第 125 条）
文書・記録管理基
本要領（第 125 条）

電源事業 

本部長 

7.4 
調達
7.5.5 
調達物品の
管理

調達管理基本要領
（第 125 条） 

電源事業 

本部長 

8.2.1 
組織の外部
の者の意見

外部コミュニケー
ション基本要領 
（第 125 条） 

電源事業 
本部長 

8.2.3 
プロセスの
監視測定 

監視測定および分
析基本要領（第
125 条） 
不適合等管理基本
要領（第 125 条）

電源事業

本部長

8.2.4 
機器等の検
査等

検査管理要領（第
125 条） 

島根原子

力発電所

長
8.4 
データの分
析および評
価

監視測定および分
析基本要領（第125
条） 

電源事業 
本部長 

原
子
力
品
質
保
証

規
程

原
子
力
安
全
管
理

監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要領

（第125条）

内部監査部門

部長

（原子力監査）

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更

・組織改正に伴

う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １０１ -

変更前 変更後 備  考 

ｃ）JEAC4111 が要求する“文書化された手順”および記録 

このうち，JEAC4111 が要求する“文書化された手順”である二次文書を以下の表に示す。 

また，一次文書，二次文書以外の組織が必要と決定した文書は，本規定を遵守するために，ｂ），ｃ），

ｄ）の文書の中で，文書名または作成し管理することを記載することにより，本規定上の位置付けを明

確にする。 

図２ 品質マネジメントシステム文書体系図

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

4.2.3 

文書管理 

4.2.4 

記録の管理
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

細 

則 

文書・記録管

理基本要領

（第 125 条）

電源事業

本部長 
原 

子 

力 

品 

質 

保 

証 

規 

程 

原 

子 

力 

安 

全 

管 

理 

監 

査 

細 

則 

原子力安全 

管理監査要領

（第125 条）

考査部門部長 

（原子力監査）

8.2.2 

内部監査 

実施部門内部

監査基本要領

（第125 条）

電源事業

本部長 

8.3 

不適合管理

8.5.2 

是正処置 

不適合管理・

是正処置基本

要領 

（第 125 条）

電源事業

本部長 

8.5.3 

予防処置 

予防処置基本

要領 

（第 125 条）

電源事業

本部長 

（４）品管規則の要求事項に基づき作成する手順書および品管規則の要求事項に基づき作成する指示

書，図面等（以下「手順書等」という。） 

このうち，二次文書を以下の表に示す。

図２ 品質マネジメントシステム文書体系図

関連条項 

・項目 

実施部門 監査部門 

一次文書名
二次文書名 

（関連条文）
制定者 一次文書名

二次文書名 

（関連条文）
制定者 

4.2.3 

文書の管理

4.2.4 

記録の管理
原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
品
質
保
証
細
則

文書・記録管

理基本要領

（第 125 条）

電源事業

本部長 

原
子
力
品
質
保
証
規
程

原
子
力
安
全
管
理
監
査
細
則

原子力安全 

管理監査要領

（第125条）

内部監査部門

部長

（原子力監査）

8.2.2 

内部監査 

8.3 

不適合の管

理 

8.5.2 

是正処置等

8.5.3 

未然防止処

置

不適合等管理

基本要領 

（第 125 条）

電源事業

本部長

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・監査業務の見

直しに伴う変

更 

・組織改正に伴

う変更 

→４．２．１ａ），ｂ）の文書

方針

および目標

（一次文書）

管 理

（二次文書）

業務実施

（三次文書）

記 録 →４．２．１ｃ），ｄ）の記録 

→４．２．１ｃ），ｄ）の表に記載の文書

→４．２．１ｄ）の文書

（ただし，４．２．１ｄ）の表に
記載の文書を除く）

→４．２．１（１），（２）の文書

方針

および目標

（一次文書）

管 理

（二次文書）

業務実施

（三次文書）

記 録 →４．２．１（３），（４）の文書に 

基づき作成する記録 

→４．２．１（３），（４）の表に記載の文書

→４．２．１（３），（４）の文書

（ただし，４．２．１（３），（４）の
表に記載の文書を除く）



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １０２ -

変更前 変更後 備  考 

４．２．２ 品質マニュアル 

（１）組織は，品質マニュアルとして，次の文書を作成し，維持する。

ａ）本品質保証計画 

ｂ）原子力品質保証規程 

当社の品質マネジメントシステムとして本品質保証計画を含め社長がこれを定める。 

ｃ）原子力品質保証細則 

「原子力品質保証規程」に基づき，電源事業本部長が実施部門の細部事項を定める。 

ｄ）原子力安全管理監査細則 

「原子力品質保証規程」に基づき，考査部門長が監査部門の細部事項を定める。 

（２）組織は，品質マニュアルに，次の事項を含める。 

ａ）品質マネジメントシステムの適用範囲 

ｂ）品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”またはそれらを参照でき

る情報 

ｃ）品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述

４．２．３ 文書管理 

（１）組織は，品質マネジメントシステムで必要とされる文書を遵守するために，規定類に基づき，保

安規定上の位置付けを明確にし，保安活動の重要度に応じて管理する。ただし，記録は文書の一種

ではあるが，４．２．４に規定する要求事項に従って管理する。 

（２）組織は，次の活動に必要な管理を規定するために，文書管理に関する社内規定を確立する。

ａ）発行前に，適切かどうかの観点から文書をレビューし，承認する。

ｂ）文書をレビューする。また，必要に応じて更新し，再承認する。 

ｃ）文書の変更の識別および現在有効な版の識別を確実にする。

ｄ）該当する文書の適切な版が，必要なときに，必要なところで使用可能な状態にあることを確実

にする。 

ｅ）文書は，読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。

ｆ）品質マネジメントシステムの計画および運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を

明確にし，その配付が管理されていることを確実にする。 

ｇ）廃止文書が誤って使用されないようにする。また，これらを何らかの目的で保持する場合には，

適切な識別をする。

４．２．４ 記録の管理 

（１）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために適正に作成

する記録の対象を明確にし，管理する。

（３）記録は，読みやすく，容易に識別可能かつ検索可能とする。

（２）組織は，記録の識別，保管，保護，検索，保管期間および廃棄に関して必要な管理を規定するた

めに，記録の管理に関する社内規定を確立する。 

４．２．２ 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルである本品質マネジメントシステム計画，「原子力品質保証規程」，「原子力

品質保証細則」および「原子力安全管理監査細則」に次に掲げる事項を定める。

（１）品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

（２）保安活動の計画，実施，評価および改善に関する事項 

（３）品質マネジメントシステムの適用範囲

（４）品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報

（５）プロセスの相互の関係

 （「図１ 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係」参照） 

４．２．３ 文書の管理

（１）組織は，次の事項を含む，品質マネジメント文書を管理する。

ａ．組織として承認されていない文書の使用または適切ではない変更の防止 

ｂ．文書の組織外への流出等の防止 

ｃ．品質マネジメント文書の発行および改訂に係る審査の結果，当該審査の結果に基づき講じた措

置ならびに当該発行および改訂を承認した者に関する情報の維持 

（２）組織は，要員が判断および決定をするに当たり，適切な品質マネジメント文書を利用できるよう

（文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含む。），

品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた４．２．１（４）の表の４．２．３項に係

る文書を作成する。 

ａ．品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査し，発行を承認すること。 

ｂ．品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに，改訂に当たり，その妥当性

を審査し，改訂を承認する（ａ．と同様に改訂の妥当性を審査し，承認することをいう。）こと。

ｃ．品質マネジメント文書の審査および評価には，その対象となる文書に定められた活動を実施す

る部門の要員を参画させること。 

ｄ．品質マネジメント文書の改訂内容および最新の改訂状況を識別できるようにすること。 

ｅ．改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては，当該文書の適切な制定版また

は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。 

ｆ．品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 

ｇ．組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その配付を管理すること。 

ｈ．廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において，当該文

書を保持するときは，その目的にかかわらず，これを識別し，管理すること。 

４．２．４ 記録の管理 

（１）組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実

効性を実証する記録を明確にするとともに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握すること

ができ，かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応じてこれを管理する。

（２）組織は，（１）の記録の識別，保存，保護，検索および廃棄に関し，所要の管理の方法を定めた

４．２．１（４）の表の４．２．４項に係る文書を作成する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １０３ -

変更前 変更後 備  考 

５．経営者の責任 

５．１ 経営者のコミットメント

社長は，品質マネジメントシステムの構築および実施，ならびにその有効性を継続的に改善すること

に対するコミットメントの証拠を，次の事項によって示す。

ｂ）品質方針を設定する。

ｃ）品質目標が設定されることを確実にする。

ｆ）安全文化を醸成するための活動を促進する。

ｄ）マネジメントレビューを実施する。 

ｅ）資源が使用できることを確実にする。

ａ）法令・規制要求事項を満たすことは当然のこととして，原子力安全の重要性を組織内に周知す

る。

５．２ 原子力安全の重視 

社長は，原子力安全を最優先に位置付け，業務・原子炉施設に対する要求事項が決定され，満たされ

ていることを確実にする（７．２．１および８．２．１参照）。 

５．３ 品質方針 

社長は，品質方針について，次の事項を確実にする。

ａ）組織の目的に対して適切である。

ｂ）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミット

メントを含む。

ｃ）品質目標の設定およびレビューのための枠組みを与える。

ｄ）組織全体に伝達され，理解される。

ｅ）適切性の持続のためにレビューされる。 

ｆ）組織運営に関する方針と整合がとれている。 

５．４ 計画 

５．４．１ 品質目標 

（１）社長は，組織内のしかるべき部門および階層で，業務・原子炉施設に対する要求事項を満たすた

めに必要なものを含む品質目標（７．１（３）ａ）参照）が設定されていることを確実にする。

５．経営責任者等の責任 

５．１ 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って品質マネジメントシステムを

確立させ，実施させるとともに，その実効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによっ

て実証する。

（１）品質方針を定めること。

（２）品質目標が定められているようにすること。 

（３）要員が，健全な安全文化を育成し，および維持することに貢献できるようにすること（要員が健

全な安全文化を育成し，維持する取組に参画できる環境を整えていることをいう。）。 

（４）５．６．１に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

（５）資源が利用できる体制を確保すること。

（６）関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。

（７）保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有することを，要員に認識させること。 

（８）すべての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，その優先順位および説明する責

任を考慮して確実に行われるようにすること。 

５．２ 原子力の安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等および個別業務が個別業務等要求事項に適合し，かつ，

原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

５．３ 品質方針 

社長は，品質方針（健全な安全文化を育成し，および維持することに関するもの（この場合におい

て，技術的，人的および組織的要因ならびにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及

ぼすものであることを考慮し，組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定していること。）を

含む。）が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

（１）組織の目的および状況に対して適切なものであること（組織運営に関する方針と整合的なもので

あることを含む。）。

（２）要求事項への適合および品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与す

ること。 

（３）品質目標を定め，評価するにあたっての枠組みとなるものであること。 

（４）要員に周知され，理解されていること。 

（５）品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。

５．４ 計画 

５．４．１ 品質目標 

（１）社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）

が定められているようにする。これには，品質目標を達成するための計画として，次の事項を含

む。 

ａ．実施事項 

ｂ．必要な資源 

ｃ．責任者 

ｄ．実施事項の完了時期 

ｅ．結果の評価方法 

（２）社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得る（品質目標の達成状況を監視測定し，その達成

状況を評価できる状態にあること。）ものであって，かつ，品質方針と整合的なものとなるように

する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

なお，組織は，品質目標に関する社内規定を定める。 

（２）品質目標は，その達成度が判定可能で，品質方針との整合がとれていること。 

５．４．２ 品質マネジメントシステムの計画 

社長は，次の事項を確実にする。

ａ）品質目標に加えて４．１に規定する要求事項を満たすために，品質マネジメントシステムの構

築と維持についての計画を策定する。 

ｂ）品質マネジメントシステムの変更を計画し，実施する場合には，その変更が品質マネジメント

システムの全体の体系に対して矛盾なく，整合性がとれている。 

５．５ 責任・権限およびコミュニケーション 

５．５．１ 責任および権限 

社長は，保安活動を実施するための責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権

限を第１２７条（保安に関する職務）および第１３１条（廃止措置主任者の職務等）に定め，組織全体

に周知されていることを確実にする。 

５．５．２ 管理責任者 

（１）社長は，実施部門の管理責任者として電源事業本部長，監査部門の管理責任者として考査部門長

を任命する。 

（２）管理責任者は，与えられている他の責任とかかわりなく，次に示す責任および権限をもつ。

ａ）品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立，実施および維持を確実にする。

ｂ）品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況および改善の必要性の有無について，社長に

報告する。

ｃ）組織全体にわたって，関係法令の遵守および原子力安全についての認識を高めることを確実に

する。 

（３）組織は，品質目標に係る事項について，４．２．１（３）の表の５．４．１項に係る文書を確立

する。 

５．４．２ 品質マネジメントシステムの計画 

（１）社長は，品質マネジメントシステムが４．１の規定に適合するよう，その実施にあたっての計画

が策定されているようにする。 

（２）社長は，プロセスおよび組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更

を含む。）を含む，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実施される場合において

は，当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合に

おいて，保安活動の重要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。

ａ．品質マネジメントシステムの変更の目的および当該変更により起こり得る結果（当該変更によ

る原子力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価の結果に基づき

講じた措置を含む。） 

ｂ．品質マネジメントシステムの実効性の維持 

ｃ．資源の利用可能性 

ｄ．責任および権限の割当て 

５．５ 責任，権限およびコミュニケーション 

５．５．１ 責任および権限 

社長は，第１２７条（保安に関する職務）および第１３１条（廃止措置主任者の職務等）に定める責

任（担当業務に応じて，組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限

ならびに部門相互間の業務の手順（部門間で連携が必要な業務のプロセスにおいて，業務（情報の伝達

を含む。）が停滞し，断続することなく遂行できる仕組みをいう。）を定めさせ，関係する要員が責任を

持って業務を遂行できるようにする。

５．５．２ 品質マネジメントシステム管理責任者 

（１）社長は，電源事業本部長を組織（内部監査部門を除く。）の品質マネジメントシステム管理責任

者として，内部監査部門長を内部監査部門の品質マネジメントシステム管理責任者として任命す

る。 

（２）社長は，品質マネジメントシステム管理責任者に，次に掲げる業務に係る責任および権限を与え

る。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにすること。

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況およびその改善の必要性について，社長に報告すること。

ｃ．健全な安全文化を育成し，および維持することにより，原子力の安全の確保についての認識が

向上するようにすること。

ｄ．関係法令を遵守すること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

５．５．３ プロセス責任者

社長は，プロセス責任者に対し，所掌する業務に関して，次に示す責任および権限を与えることを確

実にする。 

ａ）プロセスが確立され，実施されるとともに，有効性を継続的に改善する。 

ｂ）業務に従事する要員の，業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。

ｃ）成果を含む実施状況について評価する（５．４．１および８．２．３参照）。 

ｄ）安全文化を醸成するための活動を促進する。 

５．５．４ 内部コミュニケーション 

社長は，組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立されることを確実にする。また，

品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にする。

なお，組織は，内部コミュニケーションに関する社内規定を定める。

５．５．３ 管理者 

（１）社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（第１２６条（保安に関する組織）に定め

る組織を構成する個々の部門の長をいう。以下「管理者」という。）に，当該管理者が管理監督す

る業務に係る責任および権限を与える。 

なお，管理者に代わり，個別業務のプロセスを管理する責任者を置いて，その業務を行わせるこ

とができる。この場合において，当該責任者の責任および権限は，文書で明確に定める。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持されているようにす

ること。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

ｄ．健全な安全文化を育成し，および維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

（２）管理者は，（１）の責任および権限の範囲において，原子力の安全のためのリーダーシップを発

揮し，次に掲げる事項を確実に実施する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務の実施状況を監視測定すること。

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の安全への取組を積極的に行える

ようにすること。 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由およびその内容を，関係する要員に確実に伝達すること。

ｄ．常に問いかける姿勢および学習する姿勢を要員に定着させるとともに，要員が，積極的に原子

炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

（３）管理者は，管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野および強化

すべき分野に係るものを含む。）を，あらかじめ定められた間隔（品質マネジメントシステムの実

効性の維持および継続的な改善のために保安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品

質マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された間隔をいう。）で行う。 

５．５．４ 組織の内部の情報の伝達 

（１）社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに，品

質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

（２）組織は，品質マネジメントシステムの運営に必要となるコミュニケーションが必要に応じて行わ

れる場や仕組みを決め，実行するため，４．２．１（３）の表の５．５．４項に係る文書を確立

する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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５．６ マネジメントレビュー 

５．６．１ 一般 

（１）社長は，組織の品質マネジメントシステムが，引き続き，適切，妥当かつ有効であることを確実

にするために，社内規定に基づき，あらかじめ定めた間隔で品質マネジメントシステムをレビュー

する。 

（２）このレビューでは，品質マネジメントシステムの改善の機会の評価，ならびに品質方針および品

質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。

（３）マネジメントレビューの結果の記録は，維持する（４．２．４参照）。 

５．６．２ マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューへのインプットには，次の情報を含める。 

ａ）監査の結果 

ｂ）原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方 

ｃ）プロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。）ならびに検査および試験の結

果 

ｅ）安全文化を醸成するための活動の実施状況 

ｆ）関係法令の遵守状況 

ｄ）予防処置および是正処置の状況 

ｇ）前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

ｈ）品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

ｉ）改善のための提案 

５．６ マネジメントレビュー 

５．６．１ 一般 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，改善の機会を得て，保安活動の改

善に必要な措置を講ずるため，品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」とい

う。）を，あらかじめ定められた間隔（品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善

のために保安活動として取り組む必要がある課題ならびに当該品質マネジメントシステムの変更を考

慮に入れて設定された間隔をいう。）で行う。

５．６．２ マネジメントレビューに用いる情報

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる情報を報告する。

（１）内部監査の結果 

（２）組織が外部の組織または者から監査，評価を受ける外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の

結果（外部監査を受けた場合に限る。），地域住民の意見，原子力規制委員会の意見等を含む，組

織の外部の者の意見 

（３）プロセスの運用状況（JIS Q9001 の「プロセスのパフォーマンスならびに製品およびサービスの

適合の状況」および「プロセスの監視測定で得られた結果」に相当するものをいう。） 

（４）使用前事業者検査および定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）ならびに自主

検査等の結果 

ここで「自主検査等」とは，要求事項への適合性を判定するため，組織が使用前事業者検査等の

ほかに自主的に行う，合否判定基準のある検証，妥当性確認，監視測定，試験およびこれらに付随

するものをいう。（以下，本編において同じ。） 

（５）品質目標の達成状況 

（６）健全な安全文化の育成および維持の状況（内部監査による安全文化の育成および維持の取組状況

に係る評価の結果ならびに管理者による安全文化についての弱点のある分野および強化すべき分

野に係る自己評価の結果を含む。） 

（７）関係法令の遵守状況 

（８）不適合ならびに是正処置および未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩

により得られたものを含む。）ならびに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

（９）従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置

（10）品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

（11）部門または要員からの改善のための提案 

（12）資源の妥当性 

（13）保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を

明確にし，当該課題に取り組むことを含む。）の実効性 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

５．６．３ マネジメントレビューからのアウトプット

マネジメントレビューからのアウトプットには，次の事項に関する決定および処置すべてを含める。

ａ）品質マネジメントシステムおよびそのプロセスの有効性の改善 

ｂ）業務の計画および実施にかかわる改善 

ｃ）資源の必要性 

６．資源の運用管理 

６．１ 資源の提供

組織は，原子力安全に必要な資源を明確にし，提供する。

６．３ 原子炉施設およびインフラストラクチャー 

組織は，原子力安全の達成のために必要な原子炉施設を明確にし，維持管理する。また，原子力安全

の達成のために必要なインフラストラクチャーを明確にし，維持する。

６．４ 作業環境 

組織は，原子力安全の達成のために必要な作業環境を明確にし，運営管理する。 

６．２ 人的資源

６．２．１ 一般 

原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員は，適切な教育，訓練，技能および経験を判断の

根拠として力量を有していること。

６．２．２ 力量，教育・訓練および認識 

組織は，力量，教育・訓練および認識に関する社内規定に基づき，次の事項を実施する。 

ａ）原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

ｂ）該当する場合には（必要な力量が不足している場合には），その必要な力量に到達することが

できるように教育・訓練を行うか，または他の処置をとる。

ｃ）教育・訓練または他の処置の有効性を評価する。

ｄ）組織の要員が，自らの活動のもつ意味および重要性を認識し，品質目標の達成に向けて自らが

どのように貢献できるかを認識することを確実にする。 

ｅ）教育，訓練，技能および経験について該当する記録を維持する（４．２．４参照）。

５．６．３ マネジメントレビューの結果を受けて行う措置

（１）組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に掲げる事項について決定する。

ａ．品質マネジメントシステムおよびプロセスの実効性の維持に必要な改善（改善の機会を得て実

施される組織の業務遂行能力を向上させるための活動をいう。）

ｂ．個別業務に関する計画および個別業務の実施に関連する保安活動の改善

ｃ．品質マネジメントシステムの実効性の維持および継続的な改善のために必要な資源

ｄ．健全な安全文化の育成および維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野および強

化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。） 

ｅ．関係法令の遵守に関する改善 

（２）組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管理する。 

（３）組織は，（１）の決定をした事項について，必要な措置を講じる。

６．資源の管理 

６．１ 資源の確保

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を４．２．１（３）の表の６．

１項，６．２項および７．１項に係る文書において明確に定め（本品質マネジメントシステム計画の事

項を実施するために必要な資源を特定した上で，組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達で

きる資源（組織の外部から調達する者を含む。）とを明確にし，それを定めていることをいう。），これ

を確保し，および管理する。

（１）要員 

（２）個別業務に必要な施設，設備およびサービスの体系（JIS Q9001 の「インフラストラクチャ」を

いう。） 

（３）作業環境（作業場所の放射線量，温度，照度，狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある

事項を含む。） 

（４）その他必要な資源 

６．２ 要員の力量の確保および教育訓練 

（１）組織は，個別業務の実施に必要な技能および経験を有し，意図した結果を達成するために必要な

知識および技能ならびにそれを適用する能力（以下「力量」という。また，力量には，組織が必

要とする技術的，人的および組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者を要員に充てる。

（２）組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じて，４．２．１（３）の表の５．

４．１項および６．２項に係る文書を確立し，次に掲げる業務を行う。 

ａ．要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

ｂ．要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し，

または雇用することを含む。）を講ずること。 

ｃ．教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。

ｄ．要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識しているようにすること。

（ａ）品質目標の達成に向けた自らの貢献 

（ｂ）品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

（ｃ）原子力の安全に対する当該個別業務の重要性

ｅ．要員の力量および教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これを管理すること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．業務の計画および実施 

７．１ 業務の計画 

（１）組織は，社内規定に基づき，保安活動に関する業務（以下「７．業務の計画および実施」「８．

評価および改善」ではこれらを「業務」という。）に必要なプロセスを計画し，構築する。

（２）業務の計画は，品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合がとれているこ

と（４．１参照）。 

（３）組織は，業務の計画にあたって，次の各事項について適切に明確化する。

ａ）業務・原子炉施設に対する品質目標および要求事項 

ｂ）業務・原子炉施設に特有な，プロセスおよび文書の確立の必要性，ならびに資源の提供の必要

性

ｃ）その業務・原子炉施設のための検証，妥当性確認，監視，測定，検査および試験活動，ならび

にこれらの合否判定基準 

ｄ）業務・原子炉施設のプロセスおよびその結果が，要求事項を満たしていることを実証するため

に必要な記録（４．２．４参照）

（４）この計画のアウトプットは，組織の運営方法に適した形式にする。

７．個別業務に関する計画の策定および個別業務の実施 

７．１ 個別業務に必要なプロセスの計画 

（１）組織は，４．２．１（４）の表の４．２．３項および４．２．１（３）の表の７．１項に係る文

書に基づき，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定する（４．１（２）ｃ．を考慮し

て計画を策定することを含む。）とともに，そのプロセスを確立する。

（２）組織は，（１）の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性（業

務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保する。

（３）組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定または変更（プロセス

および組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセスおよび組織の軽微な変更を含む。）を含む。）

を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。

ａ．個別業務計画の策定または変更の目的および当該計画の策定または変更により起こり得る結果

（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析および評価ならびに当該分析および評価

の結果に基づき講じた措置を含む。） 

ｂ．機器等または個別業務に係る品質目標および個別業務等要求事項 

ｃ．機器等または個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書および資源 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認および監視測定ならびにこれらの個別業務等要求事項

への適合性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）

ｅ．個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合す

ることを実証するために必要な記録 

（４）組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適したものとする。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．２ 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

７．２．１ 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化

（１）組織は，次の事項を業務の計画（７．１参照）で明確にする。

ｂ）明示されていないが，業務・原子炉施設に不可欠な要求事項 

ａ）業務・原子炉施設に適用される法令・規制要求事項 

ｃ）組織が必要と判断する追加要求事項すべて

（２）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項を確実に業務の計画に反映させるため，電源事業本

部部長（原子力管理）を主査とする「原子力部門戦略会議」において原子力の重要課題を統括し，

業務運営の改善を図る計画を検討する。計画の策定にあたっては，規制動向および現状の保安活動

における課題・問題点を把握し，その適切な処置について検討を行う。また，「原子力部門戦略会

議」の運営方法を「原子力部門戦略会議運営手順書」に定める。 

なお，電源事業本部部長（原子力管理）は，「原子力部門戦略会議」の活動状況を電源事業本部

長に報告する。電源事業本部長は，課題の重要性に応じ，社長へ報告し，社長からの指示を計画の

検討に反映させるよう電源事業本部部長（原子力管理）へ指示する。 

７．２．２ 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

（１）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは，その要求事項を

適用する前に実施する。 

（２）レビューでは，次の事項を確実にする。 

ａ）業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。

ｂ）業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には，それについて

解決されている。 

ｃ）組織が，定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

（３）このレビューの結果の記録，およびそのレビューを受けてとられた処置の記録を維持する（４．

２．４参照）。 

（４）業務・原子炉施設に対する要求事項が書面で示されない場合には，組織はその要求事項を適用す

る前に確認する。 

（５）業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には，組織は，関連する文書を修正する。

また，変更後の要求事項が，関連する要員に理解されていることを確実にする。 

７．２．３ 外部とのコミュニケーション

（１）組織は，原子力安全に関して外部とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を社内規定

にて明確にし，実施する。 

（２）組織は，保安活動に関する制度変更に対し，「原子力安全情報検討会」において，発電所を含め

た組織としての適切な全体計画を作成するとともに，発電所が十分に実行可能で合理的な手順を確

立する。また，「原子力安全情報検討会」の活動状況は，定期的に「原子力部門戦略会議」に報告

する。なお，「原子力安全情報検討会」の運営方法を「原子力安全情報処理手順書」に定める。 

７．２ 個別業務等要求事項に関するプロセス  

７．２．１ 個別業務等要求事項として明確にすべき事項

（１）組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。

ａ．組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等または個別業務に必要な要求事項 

ｂ．関係法令 

ｃ．ａ．，ｂ．に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

（２）組織は，個別業務等要求事項を確実に業務の計画に反映させるため，電源事業本部部長（原子力

管理）を主査とする「原子力部門戦略会議」において原子力の重要課題を統括し，業務運営の改

善を図る計画を検討する。計画の策定にあたっては，規制動向および現状の保安活動における課

題・問題点を把握し，その適切な処置について検討を行う。また，「原子力部門戦略会議」の運営

方法を「原子力部門戦略会議運営手順書」に定める。 

なお，電源事業本部部長（原子力管理）は，「原子力部門戦略会議」の活動状況を電源事業本部

長に報告する。電源事業本部長は，課題の重要性に応じ，社長へ報告し，社長からの指示を計画の

検討に反映させるよう電源事業本部部長（原子力管理）へ指示する。 

７．２．２ 個別業務等要求事項の審査

（１）組織は，機器等の使用または個別業務の実施に当たり，あらかじめ，個別業務等要求事項の審査

を実施する。 

（２）組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲げる事項を確認する。 

ａ．当該個別業務等要求事項が定められていること。

ｂ．当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合におい

ては，その相違点が解明されていること。 

ｃ．組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。

（３）組織は，（１）の審査の結果の記録および当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。 

（４）組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連する文書が改訂されるようにす

るとともに，関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

７．２．３ 組織の外部の者との情報の伝達等

（１）組織は，組織の外部の者からの情報の収集および組織の外部の者への情報の伝達のために，次の

事項を含む，実効性のある方法を４．２．１（３）の表の７．２．３項に係る文書で明確に定め，

これを実施する。

ａ．組織の外部の者と効果的に連絡し，適切に情報を通知する方法 

ｂ．予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

ｃ．原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

ｄ．原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し，意思決定において適切に考慮

する方法 

（２）組織は，保安活動に関する制度変更に対し，「原子力安全情報検討会」において，発電所を含め

た組織としての適切な全体計画を作成するとともに，発電所が十分に実行可能で合理的な手順を

確立する。また，「原子力安全情報検討会」の活動状況は，定期的に「原子力部門戦略会議」に報

告する。なお，「原子力安全情報検討会」の運営方法を「原子力安全情報処理手順書」に定める。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．３ 設計・開発 

組織は，設計・開発に関する社内規定に基づき，設計・開発を管理する。 

７．３．１ 設計・開発の計画 

（１）原子炉施設の設計・開発の計画を策定し，管理する。 

（２）設計・開発の計画において，次の事項を明確にする。 

ａ）設計・開発の段階

ｂ）設計・開発の各段階に適したレビュー，検証および妥当性確認 

ｃ）設計・開発に関する責任（保安活動の内容について説明する責任を含む。）および権限 

（３）効果的なコミュニケーションならびに責任および権限の明確な割当てを確実にするために，設

計・開発に関与するグループ間のインタフェースを運営管理する。 

（４）設計・開発の進行に応じて，策定した計画を適切に更新する。

７．３．２ 設計・開発へのインプット 

（１）原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし，記録を維持する（４．２．４参照）。

インプットには，次の事項を含める。

ａ）機能および性能に関する要求事項 

ｃ）適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

ｂ）適用される法令・規制要求事項 

ｄ）設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

（２）原子炉施設の要求事項に関連するインプットについては，その適切性をレビューし，承認する。

要求事項は，漏れがなく，曖昧でなく，相反することがないこと。

７．３．３ 設計・開発からのアウトプット

（１）設計・開発からのアウトプットは，設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した

形式とする。また，リリースの前に，承認を受ける。

（２）設計・開発からのアウトプットは，次の状態とする。 

ａ）設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

ｂ）調達，業務の実施（原子炉施設の使用を含む。）に対して適切な情報を提供する。

ｃ）関係する検査および試験の合否判定基準を含むか，またはそれを参照している。

ｄ）安全な使用および適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

７．３ 設計開発 

組織は，４．２．１（３）の表の７．３項に係る文書を確立し，次の事項を実施する。 

７．３．１ 設計開発計画 

（１）組織は，設計開発（専ら原子炉施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下「設

計開発計画」という。）を策定する（不適合および予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための

活動（４．１（２）ｃ．の事項を考慮して行うものを含む。）を行うことを含む。）とともに，設

計開発を管理する。

この設計開発には，設備，施設，ソフトウェアおよび手順書等に関する設計開発を含む。この場

合において，原子力の安全のために重要な手順書等の設計開発については，新規制定の場合に加え，

重要な変更がある場合にも行う。 

（２）組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．設計開発の性質，期間および複雑さの程度 

ｂ．設計開発の各段階における適切な審査，検証および妥当性確認の方法ならびに管理体制

ｃ．設計開発に係る部門および要員の責任および権限 

ｄ．設計開発に必要な組織の内部および外部の資源 

（３）組織は，実効性のある情報の伝達ならびに責任および権限の明確な割当てがなされるようにする

ために，設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。 

（４）組織は，（１）により策定された設計開発計画を，設計開発の進行に応じて適切に変更する。

７．３．２ 設計開発に用いる情報

（１）組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって，次に掲げるものを明確に定

めるとともに，当該情報に係る記録を作成し，これを管理する。

ａ．機能および性能に係る要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる情報として適用可

能なもの

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

（２）組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，承認する。 

７．３．３ 設計開発の結果に係る情報

（１）組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と対比して検証することができる

形式により管理する。 

（２）組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらかじめ，当該設計開発の結果に係

る情報を承認する。 

（３）組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

ａ．設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。

ｂ．調達，機器等の使用および個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。

ｃ．合否判定基準を含むものであること。

ｄ．機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．３．４ 設計・開発のレビュー 

（１）設計・開発の適切な段階において，次の事項を目的として，計画されたとおりに（７．３．１参

照）体系的なレビューを行う。

ａ）設計・開発の結果が，要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

ｂ）問題を明確にし，必要な処置を提案する。 

（２）レビューへの参加者には，レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門を代表す

る者および当該設計・開発に係る専門家を含める。このレビューの結果の記録，および必要な処置

があればその記録を維持する（４．２．４参照）。

７．３．５ 設計・開発の検証 

（１）設計・開発からのアウトプットが，設計・開発へのインプットで与えられている要求事項を満た

していることを確実にするために，計画されたとおりに（７．３．１参照）検証を実施する。この

検証の結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。 

（２）設計・開発の検証は，原設計者以外の者またはグループが実施する。 

７．３．６ 設計・開発の妥当性確認 

（１）結果として得られる原子炉施設が，指定された用途または意図された用途に応じた要求事項を満

たし得ることを確実にするために，計画した方法（７．３．１参照）に従って，設計・開発の妥当

性確認を実施する。

（２）実行可能な場合にはいつでも，原子炉施設の使用前に，妥当性確認を完了する。 

（３）妥当性確認の結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。

７．３．７ 設計・開発の変更管理 

（１）設計・開発の変更を明確にし，記録を維持する（４．２．４参照）。 

（２）変更に対して，レビュー，検証および妥当性確認を適切に行い，その変更を実施する前に承認す

る。 

（３）設計・開発の変更のレビューには，その変更が，当該の原子炉施設を構成する要素および関連す

る原子炉施設に及ぼす影響の評価を含める。

（４）変更のレビューの結果の記録，および必要な処置があればその記録を維持する（４．２．４参照）。

７．３．４ 設計開発レビュー 

（１）組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画に従って，次に掲げる事項を目的とした

体系的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 

ａ．設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

ｂ．設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措置を提案するこ

と。 

（２）組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連す

る部門の代表者および当該設計開発に係る専門家を参加させる。 

（３）組織は，設計開発レビューの結果の記録および当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し，これを管理する。

７．３．５ 設計開発の検証 

（１）組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために，設計開発

計画に従って検証を実施する（設計開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に，当該

設計開発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うことを含む。）。 

（２）組織は，設計開発の検証の結果の記録および当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作

成し，これを管理する。

（３）組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。 

７．３．６ 設計開発の妥当性確認 

（１）組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従

って，当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する（機器等の

設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合において，当該機器等の使用を開始する

前に，設計開発妥当性確認を行うことを含む。）。 

（２）組織は，機器等の使用または個別業務の実施に当たり，あらかじめ，設計開発妥当性確認を完了

する。 

（３）組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し，これを管理する。

７．３．７ 設計開発の変更の管理 

（１）組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるよう

にするとともに，当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。

（２）組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検証および妥当性確認を行い，変

更を承認する。 

（３）組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更が原子炉施設に及ぼす影響の評価（当

該原子炉施設を構成する材料または部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。

（４）組織は，（２）の審査，検証および妥当性確認の結果の記録およびその結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し，これを管理する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．４ 調達 

組織は，調達に関する社内規定に基づき，調達を実施する。 

７．４．１ 調達プロセス 

（１）規定された調達要求事項に，調達製品が適合することを確実にする。 

（２）供給者および調達製品に対する管理の方式および程度は，調達製品が，原子力安全に及ぼす影響

に応じて定める。 

（３）供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として，供給者を評価し，

選定する。選定，評価および再評価の基準を定める。 

（４）評価の結果の記録，および評価によって必要とされた処置があればその記録を維持する（４．２．

４参照）。 

（５）調達製品の調達後における，維持または運用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法

およびそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な措置に関する方法を定める。 

７．４．２ 調達要求事項 

（１）調達要求事項では調達製品に関する要求事項を明確にし，次の事項のうち該当するものを含める。

ａ）製品，手順，プロセスおよび設備の承認に関する要求事項 

ｂ）要員の適格性確認に関する要求事項 

ｃ）品質マネジメントシステムに関する要求事項 

ｄ）不適合の報告および処理に関する要求事項 

ｅ）安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項 

（２）供給者に伝達する前に，規定した調達要求事項が妥当であることを確実にする。

（３）組織は，調達製品を受領する場合には，調達製品の供給者に対し，調達要求事項への適合状況を

記録した文書を提出させる。 

７．４ 調達 

組織は，４．２．１（３）の表の７．４項に係る文書を確立し，次の事項を実施する。 

７．４．１ 調達プロセス

（１）組織は，調達する物品または役務（以下「調達物品等」という。）が，自ら規定する調達物品等

に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

（２）組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者および調達物品等に適用される管理の

方法（調達物品等が調達物品等要求事項に適合していることを確認する適切な方法（機器単位の

検証，調達物品等の妥当性確認等の方法 ）をいう。）および程度を定める。ここで，管理の方法

および程度には，力量を有する者を組織の外部から確保する際に，外部への業務委託の範囲を品

質マネジメント文書に明確に定めることを含む。なお，この場合において，一般産業用工業品に

ついては，調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要

求事項に適合していることを確認できるように，管理の方法および程度を定める。 

（３）組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給

者を評価し，選定する。 

（４）組織は，調達物品等の供給者の評価および選定に係る判定基準を定める。 

（５）組織は，（３）の評価の結果の記録および当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。

（６）組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画において，適切な調達の実施に必要な事

項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持または運用に必要な技術情報（原子炉施設の

保安に係るものに限る。）の取得および当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措

置に関する事項を含む。）を定める。

７．４．２ 調達物品等要求事項 

（１）組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求事項のうち，該当するものを含

める。

ａ．調達物品等の供給者の業務のプロセスおよび設備に係る要求事項 

ｂ．調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

ｃ．調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｄ．調達物品等の不適合の報告（偽造品または模造品等の報告を含む。）および処理に係る要求事

項

ｅ．調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，および維持するために必要な要求事項

ｆ．一般産業用工業品を機器等に使用するにあたっての評価に必要な要求事項 

ｇ．その他調達物品等に必要な要求事項 

（２）組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者

検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関す

ることを含める。 

（３）組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり，あらかじめ，

当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

（４）組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に対し，調達物品等要求事項への

適合状況を記録した文書を提出させる。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．４．３ 調達製品の検証 

（１）調達製品が，規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするために，必要な検査または

その他の活動を定めて，実施する。 

（２）組織が，供給者先で検証を実施することにした場合には，その検証の要領および調達製品のリリ

ースの方法を調達要求事項の中で明確にする。

７．５ 業務の実施  

７．５．１ 業務の管理 

組織は，業務の計画（７．１参照）に基づき，業務を管理された状態で実施する。管理された状態に

は，次の事項のうち該当するものを含める。 

ａ）原子力安全との係わりを述べた情報が利用できる。

ｂ）必要に応じて，作業手順が利用できる。 

ｃ）適切な設備を使用している。 

ｄ）監視機器および測定機器が利用でき，使用している。 

ｅ）監視および測定が実施されている。 

ｆ）業務のリリースが実施されている。

７．５．２ 業務の実施に関するプロセスの妥当性確認

（１）業務の実施の過程で結果として生じるアウトプットが，それ以降の監視または測定で検証するこ

とが不可能で，その結果，業務が実施された後でしか不具合が顕在化しない場合には，組織は，そ

の業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。 

（２）妥当性確認によって，これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを実証する。 

（３）組織は，これらのプロセスについて，次の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。

ａ）プロセスのレビューおよび承認のための明確な基準 

ｂ）設備の承認および要員の適格性確認

ｃ）所定の方法および手順の適用 

ｄ）記録に関する要求事項（４．２．４参照） 

ｅ）妥当性の再確認

７．５．３ 識別およびトレーサビリティ

（１）必要な場合には，組織は，業務の計画および実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉施

設を識別する。

（２）組織は，業務の計画および実施の全過程において，監視および測定の要求事項に関連して，業務・

原子炉施設の状態を識別する。 

（３）トレーサビリティが要求事項となっている場合には，組織は，業務・原子炉施設について一意の

識別を管理し，記録を維持する（４．２．４参照）。 

７．４．３ 調達物品等の検証 

（１）組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を

定め，実施する。 

（２）組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは，

当該検証の実施要領および調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品

等要求事項の中で明確に定める。 

７．５ 個別業務の管理 

７．５．１ 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しない

と認められるものを除く。）に適合するように実施する。

（１）原子炉施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等または実施する個別業務の

特性および当該機器等の使用または個別業務の実施により達成すべき結果を含む。）が利用できる

体制にあること。 

（２）手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。

（３）当該個別業務に見合う設備を使用していること。

（４）監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ当該設備を使用していること。

（５）８．２．３に基づき監視測定を実施していること。

（６）本品質マネジメントシステム計画に基づき，プロセスの次の段階に進むことの承認を行っている

こと。

７．５．２ 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認

（１）組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監視測定では当該プロセスの結果

を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確にな

る場合を含む。）においては，妥当性確認を行う。

（２）組織は，（１）のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを，（１）の妥当

性確認によって実証する。

（３）組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，これを管理する。 

（４）組織は，（１）の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次に掲げる事項（当該プロセス

の内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査および承認のための判定基準

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認および要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認（対象となる個別業務計画の変更時の再確認および一定期間が経過した後に行う定

期的な再確認を含む。）の方法

７．５．３ 識別管理およびトレーサビリティの確保 

（１）組織は，個別業務計画および個別業務の実施に係るすべてのプロセスにおいて，適切な手段によ

り，機器等および個別業務の状態を識別し，管理する。 

（２）組織は，トレーサビリティ（機器等の使用または個別業務の実施に係る履歴，適用または所在を

追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては，機器等または個別

業務を識別し，これを記録するとともに，当該記録を管理する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

７．５．４ 組織外の所有物 

組織は，組織外の所有物について，それが組織の管理下にある間，注意を払い，必要に応じて記録を

維持する（４．２．４参照）。 

７．５．５ 調達製品の保存 

組織は，調達製品の検証後，受入から据付(使用)までの間，要求事項への適合を維持するように調達

製品を保存する。この保存には，該当する場合，識別，取扱い，包装，保管および保護を含める。保存

は，取替品，予備品にも適用する。

７．６ 監視機器および測定機器の管理 

（１）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために，組織は，実施すべき監視およ

び測定を業務の計画（７．１参照）に明確にする。また，そのために必要な監視機器および測定機

器を明確にする。

（２）組織は，監視および測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視および測定が実施できる

ことを確実にするプロセスを確立する。

（３）測定値の正当性が保証されなければならない場合には，測定機器に関し，次の事項を満たす。

ａ）定められた間隔または使用前に，国際または国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らし

て校正もしくは検証，またはその両方を行う。そのような標準が存在しない場合には，校正また

は検証に用いた基準を記録する（４．２．４参照）。 

ｃ）校正の状態を明確にするために識別を行う。

ｂ）機器の調整をする，または必要に応じて再調整する。 

ｄ）測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

ｅ）取扱い，保守および保管において，損傷および劣化しないように保護する。

さらに，測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には，組織は，その測定機

器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し，記録する（４．２．４参照）。

組織は，その機器，および影響を受けた業務・原子炉施設すべてに対して，適切な処置をとる。

校正および検証の結果の記録を維持する（４．２．４参照）。 

（４）規定要求事項にかかわる監視および測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には，そのコン

ピュータソフトウェアによって意図した監視および測定ができることを確認する。この確認は，最

初に使用するのに先立って実施する。また，必要に応じて再確認する。 

７．５．４ 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品（JIS Q9001 の「顧客または外部提供者の所有物」をいう。）を所持

している場合においては，必要に応じ，記録を作成し，これを管理する。 

７．５．５ 調達物品の管理 

（１）組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物品等要求事項に適合するように

管理（識別表示，取扱い，包装，保管および保護を含む。）する。 

（２）組織は，調達物品の管理に係る事項について，４．２．１（３）の表の７．５．５項に係る文書

を確立する。 

７．６ 監視測定のための設備の管理

（１）組織は，機器等または個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定および

当該監視測定のための設備を４．２．１（３）の表の７．１項に係る文書において明確に定める。

（２）組織は，（１）の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該監視測定に係る要求事項と整

合性のとれた方法を，４．２．１（３）の表の７．１項に係る文書において確立し，実施する。 

（３）組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定のために必要な設備を，次に掲げ

る事項に適合するものとする。 

ａ．あらかじめ定められた間隔（７．１（１）に基づき定めた計画に基づく間隔をいう。）で，ま

たは使用の前に，計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合

にあっては，校正または検証の根拠について記録する方法）により校正または検証がなされてい

ること。 

ｂ．校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

ｃ．所要の調整がなされていること。 

ｄ．監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

ｅ．取扱い，維持および保管の間，損傷および劣化から保護されていること。 

（４）組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては，従前の監

視測定の結果の妥当性を評価し，これを記録する。

（５）組織は，（４）の場合において，当該監視測定のための設備および（４）の不適合により影響を

受けた機器等または個別業務について，適切な措置を講じる。 

（６）組織は，監視測定のための設備の校正および検証の結果の記録を作成し，これを管理する。 

（７）組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは，その初回の使用に当たり，

あらかじめ，当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認す

る。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

８．評価および改善 

８．１ 一般

（１）組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析および改善のプロセスを計画し，実施す

る。 

ａ）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合を実証する。 

ｂ）品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

ｃ）品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

（２）これには，統計的手法を含め，適用可能な方法，およびその使用の程度を決定することを含める。

８．２ 監視および測定 

８．２．１ 原子力安全の達成 

組織は，品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして，原子力安全を達成し

ているかどうかに関して外部がどのように受けとめているかについての情報を監視する。この情報の入

手および使用の方法を社内規定に定める。

８．２．２ 内部監査 

（１）組織は，品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために，あ

らかじめ定められた間隔で社内規定に基づき，客観的な評価を行う部門による内部監査を実施す

る。 

ａ）品質マネジメントシステムが，業務の計画（７．１参照）に適合しているか，JEAC4111 の要

求事項に適合しているか，および組織が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合してい

るか。 

ｂ）品質マネジメントシステムが効果的に実施され，維持されているか。 

（２）組織は，監査の対象となるプロセスおよび領域の状態および重要性，ならびにこれまでの監査結

果を考慮して，監査プログラムを策定する。監査の基準，範囲，頻度および方法を規定する。監査

員の選定および監査の実施においては，監査プロセスの客観性および公平性を確保する。 

監査員は，自らの業務を監査しない。

（３）監査の計画および実施，記録の作成および結果の報告に関する責任および権限，ならびに要求事

項を規定するために，内部監査に関する社内規定を確立する。

（４）監査およびその結果の記録を維持する（４．２．４参照）。 

（５）監査された領域に責任をもつ管理者は，検出された不適合およびその原因を除去するために遅滞

なく，必要な修正および是正処置すべてがとられることを確実にする。フォローアップには，とら

れた処置の検証および検証結果の報告を含める（８．５．２参照）。 

８．評価および改善 

８．１ 監視測定，分析，評価および改善 

（１）組織は，監視測定，分析，評価および改善に係るプロセス（取り組むべき改善に関係する部門の

管理者等の要員を含め，組織が当該改善の必要性，方針，方法等について検討するプロセスを含

む。）を計画し，実施する。

（２）組織は，要員が（１）の監視測定の結果を利用できるようにする（要員が情報を容易に取得し，

改善活動に用いることができる体制があることをいう。）。 

８．２ 監視および測定 

８．２．１ 組織の外部の者の意見 

（１）組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。

（２）組織は，（１）の意見の把握および当該意見の反映に係る方法を４．２．１（３）の表の８．２．

１項に係る文書に定める。 

８．２．２ 内部監査 

（１）組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件への適合性を確認するために，保

安活動の重要度に応じて，あらかじめ定められた間隔で，客観的な評価を行う部門により内部監

査を実施する。

ａ．本品質マネジメントシステム計画に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 

ｂ．実効性のある実施および実効性の維持

（２）組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法および責任を定める。 

（３）組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスその他の領域（以下「領域」とい

う。）の状態および重要性ならびに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，

内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，および実施するこ

とにより，内部監査の実効性を維持する。 

（４）組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定および内部監査の実施にお

いては，客観性および公平性を確保する。

（５）組織は，内部監査員または管理者に自らの個別業務または管理下にある個別業務に関する内部監

査をさせない。 

（６）組織は，内部監査実施計画の策定および実施ならびに内部監査結果の報告ならびに記録の作成お

よび管理について，その責任および権限（必要に応じ，内部監査員または内部監査を実施した部

門が内部監査結果を社長に直接報告する権限を含む。）ならびに内部監査に係る要求事項を，４．

２．１（４）の表の８．２．２項に係る文書に定める。 

（７）組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。

（８）組織は，不適合が発見された場合には，（７）の通知を受けた管理者に，不適合を除去するため

の措置および是正処置を遅滞なく講じさせるとともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報

告させる。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １１６ -

変更前 変更後 備  考 

８．２．３ プロセスの監視および測定 

（１）組織は，品質マネジメントシステムのプロセスの監視，および適用可能な場合に行う測定には，

適切な方法を適用する。 

（２）これらの方法は，プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものとする。

（３）計画どおりの結果が達成できない場合には，適切に，修正および是正処置をとる。

８．２．４ 検査および試験

（１）組織は，原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために，検査および試験に関す

る社内規定に基づき，原子炉施設を検査および試験する。検査および試験は，業務の計画（７．１

参照）に従って，適切な段階で実施する。検査および試験の合否判定基準への適合の証拠を維持す

る（４．２．４参照）。 

（３）リリース(次工程への引渡し)を正式に許可した人を，記録する（４．２．４参照）。

（４）業務の計画（７．１参照）で決めた検査および試験が完了するまでは，当該原子炉施設を据え付

けたり，運転したりしない。ただし，当該の権限をもつ者が承認したときは，この限りではない。

（２）検査および試験要員の独立の程度を定める。 

８．２．３ プロセスの監視測定 

（１）組織は，プロセスの監視測定（対象には，機器等および保安活動に係る不適合についての弱点の

ある分野および強化すべき分野等に関する情報を含む。）を行う場合においては，当該プロセスの

監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

監視測定の方法には次の事項を含む。 

ａ．監視測定の実施時期 

ｂ．監視測定の結果の分析および評価の方法ならびに時期 

（２）組織は，（１）の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応じて，保安活動指標を用いる。

（３）組織は，（１）の方法により，プロセスが５．４．２（１）および７．１（１）の計画に定めた

結果を得ることができることを実証する。

（４）組織は，（１）の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のために，必要な措置を講じる。 

（５）組織は，５．４．２（１）および７．１（１）の計画に定めた結果を得ることができない場合ま

たは当該結果を得ることができないおそれがある場合においては，個別業務等要求事項への適合

性を確保するために，当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して適切な措置を講じる。 

８．２．４ 機器等の検査等 

（１）組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個別業務計画に従って，個別業務

の実施に係るプロセスの適切な段階において，使用前事業者検査等または自主検査等を実施する。

（２）組織は，使用前事業者検査等または自主検査等の結果に係る記録（必要に応じ，検査において使

用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。）を作成し，これを管理する。 

（３）組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成

し，これを管理する。 

（４）組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等または自主検査等を支障なく完了するまでは，

プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業

務計画に定める手順により特に承認をする場合は，この限りでない。

（５）組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施

する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすること

（使用前事業者検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員

が，第１２７条に規定する職務の内容に照らして，別の部門に所属していることをいう。）その他

の方法により，使用前事業者検査等の中立性および信頼性が損なわれないこと（使用前事業者検

査等を実施する要員が，当該検査等に必要な力量を持ち，適正な判定を行うに当たり，何人から

も不当な影響を受けることなく，当該検査等を実施できる状況にあることをいう。）をいう。）を

確保する。 

（６）組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自主検査等を実施する要員をその対

象となる機器等を所管する部門に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすること（自

主検査等を実施する要員と当該検査対象となる機器等を所管する部門に属する要員が，第１２７

条に規定する職務の内容に照らして，必要に応じて別の部門に所属していることをいう。）その他

の方法により，自主検査等の中立性および信頼性が損なわれないこと（自主検査等を実施する要

員が，当該検査等に必要な力量を持ち，適正な判定を行うに当たり，何人からも不当な影響を受

けることなく，当該検査等を実施できる状況にあることをいう。）をいう。）を確保する。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １１７ -

変更前 変更後 備  考 

８．３ 不適合管理 

（１）組織は，業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

（２）不適合の処理に関する管理およびそれに関連する責任および権限を規定するために，不適合管理

に関する社内規定を確立する。 

（３）発電所長は，不適合管理を適切に実施するため，不適合と思われる情報の収集および不適合管理

グレードの決定等を次のとおり実施させる。 

ａ）発電所の要員は，不適合と思われる事象が発生した場合，その情報を課長（品質保証）に提出

する。 

ｂ）課長（品質保証）は，不適合と思われる情報を収集・整理し，「不適合判定検討会」へインプ

ットする。 

ｃ）品質保証部長は，「不適合判定検討会」の主査として，不適合と思われる情報について，不適

合管理グレードの決定および処置方法の検討を実施する。 

（４）該当する場合には，組織は，次の一つまたはそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

ａ）検出された不適合を除去するための処置をとる。 

ｂ）当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，または合格と判定すること

を正式に許可する。 

ｃ）本来の意図された使用または適用ができないような処置をとる。

ｄ）外部への引渡し後または業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響

または起こり得る影響に対して適切な処置をとる。

（６）不適合の性質の記録，および不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（４．

２．４参照）。 

（５）不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

（７）組織は，原子力施設の保安の向上に役立たせる観点から，社内規定に定める公開基準に従い，不

適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

８．４ データの分析 

（１）組織は，品質マネジメントシステムの適切性および有効性を実証するため，また，品質マネジメ

ントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために，社内規定に基づき，適切なデー

タを明確にし，それらのデータを収集し，分析する。この中には，監視および測定の結果から得ら

れたデータならびにそれ以外の該当する情報源からのデータを含める。

（２）データの分析によって，次の事項に関連する情報を提供する。

ａ）原子力安全の達成に関する外部の受けとめ方（８．２．１参照） 

ｂ）業務・原子炉施設に対する要求事項への適合（８．２．３および８．２．４参照） 

ｃ）予防処置の機会を得ることを含む，プロセスおよび原子炉施設の，特性および傾向（８．２．

３および８．２．４参照） 

ｄ）供給者の能力（７．４参照）

８．３ 不適合の管理

（１）組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，または個別業務が実施されること

がないよう，当該機器等または個別業務を特定し，これを管理する（不適合が確認された機器等

または個別業務が識別され，不適合がすべて管理されていることをいう。）。 

（２）組織は，不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）ならびに

それに関連する責任および権限を，４．２．１（４）の表の８．３項に係る文書に定める。 

（３）発電所長は，不適合管理を適切に実施するため，不適合と思われる情報の収集および不適合管理

グレードの決定等を次のとおり実施させる。  

ａ．発電所の要員は，不適合と思われる事象が発生した場合，その情報を課長（品質保証）に提出

する。  

ｂ．課長（品質保証）は，不適合と思われる情報を収集・整理し，「不適合判定検討会」へインプ

ットする。  

ｃ．品質保証部長は，「不適合判定検討会」の主査として，不適合と思われる情報について，不適

合管理グレードの決定および処置方法の検討を実施する。 

（４）組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。

ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

ｂ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し，

機器等の使用または個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ｃ．機器等の使用または個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

ｄ．機器等の使用または個別業務の実施後に発見した不適合については，その不適合による影響ま

たは起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

（５）組織は，不適合の内容の記録および当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る

記録を作成し，これを管理する。 

（６）組織は，（４）ａ．の措置を講じた場合においては，個別業務等要求事項への適合性を実証する

ための検証を行う。

（７）組織は，原子炉施設の保安の向上に役立たせる観点から，公開基準に従い，不適合の内容をニュ

ーシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

８．４ データの分析および評価

（１）組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため，および当該

品質マネジメントシステムの実効性の改善（品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ

分析の結果，課題や問題が確認されたプロセスを抽出し，当該プロセスの改良，変更等を行い，

品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。）の必要性を評価するために，４．２．

１（３）の表の８．４項に係る文書において，適切なデータ（監視測定の結果から得られたデー

タおよびそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし，収集し，および分析する。 

（２）組織は，（１）のデータの分析およびこれに基づく評価を行い，次に掲げる事項に係る情報を得

る。 

ａ．組織の外部の者からの意見の傾向および特徴その他分析により得られる知見 

ｂ．個別業務等要求事項への適合性 

ｃ．機器等およびプロセスの特性および傾向（是正処置を行う端緒（不適合には至らない機器等お

よびプロセスの特性および傾向から得られた情報に基づき，是正処置の必要性について検討する

機会を得ることをいう。）となるものを含む。） 

ｄ．調達物品等の供給者の供給能力

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １１８ -

変更前 変更後 備  考 

８．５ 改善 

８．５．１ 継続的改善 

組織は，品質方針，品質目標，監査結果，データの分析，是正処置，予防処置およびマネジメントレ

ビューを通じて，品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

８．５．２ 是正処置 

（１）組織は，再発防止のため，社内規定に基づき，不適合の原因を除去する処置をとる。

（２）是正処置は，検出された不適合のもつ影響に応じたものとする。 

（３）次の事項に関する要求事項（ＪＥＡＣ４１１１附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定するために，是正処置に関する社内規定を確立する。 

ａ）不適合のレビュー 

ｂ）不適合の原因の特定 

ｃ）不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価 

ｄ）必要な処置の決定および実施 

ｆ）とった是正処置の有効性のレビュー

ｅ）とった処置の結果の記録（４．２．４参照）

８．５ 改善 

８．５．１ 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善（品質マネジメントシステムの実効性を向上させ

るための継続的な活動をいう。）を行うために，品質方針および品質目標の設定，マネジメントレビュ

ーおよび内部監査の結果の活用，データの分析ならびに是正処置および未然防止処置の評価を通じて改

善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実施その他の措置を講じる。 

８．５．２ 是正処置等 

（１）組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて，次に掲げるところに

より，速やかに適切な是正処置を講じる。 

ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行う。 

（ａ）不適合その他の事象の分析（情報の収集および整理ならびに技術的，人的および組織的側

面等の考慮を含む。）および当該不適合の原因の明確化（必要に応じて，日常業務のマネジ

メントや安全文化の弱点のある分野および強化すべき分野との関係を整理することを含

む。） 

（ｂ）類似の不適合その他の事象の有無または当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性

の明確化 

ｂ．必要な是正処置を明確にし，実施する。 

ｃ．講じたすべての是正処置の実効性の評価を行う。 

ｄ．必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置（品質方針に影響を与

えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし，当該課題に取り組むことを含む。）を変更する。

ｅ．必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響

の程度は小さいが，同様の事象が繰り返し発生することにより，原子力の安全に及ぼす影響の程

度が増大するおそれのあるものを含む。）に関して，根本的な原因を究明するために行う分析の

手順を，４．２．１（４）の表の８．５．２項および８．５．３項に係る文書に確立し，実施す

る。 

ｇ．講じたすべての是正処置およびその結果の記録を作成し，これを管理する。 

（２）組織は，（１）に掲げる事項について，４．２．１（４）の表の８．５．２項および８．５．３

項に係る文書に定める。 

（３）組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報

を抽出し，その分析を行い，当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講

じる（（１）のうち，必要なものについて実施することをいう。）。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １１９ -

変更前 変更後 備  考 

８．５．３ 予防処置

（１）組織は，起こり得る不適合が発生することを防止するために，保安活動の実施によって得られた

知見（良好事例を含む。）および他の施設から得られた知見（ＢＷＲ事業者協議会で取り扱う技術

情報およびニューシア登録情報を含む。）の活用を含め，社内規定に基づき，その原因を除去する

処置を決める。 

（２）予防処置は，起こり得る問題の影響に応じたものとする。 

（３）次の事項に関する要求事項（ＪＥＡＣ４１１１附属書「根本原因分析に関する要求事項」を含む。）

を規定するために，予防処置に関する社内規定を確立する。 

ａ）起こり得る不適合およびその原因の特定 

ｂ）不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

ｃ）必要な処置の決定および実施 

ｅ）とった予防処置の有効性のレビュー 

ｄ）とった処置の結果の記録（４．２．４参照） 

８．５．３ 未然防止処置 

（１）組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見（ＢＷＲ事業者協議会で取り扱う技術情報

およびニューシア登録情報を含む。）を収集し，自らの組織で起こり得る不適合（原子力施設その

他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った結果，

特定した問題を含む。）の重要性に応じて，次に掲げるところにより，適切な未然防止処置を講じ

る。 

ａ．起こり得る不適合およびその原因について調査する。 

ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

ｃ．必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

ｄ．講じたすべての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

ｅ．講じたすべての未然防止処置およびその結果の記録を作成し，これを管理する。 

（２）組織は，（１）に掲げる事項について，４．２．１（４）の表の８．５．３項に係る文書に定め

る。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２０ -

変更前 変更後 備  考 

（保安に関する組織） 

第１２６条 発電所の保安に関する組織は，図１２６のとおりとする。 

 図１２６ 

電源事業本部長

（発電所）  

     廃止措置主任者 

品質保証部長   課長（品質保証） 

                                      総務課長 

            技術部長   課長（技術） 

                               課長（燃料技術） 

                   課長（核物質防護） 

  原子力発電保安   廃止措置・  課長（建設管理） 

  運 営 委 員 会   環境管理   課長（放射線管理） 

            部長     課長（廃止措置総括） 

            発電部長   課長（第一発電） 当直長 

                   課長（第二発電） 当直長 

           課長（保修管理） 

         課長（保修技術） 

      保修部長   課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト）

管理責任者 

（電源事業本部長）

 管理責任者

（考査部門長） 

社長

調達本部長

電源事業本部部長（原子力管理）

（電源事業本部）

原子力発電保安委員会

考査部門長 

電源事業本部部長

（原子力品質保証）

※１ 発電所長

※１

電源事業本部部長（電源土木）

電源事業本部部長（電源建築）

電源事業本部部長（原子力安全技術）

電源事業本部部長（燃料）

－※２

※２－原子力人材育成センター所長

（保安に関する組織） 

第１２６条 発電所の保安に関する組織は，図１２６のとおりとする。 

 図１２６ 

電源事業本部長

（発電所）  

     廃止措置主任者 

品質保証部長   課長（品質保証） 

                                      総務課長 

            技術部長   課長（技術） 

                               課長（燃料技術） 

                   課長（核物質防護） 

  原子力発電保安   廃止措置・  課長（建設管理） 

  運 営 委 員 会   環境管理   課長（放射線管理） 

            部長     課長（廃止措置総括） 

            発電部長   課長（第一発電） 当直長 

                   課長（第二発電） 当直長 

           課長（保修管理） 

         課長（保修技術） 

      保修部長   課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト）

品質マネジメント 

システム管理責任者 

（電源事業本部長）

品質マネジメント 

システム管理責任者

（内部監査部門長） 

社長

調達本部長

電源事業本部部長（原子力管理）

（電源事業本部）

原子力発電保安委員会

内部監査部門長

電源事業本部部長

（原子力品質保証）

※１ 発電所長

※１

電源事業本部部長（電源土木）

電源事業本部部長（電源建築）

電源事業本部部長（原子力安全技術）

電源事業本部部長（燃料）

－※２

※２－原子力人材育成センター所長

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・組織改正に伴

う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２１ -

変更前 変更後 備  考 

（保安に関する職務） 

第１２７条 社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築，実施，維持お

よび改善を統括する。保安に関する組織（廃止措置主任者を含む。）から報告を受けた場合，「トラブ

ル等の報告に関する社長対応指針」に基づき原子力安全を最優先し必要な指示を行う。また，第１２

３条（関係法令および保安規定の遵守）および第１２４条（安全文化の醸成）に関する活動として，

関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことならびに安全文化を醸成することをコミットメン

トするとともに，これらの活動が行われる体制を確実にする。 

２．電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）の実施に係る管理責任者として，品質

マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，第１２３条（関係法令および保安規定の遵守）

および第１２４条（安全文化の醸成）に関する活動として，保安に関する組織における関係法令およ

び保安規定の遵守を確実に行うための活動ならびに安全文化を醸成する活動を統括する。 

３．考査部門長は，独立監査業務に係る管理責任者として，品質マネジメントシステムにおける監査業

務を統括する。 

（中略） 

７．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部（原子力安全技術）が実施する発電所の保

安に関する業務を統括する。

（中略） 

18．課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総括に関する業務を行う。 

（中略）

37．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。 

（中略） 

（保安に関する職務） 

第１２７条 社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメントシステムの構築，実施，維持お

よび改善を統括する。保安に関する組織（廃止措置主任者を含む。）から報告を受けた場合，「トラブ

ル等の報告に関する社長対応指針」に基づき原子力安全を最優先し必要な指示を行う。また，第１２

３条（関係法令および保安規定の遵守）および第１２４条（安全文化の育成および維持）に関する活

動として，関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことならびに健全な安全文化を育成し，およ

び維持することをコミットメントするとともに，これらの活動が行われる体制を確実にする。 

２．電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）の実施に係る品質マネジメントシステ

ム管理責任者として，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。また，第１２３条（関係

法令および保安規定の遵守）および第１２４条（安全文化の育成および維持）に関する活動として，

保安に関する組織における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動ならびに健全な

安全文化を育成し，および維持する活動を統括する。 

３．内部監査部門長は，独立監査業務に係る品質マネジメントシステム管理責任者として，品質マネジ

メントシステムにおける監査業務を統括する。また，第１２３条（関係法令および保安規定の遵守）

に関する活動として，内部監査部門における関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための活動

を統括する。

（中略） 

７．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部（原子力安全技術）が実施する発電所の保

安に関する業務および輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。 

（中略） 

18．課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総括および使用前事業者検査等の総括に関す

る業務を行う。 

（中略） 

37.各職位は，第１２５条８．２．４で要求される検査の独立性を確保するため，本条の業務以外に，

他組織の職務に係る検査に関する業務を行うことができる。

38．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・組織改正に伴

う変更 

・関係法令等の

遵守に係る活

動体制の見直

しに伴う変更

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２２ -

変更前 変更後 備  考 

（原子力発電保安運営委員会） 

第１２９条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。ただ

し，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しない。

（中略） 

（５）保守管理に関する規定類の制定および改正ならびに保全・保守管理の有効性評価に関する事項 

（中略） 

（廃止措置主任者の選任） 

第１３０条 所長は，廃止措置主任者を，保安活動を監督するにあたり必要な知識を有する者であって，

以下の（１）から（５）のいずれかの業務に従事した期間が通算して３年以上の者の中から選任する。

（１）原子炉施設の工事または保守管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関する業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

（５）原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 

（中略） 

（原子力発電保安運営委員会） 

第１２９条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し，確認する。ただ

し，あらかじめ運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しない。

（中略） 

（５）施設管理に関する規定類の制定および改正ならびに保全・施設管理の有効性評価に関する事項 

（中略） 

（廃止措置主任者の選任） 

第１３０条 所長は，廃止措置主任者を，保安活動を監督するにあたり必要な知識を有する者であって，

以下の（１）から（５）のいずれかの業務に従事した期間が通算して３年以上の者の中から選任する。

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関する業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

（５）原子炉施設の放射性廃棄物管理に関する業務 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２３ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（巡視） 

第１３４条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（第１６０条（管理区域内における特別措置）第１

項に定める区域を除く。）を巡視する。 

（中略） 

（地震・火災等発生時の対応） 

第１３８条 各課長または当直長は，地震・火災が発生した場合は，次の措置を講じるとともに，その

結果を所長，廃止措置主任者および各部長に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後，維持すべき原子炉施設※２の損傷の有

無を確認する。 

（２）原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火および延焼の防止に務め，鎮火後，維持すべき原

子炉施設※２の損傷の有無を確認する。 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう（以下，本条において

同じ）。 

※２：廃止措置計画に定める維持管理対象設備をいう（以下，本条および第１７３条において同じ）。

（中略） 

（運転管理業務） 

第１３３条の２ 各課長または当直長は，廃止措置の段階に応じた必要な原子炉施設の機能を維持する

とともに，事故等を安全に収束させるため，運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

（１）当直長は，原子炉施設の運転に関する次の業務を実施する。 

ａ．中央制御室における監視，第１３４条第１項および第２項の巡視によって，施設の状態管理を

実施し，その結果，機器に異状があれば関係各課長に通知する。 

ｂ．運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

ｃ．原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

ｄ．原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応操作を実施する。 

（２）当直長は，関係各課長の依頼に基づく運転操作（状態管理を含む。）が必要な場合は，第１号ｂ．

による運転操作（状態管理を含む。）を実施する。また，関係各課長は，当直長から引き渡された

系統に対して，必要な作業を行い，作業完了後に当直長に引き渡す。 

（３）各課長または当直長は，第３節（第１４４条から第１４６条を除く。）各条第２項の施設運用上

の基準を満足していることを確認するために行う原子炉施設の定期的な確認の計画を定め，実施す

る。 

（巡視） 

第１３４条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（第１６０条（管理区域内における特別措置）第１

項に定める区域を除く。）を巡視する。実施においては，第１７３条の３第３項に定める観点を含め

て行う。以下，本条において同じ。

（中略） 

（地震・火災等発生時の対応） 

第１３８条 各課長または当直長は，地震・火災が発生した場合は，次の措置を講じるとともに，その

結果を所長，廃止措置主任者および各部長に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後，維持すべき原子炉施設※２の損傷の有

無を確認する。 

（２）原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火および延焼の防止に務め，鎮火後，維持すべき原

子炉施設※２の損傷の有無を確認する。 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう（以下，本条において

同じ）。 

※２：廃止措置計画に定める性能維持施設をいう（以下，本条および第１７３条において同じ）。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２４ -

変更前 変更後 備  考 

（工事の計画および実施） 

第１４１条 各課長は，廃止措置計画に基づき工事※１を行う場合，以下の必要なプロセスを実施する。

 （１）工事計画 

 （２）設計管理 

 （３）調達管理 

 （４）工事管理 

２ 各課長は，工事計画を策定するにあたり，工事の内容が，２号炉および３号炉の運転に必要な原子

炉施設に影響を与えないことを確認する。 

３ 各課長は，工事を実施するにあたり，廃止措置計画を踏まえ，次の各号に掲げる安全確保対策のた

めに必要な措置を講じる。 

 （１）放射性物質の漏えいおよび拡散防止対策 

 （２）被ばく低減対策 

 （３）事故防止対策 

４ 各課長は，工事の結果について記録する。 

※１：工事とは，廃止措置計画に基づく，核燃料物質による汚染の除去工事，汚染状況の調査および

その他第１７３条（保守管理計画）に定める保全対象範囲以外の設備の解体撤去工事をいう（以

下，本条において同じ）。 

（中略） 

（工事の計画および実施） 

第１４１条 各課長は，廃止措置計画に基づき工事※１を行う場合，以下の必要なプロセスを実施する。

 （１）工事計画 

 （２）設計管理 

 （３）調達管理 

 （４）工事管理 

２ 各課長は，工事計画を策定するにあたり，工事の内容が，２号炉および３号炉の運転に必要な原子

炉施設に影響を与えないことを確認する。 

３ 各課長は，工事を実施するにあたり，廃止措置計画を踏まえ，次の各号に掲げる安全確保対策のた

めに必要な措置を講じる。 

 （１）放射性物質の漏えいおよび拡散防止対策 

 （２）被ばく低減対策 

 （３）事故防止対策 

４ 各課長は，工事の結果について記録する。 

※１：工事とは，廃止措置計画に基づく，核燃料物質による汚染の除去工事，汚染状況の調査および

その他第１７３条（施設管理計画）に定める保全対象範囲以外の設備の解体撤去工事をいう（以

下，本条において同じ）。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２５ -

変更前 変更後 備  考 

（新燃料の運搬） 

第１４７条 課長（燃料技術）は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸

送容器に収納する場合は，原子炉建物クレーンを使用する。 

２．課長（燃料技術）は，管理区域内において新燃料を運搬する場合は，次の各号を遵守する。

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

３．課長（燃料技術）は，管理区域外において新燃料を運搬する場合は，第２項（１）から（３）に加

え，次の各号を遵守する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

４．課長（放射線管理）は，第３項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい

ないことおよび容器等の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令に定める

表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。ただし，第１５９条（管理区域内におけ

る区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略でき

る。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第１５９条（管理区域内における区域区

分）第１項（１）に定める区域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，容器等の表面

汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

７．実用炉規則第８８条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

（中略） 

（新燃料の運搬） 

第１４７条  課長（燃料技術）は，新燃料輸送容器から新燃料を取り出す場合および新燃料を新燃料輸

送容器に収納する場合は，原子炉建物クレーンを使用する。 

２．課長（燃料技術）は，管理区域内において新燃料を運搬する場合は，運搬前に次の各号を確認する。

（１）車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）新燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

３．課長（燃料技術）は，管理区域外において新燃料を運搬する場合は，運搬前に第２項（１）から（３）

に加え，次の各号を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入すること。 

（２）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけること。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限す

るとともに，必要な箇所に見張り人を配置すること。

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な

監督を行わせること。 

４．課長（放射線管理）は，第３項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を

超えていないことおよび容器等の表面の放射性物質の密度（以下「表面汚染密度」という。）が法令

に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。ただし，第１５９条（管理区域

内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を

省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第１５９条（管理区域内における区域区

分）第１項（１）に定める区域に新燃料を収納した新燃料輸送容器を移動する場合は，移動前に容器

等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に

適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）線量当量率検査 

（３）未臨界検査 

（４）吊上検査 

（５）重量検査 

（６）収納物検査 

（７）表面密度検査 

７．課長（燃料技術）は，新燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

８．実用炉規則第８８条第４項を適用している間は，本条は適用とならない。 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２６ -

変更前 変更後 備  考 

（使用済燃料の貯蔵） 

第１４９条 課長（燃料技術）は，使用済燃料を貯蔵する場合は，次の各号を遵守する。 

（中略） 

（使用済燃料の貯蔵） 

第１４９条 課長（燃料技術）は，使用済燃料を貯蔵する場合は，次の各号を遵守する。 

（中略） 

（５）使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと判断した使用済燃料については，破損燃

料収納容器に収納する等の措置を講じること。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２７ -

変更前 変更後 備  考 

（使用済燃料の運搬） 

第１５０条  課長（燃料技術）は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済

燃料プールにおいて，燃料取替装置を使用する。 

２．課長（燃料技術）は，発電所内において使用済燃料を運搬する場合は，次の各号を遵守し，使用

済燃料プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（中略） 

３．課長（燃料技術）は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域

外に運搬する場合は，次の各号を遵守する。

（中略） 

４．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えてい

ないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10分の１を超えていないこ

とを確認する。ただし，第１５９条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域か

ら運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第１５９条（管理区域内における区域

区分）第１項（１）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，

容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。 

６．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

（使用済燃料の運搬） 

第１４９条の２  課長（燃料技術）は，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を取り出す場合は，使用済

燃料プールにおいて，燃料取替装置を使用する。 

２．課長（燃料技術）は，発電所内において使用済燃料を運搬する場合は，運搬前に次の各号を確認し，

使用済燃料プールにおいて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（中略） 

３．課長（燃料技術）は，発電所内において，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を運搬する場

合は，運搬前に次の各号を確認する。ただし，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）

の適用を除く。

（中略） 

４．課長（放射線管理）は，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外において運搬する

場合は，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面汚染

密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認する。ただし，第１５９条

（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度につ

いて確認を省略できる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で第１５９条（管理区域内における区域区

分）第１項（１）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移動する場合は，移動

前に容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを確認す

る。 

６．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技術基

準に適合するよう，措置を講じる。 

７. 検査総括責任者は，第１２６条に定める保安に関する組織のうち，使用済燃料の運搬に関する組織

とは別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

８．前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送物が法令に定められた技

術基準に適合したものであることを確認するために，次の検査を実施する。使用済燃料を他の号炉に

運搬をする場合にも同様の検査を実施する。 

（１）外観検査 

（２）気密漏えい検査 

（３）圧力測定検査 

（４）線量当量率検査 

（５）未臨界検査 

（６）温度測定検査 

（７）吊上検査 

（８）重量検査 

（９）収納物検査 

（10）表面密度検査 

９．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長の承認を得る。 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２８ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（頻度の定義）  

第１５７条 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表１５７のとおりとする。 

表１５７ 

（中略） 

（放射性固体廃棄物の管理）  

第１５１条 

（中略） 

５．課長（放射線管理）または課長（燃料技術）は管理区域外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，

次の事項を遵守する。 

（中略） 

６．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていな

いことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを

確認する。ただし，第１５９条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬

する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略） 

８．課長（放射線管理）は，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は，所長の承認を得る。

（放射性廃棄物管理に係る基本方針） 

第１５０条 発電所における放射性廃棄物に係る保安活動は，放射性物質の放出による公衆の被ばく

を，定められた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実施する。 

（頻度の定義） 

第１５０条の２ 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表１５０の２のとおりとする。

表１５０の２ 

（中略） 

（放射性固体廃棄物の管理）  

第１５１条 

（中略） 

５．課長（放射線管理）または課長（燃料技術）は，管理区域外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，

次の措置を講じ，運搬前にこれらの措置の実施状況を確認する。 

（中略） 

（５）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以外の者および他の車両の立入りを制限すると

ともに，必要な箇所に見張人を配置すること。 

（６）車両を徐行させること。 

（７）核燃料物質等の取扱いに関し，相当の知識および経験を有する者を同行させ，保安のために必要な監

督を行わせること。 

６．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超

えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていな

いことを確認する。ただし，第１５９条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域

から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略） 

８．課長（放射線管理）は，放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄する場合は，次の事項を実施する。 

（１）埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を作成し，発電所外の廃棄に関する措置の実施状況を確

認する。 

（２）発電所外の廃棄施設の廃棄事業者へ埋設する放射性固体廃棄物に関する記録を引き渡す。 

（３）放射性固体廃棄物を発電所外に廃棄するにあたって，所長の承認を得る。

９．課長（放射線管理）は，発電所外に放射性固体廃棄物を運搬する場合は，所長の承認を得る。 

10．課長（放射線管理）は，第９項の運搬において，運搬前に次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入されていること。 

（２）法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこと。 

11．課長（放射線管理）は，第９項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を

超えていないことおよび容器の表面汚染密度が法令に定める表面汚染限度を超えていないことを確

認する。ただし，第１５９条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区域から運搬す

る場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １２９ -

変更前 変更後 備  考 

（放出管理用計測器の管理） 

第１５６条 課長（放射線管理）および課長（計装）は，表１５６に定める放出管理用計測器について，

同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理または代替品を

補充する。 

表１５６ 

（中略） 

12．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合は，当該輸

入廃棄物が法令で定める基準に適合したものであることを確実にする。 

13．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，輸入廃棄物が法令で定める基準に適合することを確認す

るため，輸入廃棄物の管理に関する業務を行う組織とは別の組織の者が検査実施責任者および検査員

として実施する検査を統括する。

（中略） 

（放出管理用計測器の管理）  

第１５６条 課長（放射線管理）および課長（計装）は，表１５６に定める放出管理用計測器について，

同表に定める数量を確保する。また，定期的に点検を実施し機能維持を図る。ただし，故障等により

使用不能となった場合は，修理または代替品を補充する。 

表１５６ 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３０ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（頻度の定義）  

第１７２条 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表１７２のとおりとする。 

表１７２ 

（中略） 

（線量の評価）  

第１６５条 

課長（放射線管理）は，所員の放射線業務従事者の実効線量および等価線量を表１６５に定める項目お

よび頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

（中略） 

（条を加える） 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定）  

第１６７条 課長（放射線管理）は，表１６７－１および表１６７－２（第１５９条（管理区域内にお

ける区域区分）第１項（２）の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。）に定める

管理区域内および周辺監視区域境界付近（測定場所は図１６７に定める。）における測定項目につい

て，同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立入れない措置を講じた管理区域については，この

限りでない。  

（中略） 

表１６７－１ 

（中略） 

表１６７－２ 

（中略） 

図１６７ 

（中略） 

（放射線管理に係る基本方針） 

第１５７条 発電所における放射線管理に係る保安活動は，放射線による従業員等の被ばくを，定めら

れた限度以下であってかつ合理的に達成可能な限り低い水準に保つよう実施する。 

（頻度の定義） 

第１５７条の２ 本章でいう測定頻度等に関する考え方は，表１５７の２のとおりとする。 

表１５７の２ 

（中略） 

（放射線業務従事者の線量管理等）

第１６５条 各課長は，管理区域内で作業を実施する場合，作業内容に応じて作業計画を立案するとと

もに，放射線防護上必要な措置を講じることで放射線業務従事者の線量低減に努める。 

２．課長（放射線管理）は，所員の放射線業務従事者の実効線量および等価線量を表１６５に定める項

目および頻度に基づき評価し，法令に定める線量限度を超えていないことを確認する。 

（中略） 

（平常時の環境放射線モニタリング） 

第１６７条 課長（放射線管理）は，周辺環境への放射性物質の影響を確認するため，平常時の環境放

射線モニタリングの計画を立案し，その計画に基づき測定を行い評価する。 

（外部放射線に係る線量当量率等の測定）  

第１６７条の２ 課長（放射線管理）は，表１６７の２－１および表１６７の２－２（第１５９条（管

理区域内における区域区分）第１項（２）の区域内に設定した汚染のおそれのない管理区域内に限る。）

に定める管理区域内および周辺監視区域境界付近（測定場所は図１６７の２に定める。）における測

定項目について，同表に定める頻度で測定する。ただし，人の立入れない措置を講じた管理区域につ

いては，この限りでない。  

（中略） 

表１６７の２－１ 

（中略） 

表１６７の２－２ 

（中略） 

図１６７の２ 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３１ -

変更前 変更後 備  考 

（放射線計測器類の管理）  

第１６８条 課長（放射線管理）および課長（計装）は，表１６８に定める放射線計測器類について，

同表に定める数量を確保する。ただし，故障等により使用不能となった場合は，修理または代替品を

補充する。 

（中略） 

（管理区域外等への搬出および運搬） 

第１６９条 課長（放射線管理）は，各課長が管理区域外に搬出する物品または管理区域内で汚染のお

それのない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超え

ていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各課長は，管理区域外に核燃料物質等（第１４７条（新燃料の運搬），第１５０条（使用済燃料の

運搬）および第１５１条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。以下，本条において同様。）

を運搬する場合，または船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第１５１条（放射性固体廃棄

物の管理）第５項を準用する。 

３．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていな

いことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていないことを

確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認

を省略できる。 

（中略） 

（発電所外への運搬） 

第１７０条 各課長は，核燃料物質等（第１４７条（新燃料の運搬），第１５０条（使用済燃料の運搬）

および第１５１条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。）を発電所外に運搬する場合は，

所長の承認を得る。 

（中略） 

（放射線計測器類の管理）  

第１６８条 課長（放射線管理）および課長（計装）は，表１６８に定める放射線計測器類について，

同表に定める数量を確保する。また，定期的に点検を実施し機能維持を図る。ただし，故障等により

使用不能となった場合は，修理または代替品を補充する。 

（中略） 

（管理区域外等への搬出および運搬） 

第１６９条 課長（放射線管理）は，各課長が管理区域外に搬出する物品または管理区域内で汚染のお

それのない管理区域に移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超え

ていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から搬出される場合は，この限りで

ない。 

２．各課長は，管理区域外に核燃料物質等（第１４７条（新燃料の運搬），第１４９条の２（使用済燃

料の運搬）および第１５１条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。以下，本条において

同様。）を運搬する場合，または船舶輸送に伴い車両によって運搬する場合は，第１５１条（放射性

固体廃棄物の管理）第５項を準用する。 

３．課長（放射線管理）は，前項の運搬において，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超

えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の 10 分の１を超えていな

いことを確認する。ただし，汚染のおそれのない管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度につい

ての確認を省略できる。 

（中略） 

（発電所外への運搬） 

第１７０条 各課長は，核燃料物質等（第１４７条（新燃料の運搬），第１４９条の２（使用済燃料の

運搬）および第１５１条（放射性固体廃棄物の管理）に定めるものを除く。）を発電所外に運搬する

場合は，所長の承認を得る。

２．各課長は，運搬にあたっては法令に定める核燃料物質等の区分に応じた輸送物として運搬する。

３．各課長は，運搬前に次の事項を確認する。 

（１）法令に適合する容器に封入されていること。 

（２）法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこと。 

（３）Ｌ型輸送物については，開封されたときに見やすい位置に法令に定める表示を行うこと。 

（４）Ａ型輸送物もしくはＢＭ型輸送物については，みだりに開封されないように，かつ，開封された

場合に開封されたことが明らかになるように，容易に破れないシールの貼付け等の措置を講じるこ

と。

４．各課長は，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことおよび容器等の表面

汚染密度が法令に定める表面密度限度を超えていないことを確認する。ただし，汚染のおそれのない

管理区域から運搬する場合は，表面汚染密度についての確認を省略できる。 

（中略）

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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第８章 保守管理

（保守管理計画） 

第１７３条 保守管理を実施するにあたり，原子炉施設の安全を確保するために以下の保守管理計画を

定める。保守管理に関する業務を確実に実施するために，「保守管理要領」に従い実施する。また，

組織は，保守管理の業務に必要な文書を「文書・記録管理基本要領」に従い品質マネジメントシステ

ムの文書として作成・管理し，保守管理の業務を実施する。

１．定義

本保守管理計画における用語の定義は，「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」に従う

ものとする。ただし，本条において「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」で定める「点

検計画」は「点検の計画」と読みかえる。 

２．保守管理の実施方針および保守管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，保守管理の継続的な改善を図るため，保守管理

の現状等を踏まえ，保守管理の実施方針を定める。また，１２．の保守管理の有効性評価の結果，

および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ保守管理の実施方針の見直しを

行う。 

（２）所長は，「マネジメントレビュー基本要領」で定めた手順により，社達で周知された保守管理の

実施方針に基づき，保守管理の改善を図るための保守管理目標を設定する。また，１２．の保守管

理の有効性評価の結果，および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ保守管

理目標の見直しを行う。 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の保守管理目標を達成するため，４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の保守管理の有効性評価の結果，および保守管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）

を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

４．保全対象範囲の策定 

組織は，原子力発電施設の中から，保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定する。 

（１）維持すべき原子炉施設

（２）その他，自ら定める設備 

５．保全重要度の設定 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統および機

器の保全重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度を参考に，廃

止措置期間中における安全機能要求の有無を考慮して設定する。 

（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。なお，この

際，機器が故障した場合の系統機能への影響を考慮することができる。 

（３）構築物の保全重要度は，（１）または（２）に基づき設定する。 

第８章 施設管理

（施設管理計画） 

第１７３条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係る事項および「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下，「技術基準規則」という。）」を含む要求事

項への適合を維持し，原子炉施設の安全を確保するため，以下の施設管理計画を定める。施設管理に

関する業務を確実に実施するために，「施設管理要領」に従い実施する。また，組織は，施設管理の

業務に必要な文書を「文書・記録管理基本要領」に従い品質マネジメントシステムの文書として作成・

管理し，施設管理の業務を実施する。 

１．用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持または向上させる活動。原子炉施設の安全確

保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合いに応じて，効率性，経

済性を考慮しながら行われるもので，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替えおよび改造の総称であり，建設，使用前点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のための作業の管理。

２．施設管理の実施方針および施設管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理の継続的な改善を図るため，施設管理

の現状等を踏まえ，施設管理の実施方針を定める。また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，

および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直しを

行う。 

（２）所長は，「監視測定および分析基本要領」で定めた手順により，社達で周知された施設管理の実

施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設管理目標を設定する。また，１２．の施設管理

の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ施設管理

目標の見直しを行う。 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の施設管理目標を達成するため，４．より１１．からなる保全プログラムを策定する。

また，１２．の施設管理の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特別な状態（７．３参

照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

４．保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定する。 

（１）廃止措置計画に定める性能維持施設

（２）その他，自ら定める設備 

５．施設管理の重要度の設定 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統および機

器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）と設計および工事に

用いる重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため重要度分類指針の重要度を参考に，廃

止措置期間中における安全機能要求の有無を考慮して設定する。 

（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。なお，この

際，機器が故障した場合の系統機能への影響，運転経験等を考慮することができる。 

（３）構築物の保全重要度は，（１）または（２）に基づき設定する。 

（４）設計および工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重要度分類指針の重要

度等を組み合わせて設定する。 

（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

（１）組織は，保全の有効性を監視，評価するために５．の保全重要度を踏まえ，系統レベルの保全活

動管理指標を設定する。 

ａ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の保全重要度の高い系統に対して以下のも

のを設定する。 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

（２）組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，１１．の保全の有効性評価

の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ．系統レベルの保全活動管理指標 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度を考慮し

て設定する。 

（３）組織は，系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法および算出周期を具体

的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期および期間に関することを含め

る。 

（４）組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報を採取し，その結果を記録する。 

７．保全計画の策定 

（１）組織は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計画の

始期および期間に関することを含める。 

ａ．点検計画（７．１参照） 

ｂ．補修，取替えおよび改造計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

（２）組織は，保全計画の策定にあたって，５．の保全重要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮

する。また，１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

ａ．運転実績，事故および故障事例などの運転経験 

ｂ．使用環境および設置環境 

ｃ．劣化，故障モード 

ｄ．機器の構造等の設計的知見 

ｅ．科学的知見 

（３）組織は，保全の実施段階において，維持すべき原子炉施設の安全機能に影響を及ぼす可能性のあ

る行為を把握し，保全計画を策定する。 

７．１ 点検の計画策定  

（中略） 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

（１）組織は，保全の有効性を監視，評価するために５．の施設管理の重要度を踏まえ，施設管理目標

の中で系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

ａ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の施設管理の重要度の高い系統に対して以

下のものを設定する。 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

（２）組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，１１．の保全の有効性評価

の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ．系統レベルの保全活動管理指標 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度を考慮し

て設定する。 

（３）組織は，系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法および算出周期を具体

的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期および期間に関することを含め

る。 

（４）組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報を採取および監視を実施し，その結果を

記録する。 

７．保全計画の策定 

（１）組織は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計画の

始期および期間に関することを含める。 

ａ．点検計画（７．１参照） 

ｂ．設計および工事の計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

（２）組織は，保全計画の策定にあたって，５．の施設管理の重要度を勘案し，必要に応じて次の事項

を考慮する。また，１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

ａ．運転実績，事故および故障事例などの運転経験 

ｂ．使用環境および設置環境 

ｃ．劣化，故障モード 

ｄ．機器の構造等の設計的知見 

ｅ．科学的知見 

（３）組織は，保全の実施段階において，維持すべき原子炉施設の安全機能に影響を及ぼす可能性のあ

る行為を把握し，保全計画を策定する。 

７．１ 点検の計画策定 

（中略） 

（４）組織は，点検を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあることを

事業者検査※1 により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

  ａ．事業者検査の具体的方法 

  ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査の項目，評

価方法および管理基準 

  ｃ．事業者検査の実施時期 

※１：事業者検査とは，点検および工事に伴うリリースのため，点検および工事とは別に，要求事項

への適合を確認する合否判定行為であり，第１７３条の４による使用前事業者検査および第１

７３条の５による定期事業者検査をいう(以下，本条において同じ。)。

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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７．２ 補修，取替えおよび改造計画の策定 

（１）組織は，補修，取替えおよび改造を実施する場合，あらかじめその方法および実施時期を定めた

計画を策定する。また，安全上重要な機器※１の補修，取替えおよび改造については，法令に基づく

必要な手続き※２の要否について確認を行い，法令に基づく必要な手続きの要否およびその内容（手

続きが不要と判断した場合，その理由を含む。）を記録する。 

（２）組織は，補修，取替えおよび改造を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を発揮しう

る状態にあることを，検査および試験により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ．検査および試験の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な検査および試験の項

目，評価方法および管理基準 

ｃ．検査および試験の実施時期 

※１：安全上重要な機器とは，安全上重要な機器等を定める告示に定める機器および構造物のうち，

新燃料貯蔵設備，使用済燃料貯蔵設備および燃料取扱設備をいう。（以下，第１８９条（記録）

において同じ。） 

※２：法令に基づく必要な手続きとは，「原子炉等規制法」の第４３条の３の８（変更の許可及び届

出等），第４３条の３の９（工事の計画の認可），第４３条の３の１０（工事の計画の届出），

第４３条の３の１１（使用前検査）および第４３条の３の１３（溶接安全管理検査）ならびに

「電気事業法」の第４７条・第４８条（工事計画）および第４９条・第５０条（使用前検査）

に係る手続きをいう。なお，手続きが不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。

（以下，第１８９条（記録）において同じ。） 

（中略） 

８．保全の実施 

（１）組織は，７．で定めた保全計画にしたがって点検・補修等の保全を実施する。 

（２）組織は，保全の実施にあたって，以下の必要なプロセスを実施する。 

ａ．工事計画 

ｂ．設計管理 

ｃ．調達管理 

ｄ．工事管理 

（３）組織は，点検・補修等の結果について記録する。 

７．２ 設計および工事の計画の策定 

（１）組織は，設計および工事を実施する場合，あらかじめその方法および実施時期を定めた設計およ

び工事の計画を策定する。また，安全上重要な機器※２の工事を実施する場合は，その計画段階に

おいて，法令に基づく必要な手続き※３の要否について確認を行い，法令に基づく必要な手続きの

要否およびその内容（手続きが不要と判断した場合，その理由を含む。）を記録する。 

（２）組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法ならびにそれらの実施

頻度および実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

（３）組織は，工事を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあることを，

事業者検査ならびに事業者検査以外の検査および試験（以下「試験等」という。）により確認・評

価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ．事業者検査および試験等の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な事業者検査および試

験等の項目，評価方法および管理基準 

ｃ．事業者検査および試験等の実施時期 

※２：安全上重要な機器とは，安全上重要な機器等を定める告示に定める機器および構造物のうち，

新燃料貯蔵設備，使用済燃料貯蔵設備および燃料取扱設備をいう。（以下，第１８９条（記録）

において同じ。） 

※３：法令に基づく必要な手続きとは，「原子炉等規制法」の第４３条の３の８（変更の許可及び届

出等），第４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１０（設計及び工事

の計画の届出），第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請）および第４３条

の３の３４（発電用原子炉の廃止に伴う措置）ならびに「電気事業法」の第４７条・第４８条

（工事計画）および第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。なお，手続きが

不要と判断した場合にも，その理由を併せて記録する。（以下，第１８９条（記録）において

同じ。） 

（中略） 

８．保全の実施 

（１）組織は，７．で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

（２）組織は，保全の実施にあたって，第１７３条の２による設計管理および第１７３条の３による作

業管理を実施する。

（３）組織は，保全の結果について記録する。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３５ -

変更前 変更後 備  考 

９．点検・補修等の結果の確認・評価 

（１）組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統および機器の点検・

補修等の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※３までに確認・評価し，

記録する 

（２）組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセスに基づき，

点検・補修等が実施されていることを，所定の時期※３までに確認・評価し，記録する。 

※３：所定の時期とは，所定の機能が要求される時またはあらかじめ計画された保全の完了時をいう。

10．点検・補修等の不適合管理，是正処置および予防処置

（１）組織は，以下のａ．およびｂ．の場合には，不適合管理を行ったうえで，９．の確認・評価の結

果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検等の方法，実施頻度および時期の是正処置ならびに予防

処置を講じる。 

ａ．点検・補修等を実施した構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評

価できない場合。 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセスに基づき，

点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合。 

（２）組織は，（１）ａ．およびｂ．の場合の不適合管理，是正処置および予防処置について記録する。

（中略） 

12．保守管理の有効性評価 

（１）組織は，１１．の保全の有効性評価の結果および２．保守管理目標の達成度から，定期的に保守

管理の有効性を評価し，保守管理が有効に機能していることを確認するとともに，継続的な改善に

つなげる。 

（２）組織は，保守管理の有効性評価の結果とその根拠および改善内容について記録する。 

13．情報共有 

組織は，保守点検を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ

事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

９．保全の結果の確認・評価 

（１）組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統および機器の保全の

結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※４までに確認・評価し，記録す

る。

（２）組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態にあることを検証す

るため事業者検査を実施する。 

（３）組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセスに基づき，

保全が実施されていることを，所定の時期※４までに確認・評価し，記録する。 

※４：所定の時期とは，所定の機能が要求される時またはあらかじめ計画された保全の完了時をいう。

10．不適合管理，是正処置および未然防止処置

（１）組織は，施設管理の対象となる施設およびプロセスを監視し，以下のａ．およびｂ．の状態に至

らないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，以下のａ．およ

びｂ．に至った場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を講じる。 

ａ．保全を実施した構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうることを確認・評価できない場

合。 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロセスに基づき，保

全が実施されていることが確認・評価できない場合。 

（２）組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得る問題の影響に照ら

し，適切な未然防止処置を講じる。 

（３）組織は，（１）および（２）の活動を第１２５条に基づき実施する。

（中略） 

12．施設管理の有効性評価 

（１）組織は，１１．の保全の有効性評価の結果および２．施設管理目標の達成度から，定期的に施設

管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認するとともに，継続的な改善に

つなげる。 

（２）組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠および改善内容について記録する。 

13．構成管理 

組織は，施設管理を通じて以下の要素間の均衡を維持する。 

（１）設計要件（第１２５条７．２．１に示す業務・原子力施設に対する要求事項のうち，「構築物，

系統および機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第１７３条の２の設計

に対する要求事項をいう。） 

（２）施設構成情報（第１２５条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統および機器がどのよう

なものかを示す図書，情報」をいう。） 

（３）物理的構成（実際の構築物，系統および機器をいう。） 

14．情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技術情報を，ＢＷＲ事業

者協議会を通じて他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３６ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） 

（条を加える） 

（設計管理） 

第１７３条の２ 組織は，原子炉施設の工事を行う場合，新たな設計または過去に実施した設計結果の

変更に該当するかどうかを判断する。 

２．組織は，第１項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満たす設計を第１

２５条７．３に従って実施する。 

（１）保全の結果の反映および既設設備への影響の考慮を含む，機能および性能に関する要求事項 

（２）「技術基準規則」の規定および原子炉設置（変更）許可申請書の記載事項を含む，適用される法

令・規制要求事項 

（３）適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

（４）設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３．本条における設計管理には，次条に定める作業管理および第１７３条の４に定める使用前事業者検

査の実施を考慮する。 

（作業管理） 

第１７３条の３ 組織は，前条の設計管理の結果に従い工事を実施する。 

２．組織は，原子炉施設の点検および工事を行う場合，原子炉施設の安全を確保するため次の事項を考

慮した作業管理を行う。 

（１）他の原子炉施設および周辺環境からの影響による工事対象設備の損傷および劣化の防止 

（２）供用中の原子炉施設に対する悪影響の防止 

（３）供用開始後の管理上重要な初期データの採取 

（４）作業工程の管理 

（５）供用開始までの作業対象設備の管理 

（６）第６章に基づく放射性廃棄物管理 

（７）第７章に基づく放射線管理 

３．組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，設備等が正常な状態か

ら外れ，または外れる兆候が認められる場合に，適切に正常な状態に回復させることができるよう，

本項および第１３４条による巡視を定期的に行う。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３７ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） （使用前事業者検査の実施） 

第１７３条の４ 所長は，設計及び工事の計画の認可または設計及び工事の計画の届出（以下，本条に

おいて「設工認」という。）の対象となる原子炉施設について，設置または変更の工事にあたり，設

工認に従って行われたものであること，「技術基準規則」へ適合することを確認するための使用前事

業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括する。 

２．検査総括責任者は，第１２６条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置または変更

の工事を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

３．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

（１）検査の実施体制を構築する。 

（２）検査要領書※１を定め，それを実施する。 

（３）検査対象の原子炉施設が下記の基準に適合していることを判断するために必要な検査項目と，検

査項目ごとの判定基準を定める。 

ａ. 設工認に従って行われたものであること。 

ｂ.「技術基準規則」に適合するものであること。 

（４）検査項目ごとの判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号ａ．およびｂ．の基準に適合す

ることを最終判断する。 

ａ．構造，強度および漏えいを確認するために十分な方法 

ｂ．機能および性能を確認するために十分な方法 

ｃ．その他設置または変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確

認するために十分な方法 

４．検査実施責任者は，検査項目ごとの判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員

として次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

（１）第１２６条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設置または変更の工事を実施した

組織とは別の組織の者。 

（２）検査対象となる設置または変更の工事の調達における供給者のなかで，当該工事を実施した組織

とは別の組織の者。 

（３）前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

５．検査実施責任者は，検査内容および検査対象設備の重要度に応じて，検査実施責任者および前項に

規定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

６．各課長は，第３項および第４項に係る事項について，次の各号を実施する。 

（１）検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

（２）検査に係る記録の管理を行う。 

（３）検査に係る要員の教育訓練を行う。 

※１：検査を行うにあたっては，あらかじめ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を

定めた検査要領書を定める。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３８ -

変更前 変更後 備  考 

（条を加える） （定期事業者検査の実施） 

第１７３条の５ 所長は，原子炉施設が「技術基準規則」に適合するものであることを定期に確認する

ための定期事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括する。 

２．検査総括責任者は，第１２６条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備を所管また

は点検を実施した組織とは別の組織の者を，検査実施責任者として指名する。 

３．前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

（１）検査の実施体制を構築する。 

（２）検査要領書※１を定め，それを実施する。 

（３）検査対象の原子炉施設が「技術基準規則」に適合するものであることを判断するために必要な検

査項目と，検査項目ごとの判定基準を定める。 

（４）検査項目ごとの判定結果を踏まえ，検査対象の原子炉施設が前号の基準に適合することを最終判

断する。 

ａ．開放，分解，非破壊検査その他の各部の損傷，変形，摩耗および異常の発生の状況を確認する

ために十分な方法 

ｂ．試運転その他の機能および作動の状況を確認するために十分な方法 

ｃ． ａ．およびｂ．による方法のほか，「技術基準規則」に適合している状態を維持するかどう

かを判定する方法で行うものとする。 

４．検査実施責任者は，検査項目ごとの判定業務を検査員に行わせることができる。このとき，検査員

として次の各号に掲げる事項のいずれかを満たすものを指名する。 

（１）第１２６条に定める保安に関する組織のうち，検査対象となる設備の設備管理部署とは別の組織

の者。 

（２）検査対象となる設備の工事または点検の調達における供給者のなかで，当該工事または点検を実

施した組織とは別の組織の者。 

（３）前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給者。 

５．検査実施責任者は，検査内容および検査対象設備の重要度に応じて検査実施責任者および前項に規

定する検査員の立会頻度を定め，それを実施する。 

６．各課長は，第３項および第４項に係る事項について，次の各号を実施する。 

（１）検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対して管理を行う。 

（２）検査に係る記録を管理する。 

（３）検査に係る要員の教育訓練の管理を行う。 

※１：プラントの特徴に応じ，検査の時期，対象，以下に示す方法その他必要な事項を定めた検査要領

書を定める。 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １３９ -

変更前 変更後 備  考 

（溶接事業者検査の実施） 

第１７４条 所長は，溶接事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括する。 

２．検査の責任者は，検査に係る以下の事項を実施し，適切に検査を実施する。 

（１）検査要領書および成績書の作成 

（２）検査員の選任および検査実施体制の確立 

（３）検査の工程管理 

（４）検査の実施 

（５）検査記録の管理 

（条を削る） ・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４０ -

変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４１ -

変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４２ -

変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４３ -

変更前 変更後 備  考 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４４ -

変更前 変更後 備  考 

（記録） 

第１８９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１８９－１のうち，1.および

2.については保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあたって

は，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

２．検査の責任者は，表１８９－２に定める検査に関する記録について適正※に作成し，保存する。な

お，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

３．組織は，表１８９－３に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成

にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

４．各課長および当直長は，表１８９－４に定める保安に関する記録を保存する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。

（記録） 

第１８９条 各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，表１８９－１のうち，1.について

は保存し，その他については，適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に

定める記録に関する事項を遵守する。 

２．検査の責任者は，表１８９－２に定める検査に関する記録について適正※に作成し，保存する。な

お，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

３．組織は，表１８９－３に定める保安に関する記録を適正※に作成し，保存する。なお，記録の作成

にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

４．各課長および当直長は，表１８９－４に定める保安に関する記録を保存する。 

※適正とは，不正行為がなされていないことをいう。

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４５ -

変更前 変更後 備  考 

表１８９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

  1.使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検

査の時までの期間 

 2.施設定期検査の結果 検査の都度 
同一事項に関する次の検

査の時までの期間 

  3．原子炉施設の巡視の状況並びにその担当者の氏名 毎日１回 巡視を実施した施設また

は設備を廃棄した後５年

が経過するまでの期間 

4．保全活動管理指標の監視結果およびその担当者の氏

名 

実施の都度 監視を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

5．点検・補修等の結果（安全上重要な機器を除く。）

およびその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

6．安全上重要な機器の点検・補修等の結果（法令に基

づく必要な手続きの有無およびその内容を含む。）お

よびその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

7．点検・補修等の結果の確認・評価およびその担当者

の氏名 

実施の都度 確認・評価を実施した原

子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過する

までの期間 

表１８９－１ 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

  1.使用前確認の結果 
確認の都度 

同一事項に関する次の確

認の時までの期間 

2．保全活動管理指標の監視結果およびその担当者の氏

名 
実施の都度 

監視を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

3．保全の結果（安全上重要な機器を除く。）およびそ

の担当者の氏名 
実施の都度 

保全を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

4．安全上重要な機器の保全の結果（法令に基づく必要

な手続きの有無およびその内容を含む。）およびその

担当者の氏名 
実施の都度 

保全を実施した原子炉施

設を解体または廃棄した

後５年が経過するまでの

期間 

5．保全の結果の確認・評価およびその担当者の氏名

実施の都度 

確認・評価を実施した原

子炉施設を解体または廃

棄した後５年が経過する

までの期間 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４６ -

変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

8．点検・補修等の不適合管理，是正処置，予防処置

およびその担当者の氏名 

実施の都度 不適合管理，是正処置お

よび予防処置を実施した

原子炉施設を解体または

廃棄した後５年が経過す

るまでの期間 

9．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 評価の都度 評価を実施した原子炉施

設の保守管理に関する方

針，保守管理の目標また

は保守管理の実施に関す

る計画の改定までの期間

10. 保守管理の有効性評価およびその担当者の氏名 評価の都度 評価を実施した原子炉施

設の保守管理に関する方

針，保守管理の目標また

は保守管理の実施に関す

る計画の改定までの期間

11．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置または配置

替えの都度 
５年間 

12．使用済燃料の払出し時における放射能の量 払出しの都度 10 年間 

13．使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設

等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量

率 

使用済燃料の貯蔵

施設の記録にあ

っては毎日１回，

使用済燃料の貯

蔵施設以外の記

録にあっては毎

週１回 

10 年間 

14．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および

排水口または排水監視設備における放射性物質の

１日間および３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度

にあっては毎日

１回，３月間の平

均濃度にあって

は３月ごとに１

回 

10 年間 

15．管理区域における外部放射線に係る１週間の線量

当量，空気中の放射性物質の１週間についての平

均濃度および放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 

10 年間 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

6．保全の不適合管理，是正処置，未然防止処置およ

びその担当者の氏名 

実施の都度 

不適合管理，是正処置お

よび未然防止処置を実施

した原子炉施設を解体ま

たは廃棄した後５年が経

過するまでの期間 

7．保全の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施

設の施設管理方針，施設

管理目標または施設管理

実施計画の改定までの期

間 

8. 施設管理の有効性評価およびその担当者の氏名 

評価の都度 

評価を実施した原子炉施

設の施設管理方針，施設

管理目標または施設管理

実施計画の改定までの期

間 

9．使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 配置または配置

替えの都度 
５年間 

10．使用済燃料の払出し時における放射能の量 払出しの都度 10 年間 

11．使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設

等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量

率 

使用済燃料の貯蔵

施設の記録にあ

っては毎日１回，

使用済燃料の貯

蔵施設以外の記

録にあっては毎

週１回 

10 年間 

12．放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および

排水口または排水監視設備における放射性物質の

１日間および３月間についての平均濃度 

１日間の平均濃度

にあっては毎日

１回，３月間の平

均濃度にあって

は３月ごとに１

回 

10 年間 

13．管理区域における外部放射線に係る１週間の線量

当量，空気中の放射性物質の１週間についての平

均濃度および放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度 

毎週１回 10 年間 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 

・記載の適正化



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １４７ -

変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

16．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間

の線量，女子※２の放射線業務従事者の４月１日，

７月１日，１０月１日および１月１日を始期とす

る各３月間の線量ならびに本人の申出等により

妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業

務従事者にあっては出産までの間毎月１日を始

期とする１月間の線量 

１年間の線量にあ

っては毎年度１

回，３月間の線量

にあっては３月ご

とに１回，１月間

の線量にあっては

１月ごとに１回

※３ 

17．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリ

シーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１年

間を含む原子力規制委員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員会

が定める５年間に

おいて毎年度１回

※３ 

18．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の

始期および終期ならびに放射線業務従事者の当該

期間の線量 

その都度 

※３ 

19．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する

年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴お

よび原子力規制委員会が定める５年間における当

該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 

そのものが当該業

務に就く時 
※３ 

20．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種

類別の数量，その運搬に使用した容器の種類なら

びにその運搬の日時および経路 

運搬の都度 

１年間 

21．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当該

放射性廃棄物を容器に封入し，または容器と一体

的に固型化した場合には当該容器の数量および比

重ならびにその廃棄の日，場所および方法 

廃棄の都度 

※４ 

22．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固

型化した場合には，その方法 

封入または固型化

の都度 
※４ 

23．放射性物質による汚染の広がりの防止および除

去を行った場合には，その状況および担当者の氏

名 

広がりの防止およ

び除去の都度 １年間 

24．事故の発生および復旧の日時 その都度 ※４ 

25．事故の状況および事故に際して採った処置 同上 ※４ 

26．事故の原因 同上 ※４ 

27．事故後の処置 同上 ※４ 

28．風向および風速 連続して 10 年間 

29．降雨量 同上 10 年間 

30．大気温度 同上 10 年間 

31．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

32．保安教育の実施日時，項目および受けた者の氏

名 

実施の都度 
３年間 

（中略） 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

14．放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間

の線量，女子※２の放射線業務従事者の４月１日，

７月１日，１０月１日および１月１日を始期とす

る各３月間の線量ならびに本人の申出等により

妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業

務従事者にあっては出産までの間毎月１日を始

期とする１月間の線量 

１年間の線量にあ

っては毎年度１

回，３月間の線量

にあっては３月ご

とに１回，１月間

の線量にあっては

１月ごとに１回

※３ 

15．４月１日を始期とする１年間の線量が２０ミリ

シーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１年

間を含む原子力規制委員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員会

が定める５年間に

おいて毎年度１回

※３ 

16．放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の

始期および終期ならびに放射線業務従事者の当該

期間の線量 

その都度 ※３ 

17．放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する

年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴お

よび原子力規制委員会が定める５年間における当

該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 

そのものが当該業

務に就く時 
※３ 

18．発電所の外において運搬した核燃料物質等の種

類別の数量，その運搬に使用した容器の種類なら

びにその運搬の日時および経路 

運搬の都度 １年間 

19．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当該

放射性廃棄物を容器に封入し，または容器と一体

的に固型化した場合には当該容器の数量および比

重ならびにその廃棄の日，場所および方法 

廃棄の都度 ※４ 

20．放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固

型化した場合には，その方法 

封入または固型化

の都度 
※４ 

21．放射性物質による汚染の広がりの防止および除

去を行った場合には，その状況および担当者の氏

名 

広がりの防止およ

び除去の都度 
１年間 

22．事故の発生および復旧の日時 その都度 ※４ 

23．事故の状況および事故に際して採った処置 同上 ※４ 

24．事故の原因 同上 ※４ 

25．事故後の処置 同上 ※４ 

26．風向および風速 連続して 10 年間 

27．降雨量 同上 10 年間 

28．大気温度 同上 10 年間 

29．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

30．保安教育の実施日時，項目および受けた者の氏

名 
実施の都度 ３年間 

（中略）

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

33．廃止措置に係る工事の方法，時期および対象とな

る原子炉施設の設備の名称 

廃止措置計画に記

載された工事の各

工程の終了の都度

※４ 

（中略） 

表１８９－２ 

記録（実用炉規則第３７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

 1.溶接事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

検査の都度 

検査に係る原子炉容器等

の存続する期間 

 (7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において協力した事業者がある場合には、当

該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該溶接事業者検査を行

った後最初の法第四十三

条の三の十三第六項 の

通知を受けるまでの期間

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 
記録すべき場合※

１ 保存期間 

31．廃止措置に係る工事の方法，時期および対象とな

る原子炉施設の設備の名称 

廃止措置計画に記

載された工事の各

工程の終了の都度

※４ 

（中略） 

表１８９－２ 

記録（実用炉規則第１４条の３および第５７条に基づく

記録） 
記録すべき場合 保存期間 

 1.使用前事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

(7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において役務を供給した事業者がある場合

には、当該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項 

検査の都度 

当該使用前事業者検査に

係る発電用原子炉施設の

存続する期間 

 2.定期事業者検査の結果 

 (1)検査年月日  

 (2)検査の対象  

 (3)検査の方法  

 (4)検査の結果  

 (5)検査を行った者の氏名  

 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたと

きは、その内容  

 (7)検査の実施に係る組織  

 (8)検査の実施に係る工程管理  

 (9)検査において役務を供給した事業者がある場合

には、当該事業者の管理に関する事項  

 (10)検査記録の管理に関する事項  

 (11)検査に係る教育訓練に関する事項  

検査の都度 

その発電用原子炉施設が

廃棄された後５年が経過

するまでの期間 

・記載の適正化

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

表１８９－３※５

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質保証計画に関する以下の記録 

（1）第１２５条４．２．１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過する

までの期間 

２．JEAC4111 の要求事項に基づき作成する以下の記

録 

（1）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（2）教育・訓練，技能および経験について該当する記

録 
作成の都度 ５年 

（3）業務の計画で必要と定めた記録（本項の他で定

めるものを除く） 
作成の都度 ５年 

（4）業務に対する要求事項のレビューの結果の記録

およびそのレビューを受けてとられた処置の

記録 
作成の都度 ５年 

（5）原子炉施設の要求事項に関連する設計・開発へ

のインプットの記録 作成の都度 ５年 

（6）設計・開発のレビューの結果の記録および必要

な処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（7）設計・開発の検証の結果の記録および必要な処

置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（8）設計・開発の妥当性確認の結果の記録および必

要な処置があればその記録 作成の都度 ５年 

（9）設計・開発の変更の記録 作成の都度 ５年 

（10）設計・開発の変更のレビューの結果の記録およ

び必要な処置があればその記録 作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および評価によって

必要とされた処置があればその記録 
作成の都度 ５年 

（12）プロセスの妥当性確認で組織が記録を必要とし

た活動の記録 
作成の都度 ５年 

（13）業務に関するトレーサビリティの記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織外の所有物に関して，組織が必要と判断し

た場合の記録 
作成の都度 ５年 

（15）校正または検証に用いた基準の記録 
作成の都度 ５年 

表１８９－３※５

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

１．品質マネジメントシステム計画に関する以下の記

録   

（1）第１２５条（品質マネジメントシステム計画）

４．２．１に定める文書 
変更の都度 

変更後５年が経過する

までの期間 

２．品管規則の要求事項に基づき作成する以下の記録

（1）マネジメントレビューの結果の記録 作成の都度 ５年 

（2）要員の力量および教育訓練その他の措置に係る

記録 
作成の都度 ５年 

（3）個別業務に必要なプロセスおよび当該プロセス

を実施した結果が個別業務等要求事項に適合す

ることを実証するために必要な記録（本項の他で

定めるものを除く） 

作成の都度 ５年 

（4）個別業務等要求事項の審査の結果の記録および

当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録 作成の都度 ５年 

（5）設計開発に用いる情報に係る記録 
作成の都度 ５年 

（6）設計開発レビューの結果の記録および当該設計

開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る

記録 
作成の都度 ５年 

（7）設計開発の検証の結果の記録および当該検証の

結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（8）設計開発妥当性確認の結果の記録および当該設

計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に

係る記録 

作成の都度 ５年 

（9）設計開発の変更に係る記録 作成の都度 ５年 

（10）設計開発の変更の審査，検証および妥当性確

認の結果の記録およびその結果に基づき講じた

措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（11）供給者の評価の結果の記録および当該評価の

結果に基づき講じた措置に係る記録 
作成の都度 ５年 

（12）個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認

の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（13）機器等または個別業務に関するトレーサビリ

ティの記録 
作成の都度 ５年 

（14）組織の外部の者の物品を所持している場合の

記録 
作成の都度 ５年 

（15）当該計量の標準が存在しない場合における，

校正または検証の根拠の記録 
作成の都度 ５年 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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変更前 変更後 備  考 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（16）測定機器が要求事項に適合していないと判明し

た場合の，過去の測定結果の妥当性評価の記録 作成の都度 ５年 

（17）校正および検証の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（18）内部監査の結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）検査および試験の合否判定基準への適合の記

録 
作成の都度 ５年 

（20）リリース（次工程への引渡し）を正式に許可し

た人の記録 
作成の都度 ５年 

（21）不適合の性質，不適合に対してとられた特別採

用を含む処置の記録 
作成の都度 ５年 

（22）是正処置の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（23）予防処置の結果の記録 
作成の都度 ５年 

（中略） 

記録（実用炉規則第６７条に基づく記録） 記録すべき場合 保存期間 

（16）監視測定のための設備に係る要求事項への不

適合が判明した場合における，従前の監視測定の

結果の妥当性を評価した記録 

作成の都度 ５年 

（17）監視測定のための設備の校正および検証の結果

の記録 作成の都度 ５年 

（18）内部監査結果の記録 作成の都度 ５年 

（19）使用前事業者検査等または自主検査等の結果

に係る記録 
作成の都度 ５年 

（20）プロセスの次の段階に進むことの承認を行っ

た要員を特定することができる記録 
作成の都度 ５年 

（21）不適合の内容の記録および当該不適合に対して

講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録 
作成の都度 ５年 

（22）講じたすべての是正処置およびその結果の記

録   
作成の都度 ５年 

（23）講じたすべての未然防止処置およびその結果

の記録 作成の都度 ５年 

（中略） 

・原子力規制に

おける検査制

度の見直しに

伴う変更 
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- １５１ -

変更前 変更後 備  考 

（報告） 

第１９０条 各課長または当直長は，次に定める事項に該当する場合または該当するおそれがあると判

断した場合について，あらかじめ定められた経路に従って，直ちに所長および廃止措置主任者に報告

する。 

（１）施設運用上の基準を満足していないと判断した場合（第１４５条） 

（２）放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合。（第

１５４条，第１５５条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合。（第１６７条） 

（４）実用炉規則第１３４条第３号※１，第４号※１，第６号から第１２号および第１４号に定める報告

事象が生じた場合。

（報告） 

第１９０条 各課長または当直長は，次に定める事項に該当する場合または該当するおそれがあると判

断した場合について，あらかじめ定められた経路に従って，直ちに所長および廃止措置主任者に報告

する。 

（１）施設運用上の基準を満足していないと判断した場合（第１４５条） 

（２）放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合。（第

１５４条，第１５５条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合。（第１６７条の２） 

（４）実用炉規則第１３４条第３号※１，第４号※１，第６号から第１２号および第１４号に定める報告

事象が生じた場合。

・記載の適正化
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変更前 変更後 備  考 

（附則を加える） 附則（令和 年  月  日  号） 

（施行期日） 

第１条 この原子炉施設保安規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。

２．組織改正に伴う，第３条，第４条，第５条，第１２５条，第１２６条および第１２７条の変更につ

いては，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から適用することとし，それまでの間

は従前の例による。 

３．組織改正に伴う，第３条，第４条，第５条，第１２５条，第１２６条および第１２７条の変更の適

用までの間は，本規定中の用語について，以下のとおり読みかえる。 

本規定中の用語 読みかえ 

内部監査部門 考査部門 

内部監査部門長 考査部門長 

内部監査部門部長（原子力監査） 考査部門部長（原子力監査） 

第２条 ３号炉については，第１０条（原子炉施設の定期的な評価），第５４条（燃料プールの水位お

よび水温）および第５５条（燃料または制御棒を移動するときの原子炉水位）は，次項に定める時点

から適用する。 

２．第１０条（原子炉施設の定期的な評価）については，電気事業法第４９条第１項の使用前検査の合

格および原子炉等規制法第４３条の３の１１第３項の使用前事業者検査の確認を受けた時点。 

３．附則（平成２６年２月２６日 原管Ｂ発第１４０２２６１号）第１条第３項第１号は，以後用いな

い。 

（試験使用期間中の特例） 

第３条 ３号炉については，原子炉への燃料装荷を開始する時点から電気事業法第４９条第１項の使用

前検査の合格および原子炉等規制法第４３条の３の１１第３項の使用前事業者検査の確認を受ける

までの期間（以下「試験使用期間中」という。），第２７条の２（計測および制御設備）の一部および

第４８条（格納容器内の酸素濃度）を適用除外する。 

 下表に，適用除外条項，適用除外期間および適用除外期間中の対応を示す。 

適用除外条項 適用除外期間 適用除外期間中の対応 

第２７条の２（計測および制御設備）

２．起動領域モニタ計装 

表２７の２－２－２（３号炉 起

動領域モニタ計装） 

燃料装荷期間中，

計数率が安定して

３s-1確保されるま

での期間 

[適用除外期間中の起動領域モニタ計装に係

る確認] 

適用除外期間中，起動領域モニタ計装に係る

確認については，別表１のとおりとする。 

第４８条（格納容器内の酸素濃度） 試験使用期間中 ― 

別表１ 起動領域モニタ計装に係る確認 

要 素 項目 頻度 

１．起動領域モニタ計装 当直長は起動領域モニタの要

素が動作不能でないことを管

理的手段により確認する。 

原子炉の状態が燃料交換※１の場合は毎日１回 

炉心変更中※１の場合は１２時間に１回 

  ※１：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。

・附則の追加 
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変更前 変更後 備  考 

（附則を加える） ２．３号炉については，その試験使用期間中，本規定について，燃料の初装荷に関する事項へ適用する

場合は，以下のとおり読みかえる。 

本規定中の用語 読みかえ 

取替 装荷 

取替炉心 初装荷炉心 

３．３号炉については，その試験使用期間中，第２０条（反応度監視）の一部を，以下のとおり読みか

える。 

本規定第２０条中の条文 読みかえ 

２．反応度の予測値と監視値との差が，前項に定め

る運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次の各号を実施する。 

（１）課長（燃料技術）は，燃料取替後の原子炉起

動操作終了から３日間以内に１回，反応度の予

測値と監視値との差を評価する。 

（２）課長（燃料技術）は，原子炉の状態が運転に

おいて，燃焼度の増分が 1,000MWd/t に１回，反

応度の予測値と監視値の差を評価する。 

２．反応度の予測値と監視値との差が，前項に定め

る運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次の各号を実施する。 

（１）課長（燃料技術）は，初めて定格電気出力に

到達した時点から３日間以内に１回，反応度の

予測値と監視値との差を評価する。 

（２）課長（燃料技術）は，（１）の評価の実施以降，

原子炉の状態が運転において，燃焼度の増分が

1,000MWd/t に１回，反応度の予測値と監視値の

差を評価する。 

４．３号炉については，その試験使用期間中，第２２条（制御棒のスクラム機能），第２５条（原子炉

熱的制限値），第２６条（原子炉熱出力および炉心流量），第２８条の２（原子炉再循環ポンプ），第

３８条（原子炉圧力），第３９条の２（非常用炉心冷却系その１），第４５条（サプレッションチェン

バの平均水温），第４６条（サプレッションチェンバの水位），第５７条（外部電源その１），第６２

条（直流電源その１），第６４条（所内電源系統その１）について，各条文の一部を以下のとおり読

みかえる。 

（１）第２２条（制御棒のスクラム機能） 

本規定第２２条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転および起動において，制御棒の

スクラム機能は，表２２－１に定める事項を運転上

の制限とする。 

原子炉の状態が運転および起動において，制御棒の

スクラム機能は，表２２－１に定める事項を運転上

の制限とする。ただし，使用前事業者検査※１および

計画的に実施する試験※２において，スクラムした制

御棒を除く。 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・制御棒駆動系検査 

・主蒸気隔離弁全閉検査 

・プラントトリップ検査 

・発電機負荷遮断検査 

・外部電源喪失検査 

    ・再循環ポンプトリップ検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・制御棒駆動系試験 

・主蒸気隔離弁試験 

・プラントトリップ試験 

・発電機負荷遮断試験 

・外部電源喪失試験 

    ・再循環ポンプトリップ試験 

・附則の追加 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １５４ -

変更前 変更後 備  考 

（附則を加える） （２）第２５条（原子炉熱的制限値） 

本規定第２５条中の条文 読みかえ 

原子炉熱出力が３０％以上において，最小限界出力

比および燃料棒最大線出力密度は，表２５－１に定

める事項を運転上の制限とする。 

原子炉熱出力が３０％以上において，最小限界出力

比および燃料棒最大線出力密度は，表２５－１に定

める事項を運転上の制限とする。ただし，使用前事

業者検査※１および計画的に実施する試験※２を行う

場合を除く。 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁全閉検査 

・プラントトリップ検査 

・発電機負荷遮断検査 

・外部電源喪失検査 

    ・再循環ポンプトリップ検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁試験 

・プラントトリップ試験 

・発電機負荷遮断試験 

・外部電源喪失試験 

    ・再循環ポンプトリップ試験 

（３）第２６条（原子炉熱出力および炉心流量） 

本規定第２６条中の条文 読みかえ 

原子炉熱出力が３０％以上において，原子炉熱出力

および炉心流量は，表２６－１に定める事項を運転

上の制限とする。 

原子炉熱出力が３０％以上において，原子炉熱出力

および炉心流量は，表２６－１定める事項を運転上

の制限とする。ただし，使用前事業者検査※１および

計画的に実施する試験※２を行う場合を除く。 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・再循環ポンプトリップ検査 

・制御棒に対する中性子束応答検査 

・圧力制御検査 

    ・給水系検査 

    ・再循環流量制御検査 

（４）第２８条の２（原子炉再循環ポンプ） 

本規定第２８条の２中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転および起動において，原子炉冷

却材再循環ポンプは，表２８の２－１に定める事項

を運転上の制限とする。 

原子炉の状態が運転および起動において，原子炉冷

却材再循環ポンプは，表２８の２－１に定める事項

を運転上の制限とする。ただし，使用前事業者検査※

１および計画的に実施する試験※２を行う場合を除

く。 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁全閉検査 

・プラントトリップ検査 

・発電機負荷遮断検査 

・外部電源喪失検査 

・再循環ポンプトリップ検査     

・附則の追加 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １５５ -

変更前 変更後 備  考 

（附則を加える） ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・制御棒駆動系試験 

・主蒸気隔離弁試験 

・プラントトリップ試験 

・発電機負荷遮断試験 

・外部電源喪失試験 

・再循環ポンプトリップ試験 

    ・選択制御棒挿入試験 

（５）第３８条（原子炉圧力） 

本規定第３８条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転および起動において，原子炉圧

力は，表３８－１に定める事項を運転上の制限とす

る。ただし，送電線事故等による瞬時の原子炉圧力

変動を除く。 

原子炉の状態が運転および起動において，原子炉圧

力は，表３８－１に定める事項を運転上の制限とす

る。ただし，以下の場合を除く。 

（１）送電線事故等による瞬時の原子炉圧力変動 

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・圧力制御検査 

    ・主蒸気隔離弁全閉検査 

・プラントトリップ検査 

・発電機負荷遮断検査 

・外部電源喪失検査 

・再循環ポンプトリップ検査 

    ・タービン保安装置検査（無負荷運転中）     

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・圧力調整器試験 

・主蒸気隔離弁試験 

・プラントトリップ試験 

・発電機負荷遮断試験 

・外部電源喪失試験 

・再循環ポンプトリップ試験 

    ・タービン保安装置試験（無負荷運転中） 

    ・タービン主蒸気止め弁・加減弁試験 

    ・タービンバイパス弁試験 

・附則の追加 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １５６ -

変更前 変更後 備  考 

（附則を加える） （６）第３９条の２（非常用炉心冷却系その１） 

本規定第３９条の２中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

非常用炉心冷却系は，表３９の２－１に定める事項

を運転上の制限とする。ただし，残留熱除去系原子

炉停止時冷却モードの起動準備中および残留熱除去

系原子炉停止時冷却モードの運転中は，当該低圧注

水系（原子炉格納容器スプレイ冷却系）の動作不能

とはみなさない。 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

非常用炉心冷却系は，表３９の２－１に定める事項

を運転上の制限とする。ただし，以下の場合を除く。

（１）残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの起動

準備中および残留熱除去系原子炉停止時冷却モ

ードの運転中は，当該低圧注水系（原子炉格納

容器スプレイ冷却系）の動作不能とはみなさな

い。 

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合 

※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・原子炉隔離時冷却系検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・原子炉隔離時冷却系試験 

（７）第４５条（サプレッションチェンバの平均水温） 

本規定第４５条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

サプレッションチェンバの平均水温は，表４５－１

に定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子

炉隔離時冷却系の動作確認等により，サプレッショ

ンチェンバの水温が上昇するような時は，確認開始

時から確認終了後２４時間までを除く。 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

サプレッションチェンバの平均水温は，表４５－１

に定める事項を運転上の制限とする。ただし，以下

の場合を除く。 

（１）原子炉隔離時冷却系の動作確認等により，サ

プレッションチェンバの水温が上昇するような

時は，確認開始時から確認終了後２４時間まで

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁全閉検査 

    ・発電機負荷遮断検査 

    ・再循環ポンプトリップ検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁試験 

    ・発電機負荷遮断試験 

    ・再循環ポンプトリップ試験 

・主蒸気逃し安全弁試験 

（８）第４６条（サプレッションチェンバの水位） 

本規定第４６条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

サプレッションチェンバの水位は，表４６－１（図

４６）に定める事項を運転上の制限とする。ただし，

地震時における一時的な水位変動を除く。 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

サプレッションチェンバの水位は，表４６－１（図

４６）に定める事項を運転上の制限とする。ただし，

以下の場合を除く。 

（１）地震時における一時的な水位変動 

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合 

・附則の追加 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １５７ -

変更前 変更後 備  考 

（附則を加える）  ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁全閉検査 

    ・発電機負荷遮断検査 

    ・再循環ポンプトリップ検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・主蒸気隔離弁試験 

    ・発電機負荷遮断試験 

    ・再循環ポンプトリップ試験 

・主蒸気逃し安全弁試験 

（９）第５７条（外部電源その１） 

本規定第５７条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

外部電源は，表５７－１に定める事項を運転上の制

限とする。ただし,送電線事故等による瞬時停電時を

除く。 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

外部電源は，表５７－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし, 以下の場合を除く。 

（１）送電線事故等による瞬時停電時 

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失試験 

（１０）第６２条（直流電源その１） 

本規定第６２条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が，運転，起動および高温停止において，

直流電源は，表６２－１に定める事項を運転上の制

限とする。 

原子炉の状態が，運転，起動および高温停止において，

直流電源は，表６２－１に定める事項を運転上の制

限とする。ただし，使用前事業者検査※１および計画

的に実施する試験※２を行う場合を除く。 

 ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失試験 

（１１）第６４条（所内電源系統その１） 

本規定第６４条中の条文 読みかえ 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

所内電源系統は，表６４－１に定める事項を運転上

の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬時停

電時を除く。 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，

所内電源系統は，表６４－１に定める事項を運転上

の制限とする。ただし，以下の場合を除く。 

（１）送電線事故等による瞬時停電時 

（２）使用前事業者検査※１および計画的に実施する

試験※２を行う場合。なお，使用前事業者検査お

よび計画的に実施する試験において，非常用交

流高圧電源母線から電源を供給されている系統

については，非常用ディーゼル発電機が自動起

動し電源が供給されるまでの期間は動作不能と

みなさない。 

・附則の追加 



島根原子力発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

- １５８ -

変更前 変更後 備  考 

（附則を加える）  ※１：使用前事業者検査とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失検査 

 ※２：計画的に実施する試験とは，以下のものなどをいう。 

    ・外部電源喪失試験 

５．附則（平成２６年２月２６日 原管Ｂ発第１４０２２６１号）第２条は，以後用いない。 

・附則の追加 


